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（民事）

●地方運輸局長がした「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正

化及び活性化に関する特別措置法」 16条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業に係る

旅客の運賃の範囲の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一

応認められるとした原審の判断に違法があるとされた事例

（令和6年（行う）第1号・令和7年2月26日第三小法廷決定破棄自判）

●動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが

使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう 「電

気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号にいう 「譲渡等」に当たるとされた事例

（令和5年（受）第14号、第15号・令和7年3月3日第二小法廷判決棄却）

●動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設

置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我

が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等

とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう 「生産」に当たるとされた

事例

（令和5年（受）第2028号・令和7年3月3日第二小法廷判決棄却）

●民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」

する行為に当たる

（令和6年（許）第31号・令和7年3月3日第一小法廷決定棄却）

●都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、当該都道府県警察を置く都道府県が、

上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反

したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例

（令和5年（受）第927号・令和7年3月7日第二小法廷判決破棄差戻し）

（刑事）

●津波による原子力発電所の事故につきこれを設置し運転していた電力会社の役員らに業務上

過失致死傷罪が成立しないとした第1審判決を維持した原判決が是認された事例

（令和5年（あ）第246号・令和7年3月5日第二小法廷決定棄却）

冊
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事案である。

2記録によれば、本件の経緯等は次のとおりであ

る。

（1） 相手方らは、道路運送法（令和5年法律第18

号による改正前のもの。以下同じ。 ） 4条1項所定の

許可を受けたタクシー事業者であり、タクシー事業が

供給過剰となるおそれがあるなどとして、特措法3条

の2第1項に基づき準特定地域として指定されている

東京都特別区、三鷹市及び武蔵野市から成る区域（以

下「本件交通圏」 という。 ）内に営業所を有している。

（2） 国土交通大臣から権限の委任を受けた関東運輸

|鰯墨嘉烏豊圭琴薑奎昊孟昊野匿呼需ナ
平成26年2月、本件交通圏につき、適法に営業する

ことができる運賃の範囲である公定1幅運賃を指定し、

令和元年8月30日、消費税の税率引上げを契機とし

てこれを変更した。

（3） 関東運輸局長は、令和4年10月11日、その

'適用日を同年’’月’4日として、原々決定別紙4の
「改正」欄記載のとおり、本件交通圏における公定幅

|霧臺謡燃蓮菫雲蟇嘉,鼠鵜獣M幸
件変更後の公定幅運賃を「本件公定幅運賃」という。 ） 、

これにより、本件交通圏における公定幅運賃は、上限

及び下限のいずれについても、本件旧公定幅運賃より

引き上げられることとなった。

(4)ア関東運輸局長は、 「公定幅運賃の範囲の指定

方法等について」 （平成26年1月27日付け関東運

輸局長公示）において、特定地域又は準特定地域にお

ける公定幅運賃の設定方法を、概要、次のとおり定め

ている（以下、この設定方法を「本件総括原価方式」

という。 ） 。

（ｱ） 公定幅運賃の上限は、当該地域に営業所を有す

るタクシー事業者のうち、小規模事業者、事故を多発

している事業者、実働率の低い事業者等を除外して選

定した「能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自

動車運送事業者」の中から、所定の基準に従い抽出し

たタクシー事業者（以下「原価計算対象事業者」とい

う。 ）のタクシー事業に係る費用及び適正な利潤を算

出し、これと同事業に係る運送収入が相償う運賃水準

とする。

（ｲ） 公定幅運賃の下限は、原価計算対象事業者が特

に効率的な経営を行った場合に収支が相償う運賃水準

とするとの考え方に基づき、基本的には上記(ｱ)と同様

の方法により算定するが、上記のタクシー事業に係る

費用の算出に当たり、燃料油脂費、車両償却費、役員

報酬等の特定の費用項目については、各原価計算対象

事業者が要した費用のうち、最も低い水準のものを用

裁判例
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◎地方運輸局長がした「特定地域及び準特
定地域における一般乗用旅客自動車運送
事業の適正化及び活性化に関する特別措
置法」 16条1項に基づく一般乗用旅客
自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲
の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれ

を濫用した違法なものであると一応認め
られるとした原審の判断に違法があると
された事例

件名仮の差止めの申立て一部認容決定に対する抗

告審の一部取消決定に対する許可抗告事件

最高裁判所令和6年（行う）第1号

令和7年2月26日第三小法廷決定破棄自判

抗告人国

相手方ロイヤルリムジン株式会社ほか1名

原審東京高等裁判所

主 文

原決定中、運賃の変更を命ずる処分に関する部分

を破棄し、同部分につき原々決定を取り消す。

前項の部分に関する相手方らの申立てを却下する。

手続の総費用は相手方らの負担とする。

理 由

抗告代理人松本真ほかの抗告理由について

1本件は、特定地域及び準特定地域における一般

乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法（令和5年法律第18号による改正前のも

の。以下「特措法」という。 ） 3条の2第1項に基づ

き準特定地域として指定されている区域内に営業所を

有する一般乗用旅客自動車運送事業者（以下「タクシー

事業者」という。 ）である相手方らが、特措法16条

1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業

（以下「タクシー事業」 という。 ）に係る旅客の運賃

の範囲（以下、同項に基づき指定又は変更される運賃

の範囲を「公定幅運賃」という。 ）の下限を下回る運

賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の

4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分（以下「運

賃変更命令」 という。 ）等を受けるおそれがあるとし

て、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した

上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第

2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求める

1
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いる。 8条の3， 8条の7， 8条の10， 8条の11， 9条、

イ関東運輸局長は、本件総括原価方式により、本 10条等） 、タクシー事業者間で過度な運賃値下げ競

件公定幅運賃を定めたものであるところ、その計算過争が行われるおそれがある状況では、タクシー事業者

程に明らかな過誤又は欠落があるとは認められない。 が減車による収入減を恐れ、同取組が阻害される懸念

（5） 相手方らは、本件変更前、本件旧公定幅運賃内があることから、公定幅運賃内で運賃を定めるべきも

の運賃を定めてタクシー事業を行っていたが、本件変のどすることにより、運賃値下げ競争を一時的に制限

更後の令和4年11月11日付けで、関東運輸局長にする趣旨に出たものと解される。

対し、原々決定別紙2記載のとおり、本件旧公定幅運 イ特措法16条2項は、公定幅運賃の基準として、

賃内ではあるが、本件公定幅運賃の下限を下回る運賃能率的な経営を行う標準的なタクシー事業者が行うタ

を定めて、これを届け出た（以下、この届出を「本件クシー事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運

届出」という。 ） 。 賃を標準とすること （1号） 、特定の旅客に対し不当

3原審は、要旨次のとおり判断して、相手方らのな差別的取扱いをするものでないこと （2号）及び道

運賃変更命令の仮の差止めを求める申立てを一部認容路運送法9条6項3号に規定する一般旅客自動車運送

すべきものとした。 事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそ

公定幅運賃の変更に係る裁量権は、タクシー事業者れがないものであること（3号）を定めているところ、

の営業上の利益の保護の観点から一定の制約を受け、 これらの基準に従って公定幅運賃を指定し又は変更す

国土交通大臣等は、公定幅運賃を変更するに当たり、 るに当たっては、当該特定地域又は準特定地域におけ

当該変更の程度、当該変更によるタクシー事業者への るタクシー事業に係る専門技術的な知見を踏まえた公

影響の程度、タクシーの需給状況も踏まえた過度な運益的見地からする判断が必要不可欠であるから、公定

賃競争を引き起こす蓋然性やそれを原因とするタクシー幅運賃の指定又は変更に係る判断は国土交通大臣等の

運転者の労働条件の悪化の蓋然性等の諸般の事情を考裁量に委ねられるものと解される。

慮すべきである。しかるに、関東運輸局長は、本件公 しかるところ、上記アの公定幅運賃制度の趣旨に鑑

定幅運賃の下限の設定につき、少なくと．も公定幅運賃みると、特措法は、特定地域又は準特定地域に営業所

の変更の程度及び当該変更によるタクシー事業者へのを有するタクシー事業者が、運賃の設定につき一定の

影響の程度を考慮しておらず、その判断は合理性を欠制約を受けることを当然に予定しているものというべ

き、本件変更は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫きであり、上記公定幅運賃の基準の内容に照らしても、

用した違法なものであると一応認められる。そうする 同法が、国土交通大臣等に対し、公定幅運賃の指定又

と、本件届出を理由として運賃変更命令をすることはは変更に係る裁量権を行使するに当たり、当該地域に

許されず、相手方らの運賃変更命令の仮の差止めを求おいて現にタクシー事業を営む個々のタクシー事業者

める申立ては、本案について理由があるとみえるとき の営業上の利益を保護する観点から、原審が指摘する

に当たるというべきである。 ような諸般の事情を考慮することまで求めているもの

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること とは解されない。

ができない。その理由は、次のとおりである。 そして、本件総括原価方式は、前記のとおり、当該

(1)アタクシー事業者は、所定の基準に適合するも地域に営業所を有する能率的な経営を行う標準的なタ

のとして国土交通大臣等の認可を受ける必要があるも クシー事業者の中から抽出した原価計算対象事業者の

のの、原則として自ら定めた運賃でタクシー事業を行タクシー事業に係る費用及び適正な利潤を算出し、こ

うことができるところ（道路運送法9条の3第1項、 れと運送収入が相償う運賃水準を基本として公定幅運

2項、附則2項） 、特措法は、特定地域及び準特定地賃を定めるものである。このような公定幅運賃の設定

域における運賃の特例として、これらの地域に営業所方法は、当該地域に営業所を有するタクシー事業者一

を有するタクシー事業者は、公定幅運賃内で運賃を定般の営業上の利益を踏まえたものであり、特措法16

めなければならないとしている（第8章。同特例を条2項各号の規定に照らし、不合理なものとはいえな

「公定幅運賃制度」という。 ） 。これは、同法が、タ いというべきである。

クシー事業が供給過剰である又はそのおそれがあるな （2） 関東運輸局長は、本件変更において、本件総括

どと認められる特定地域又は準特定地域においては、 原価方式により本件公定幅運賃を定めたものであると

タクシー運転者の労働条件の悪化等に伴い輸送のサーころ、上記(1)で述べたところに照らせば、これを超え

ビス及び安全性が低下するなどのおそれがあることをて、原審が指摘するような諸般の事情を考慮しなけれ

前提として、上記の供給過剰状態の解消又はその予防ばならないものということはできない。

に向けた取組について定めているところ（8条の2、 1/だがって、本件公定1幅輝督の下限の設定iこつ匙

2
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しているとみられるからであって、そのような運賃の

設定により、過度の運賃値下げによる不当な競争を惹

起するものではない。そして、相手方らは、上記のと

おり、一般のタクシー事業者とは異なるビジネスモデ

ルで営業しており、競合するのは同業者というよりも、

バス、ハイヤー、鉄道等であるといえるから、本件総

括原価方式の下で算定された下限運賃を下回る運賃を

認めたとしても、同業者との競争を激化させることは

想定しがたい。また、相手方らにおいては、上記のと

おり相応の利益を確保しているのであるから、従前ど

おりの運賃での営業を認めたとしても、それにより相

手方らのタクシー運転者が過重労働となり、乗客の安

全性が低下する懸念もないと考えられる。ところが、

本件変更により大幅な公定幅運賃の改定が行われ、本

件旧公定幅運賃の上限が本件公定幅運賃の下限を大き

く下回ることになった結果、相手方らは、従前どおり

の運賃で営業することができなくなり、同業者ではな

く、バス、ハイヤー、鉄道等への切替えによる予約客

の大幅な減少による経営危機に陥るおそれがある。

そうすると、関東運輸局長は、本件変更に当たり、

かかるタクシー事業者の存在を認識し、それに与える

影響を最小限に抑えるように努めるよう配慮すべきで

あったといえる。

また、特措法16条2項1号の「標準とすること」

という文言は、本件で用いられた総括原価方式による

基準の画一的な適用を義務付けるものではなく、上記

のような事情がある場合には、柔軟な運賃設定を認め

る趣旨と解すべきである。

以上によれば、本件変更は、相手方らのようなタク

シー事業者に与える影響に対する配慮を欠くものであ

り、公定幅運賃制度の趣旨を逸脱し、営業の自由に対

する過度な制約をするものとして違法であるというべ

きである。

3 また、準特定地域の指定は、タクシー事業が

「供給過剰となるおそれ」 （特措法3条の2第1項）

があることが要件となっており、その事由がなくなっ

たと認めるときは、同指定を解除するものとされてい

るのであって（同法3条3項、 3条の2第2項） 、公

定幅運賃制度による運賃の設定に対する制限は、当該

地域においてタクシー事業が供給過剰となるおそれが

あることが前提になっている。

本件交通圏においては、コロナ禍の一時期は、タク

シー需要が減少したものの（本件変更が’されたのは、

なおコロナ禍が完全には終焉していない令和4年10

月11日であった。 ） 、コロナ禍の終焉とともに、タ

クシー需要は回復し、インバウンドの急増もみられる。

また、コロナ禍で解雇したタクシー運転者の補充が困

難であること、高齢者ドライバーの退職、インバウン

3

童茎奎への唇炎錘の程麿か老虐1→でいかぃテル券理由し

参で本件恋軍が裁量権の銃開券挽脱1,叉はこれを濫

日した還洪な*､のであるルー応認められるし1/た原審

ﾜ半||断には、公序幅琿管の恋軍に係る裁量権に閨する

洪令の解釈滴用葬誤つだ違法がある』全いうべ蛍であ_五.－
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ドの急増により、タクシーの供給不足が全国で問題に

なっており、実際、各地の交通圏で特定地域から準特

定地域への移行、準特定地域の指定解除が相次いでい

る。さらには、 日本版ライドシェアが一定の条件の下

で導入され、令和6年4月に本件交通圏で導入された

のを皮切りに、全国各地に広がりつつある。

ところで、特措法16条の4第3項は、届け出られ

た運賃が公定幅運賃に適合しないと認めるときは、期

間を定めてその運賃を変更すべきことを「命ずること

ができる」と規定しており、 「命じなければならない」

とは規定していない。これは、本件交通圏のように、

準特定地域の指定後の事情の変化により、その指定が

解除されてもおかしくないといえるような状況におい

て、何ら公定幅運賃制度の目的に反する行為を行って

いないタクシー事業者に対してまで運賃変更命令を行

うことは、営業の自由を過度に制約する疑いが濃厚で

あるため、そのような場合に、国土交通大臣等に、運

賃変更命令を出すか否かの効果裁量を付与した趣旨と

解すべきである。そうすると、相手方らに対し、本件

公定幅運賃内の運賃で営業するように運賃変更命令を

出すことは、効果裁量を逸脱し又は濫用するものとい

わざるを得ず、この点でも違法であるというべきであ

る。

4以上によれば、相手方らの運賃変更命令の仮の

差止めを求める申立てにつき、 「本案について理由が

あるとみえるとき」に当たり、仮の差止めが認められ

るべきである。

(裁判長裁判官平木正洋裁判官宇賀克也裁判官

林道晴裁判官渡辺恵理子裁判官石兼公博）

4
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動画自体の内容ではなく、書き込まれたものであるこ

とを把握可能にし、もって、コメントの読みにくさを

低減させるという効果を奏する。

（2）上告人エフシーツー・インクは、米国ネバダ州

法に基づいて設立された法人であり、インターネット

を利用した動画配信サイトの運営等を業としている。

上告人株式会社ホームページシステムは、上告人エフ

シーツーの日本における業務代行拠点として設立され

た日本法人であり、サーバの設置や管理、インターネッ

トを利用した各種情報提供サービス等を業としている。

上告人エフシーツーは、我が国に在住するユーザに

向けて、インターネットを通じ、複数の動画共有サー

ビス（以下「本件各サービス」という。 ）を提供して

いる（なお、一部のサービスに係る事業は、令和2年

9月、第三者に譲渡されたが、論旨に関係する事情で

はない。 ） 。本件各サービスにおいては、動画の再生

に併せてユーザによって書き込まれたコメントが表示

される。

（3）上告人らは、本件各サービスを提供するため、

米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユー

ザが使用する我が国所在の端末に対し、本件各プログ

ラム発明の技術的範囲に属する各プログラム（以下

「本件各プログラム」 という。 ）を配信している（以

下、この配信を「本件配信」 という。 ） 。

本件配信は、ユーザが、我が国所在の端末を使用し、

本件各サービスに係る動画を視聴するための各ウェブ

ページ（以下「本件各ページ」 という。 ）にアクセス

すると、本件各プログラムに係るファイル(JavaScrip

tファイルなど）を米国所在のサーバから送信し、当該

端末にダウンロードさせるものである。

そして、このダウンロードがされると、当該端末に

自動的に本件各プログラムがインストールされて実行

可能となり、本件各サービスが本件各プログラムを利

用することで、ユーザにおいて、当該端末上で動画の

表示鮠囲とコメントの表示鮠囲が調整されるなどした

動画を視聴し得るようになる。

（4） ユーザは、前記のアクセスをすることにより、

その使用している端末に本件各プログラムをインストー

ルさせ、本件各装置発明の技術的範囲に属する装置を

我が国の領域内において生産している。そして、本件

各プログラムは、当該装置の「生産にのみ用いる物」

（特許法101条1号）に当たる。

3所論は、本件配信は、我が国の領域外からする

ものであるから、特許権についての属地主義の原則に

照らし、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらな

いというべきであるのに、これが特許法2条3項1号

にいう 「電気通信回線を通じた提供」及び同法101

条1号にいう 「譲渡等」に当たるとした原審の判断に

◎動画共有サービスを提供するため、米国
所在のサーバからインターネットを通じ
てユーザが使用する我が国所在の端末に
プログラムを配信することが、特許法2

条3項1号にいう 「電気通信回線を通じ
た提供」及び同法101条1号にいう
「譲渡等」に当たるとされた事例

件名特許権侵害差止等請求事件

最高裁判所令和5年（受）第14号、第15号

令和7年3月3日第二小法廷判決棄却

上告人株式会社ホームページシステムほか1名

被上告人株式会社ドワンゴ

原 審知的財産高等裁判所

主 文

本件各上告を棄却する。

各上告費用は各上告人の負担とする。

理 由

令和5年（受）第14号上告代理人溌田佳志の上告

受理申立て理由及び同第15号上告代理人高橋淳、同

壇俊光、同宮川利彰の上告受理申立て理由（ただし、

いずれも排除された部分を除く。 ）について

1本件は、被上告人が、上告人らに対し、上告人

らの行為が被上告人の有する特許権を侵害すると主張

し、上告人らの行為の差止め及び損害賠償等を求める

事案であり、我が国の領域外から領域内にインターネッ

トを通じてプログラムを配信する上告人らの行為が、

特許法2条3項1号にいう 「電気通信回線を通じた提

供」及び同法101条1号にいう 「譲渡等」に当たり、

我が国の特許権を侵害するかが問題となっている。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

（1）被上告人は、発明の名称を「表示装置、コメン

ト表示方法、及びプログラム」とする特許（特許第4

734471号）に係る特許権（以下「本件特許権」

という。 ）を有している。当該特許の特許請求の範囲

における請求項1， 2， 5及び6に記載された各発明

（以下「本件各装置発明」 という。 ）は、表示装置の

発明であり、請求項9及び10に記載された各発明

（以下「本件各プログラム発明」という。）は、プロ

グラムの発明である。

従来から動画の再生に併せてユーザによって書き込

まれたコメントを表示するというシステムが存在した

ところ、本件各装置発明及び本件各プログラム発明は、

動画が表示される範囲とコメントが表示される範囲を

調整するなどすることにより、表示されたコメントが、

5
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法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというもの

である。

4(1)我が国の特許権の効力は、我が国の領域内に

おいてのみ認められるが（最高裁平成12年（受）第

580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集5

6巻7号1551頁参照） 、電気通信回線を通じた国

境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代に

おいて、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が

国の領域外から送信されることにより、我が国の領域

内に提供されている場合に、我が国の領城外からの送

信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の

効力が及ばず、上記の提供が「電気通信回線を通じた

提供」 （特許法2条3項1号）に当たらないとすれば、

特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有

させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達

に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうする

と、そのような場合であっても、問題となる行為を全

体としてみて、実質的に我が国の領城内における「電

気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるとき

は、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解する

ことを妨げる理由はないというべきである。そして、

この理は、特許法101条1号にいう 「譲渡等」に関

しても異なるところはないと解される。

（2）本件配信は、本件各プログラムに係るファイル

を我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域

内の端末で受信させるものであって、外形的には、そ

の行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。しか

し、これを全体としてみると、本件配信は、我が国所

在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を

受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行わ

れるものであり、本件各サービスは、本件配信により

当該端末にインストールされた本件各プログラムを利

用することにより、ユーザに、我が国所在の端末上で

動画の表示範囲とコメントの表示範囲の調整等がされ

た動画を視聴させるものである。これらのことからす

ると、本件配信は、我が国で本件各サービスを提供す

る際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端

末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏

させるようにするものであり、当該効果が奏されるこ

ととの関係において、前記サーバの所在地が我が国の

領域外にあることに特段の意味はないといえる。そし

て、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、

上記の態様によりされるものである本件配信が、被上

告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もう

かがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信に

よって、実質的に我が国の領域内において、本件各プ

ログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評

価するのが相当である。

以上によれば、 本件配信は．特許渋2条3項1号に

いう 「電気涌信向線券涌じだ提供’ に当方ろルいうべ

…

（3） また、本件各サービスは、本件配信及びそれに

引き続く本件各プログラムのインストールによって、

本件各装置発明の技術的範囲に属する装置が我が国の

領域内で生産され、当該装置が使用されるようにする

ものであるところ、本件配信は、我が国所在の端末に

おいて、本件各装置発明の効果を当然に奏させるよう

にするものといえ、サーバの所在地や経済的な影響に

係る事情も前記(2)と同様である。そうすると、上告人

らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内に

おいて、前記装置の生産にのみ用いる物である本件各

プログラムの電気通信回線を通じた提供としての談渡

等をしていると評価するのが相当である。

以上に上れば‐本件配信は←特許法101条1号に

いう 「諦溝等｜に当方ろしぃらべ去である､

5原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是

認することができ、所論引用の前掲平成14年9月2

6日第一小法廷判決は、本件に適切でない。論旨は採

用することができない。

なお、上告人らのその余の上告受理申立て理由は、

いずれも上告受理の決定において排除された。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官草野耕一裁判官三浦守裁判官

岡村和美裁判官尾島明）
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ならないように調整するなどの処理を行うものであり、

コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽

性の向上という効果を奏する。

（2）上告人は、米国ネバダ州法に基づいて設立され

た法人であり、インターネットを利用した動画配信サ

イトの運営等を業としている。

上告人は、我が国に在住するユーザに向けて、イン

ターネットを通じ、複数の動画共有サービス（以下

「本件各サービス」 という。 ）を提供している（なお、

一部のサービスに係る事業は、令和2年9月、第三者

に譲渡されたが、論旨に関係する事情ではない。 ） 。

本件各サービスは、動画の再生に併せてユーザによっ

て書き込まれたコメントが表示されるものである。

（3） 上告人は、本件各サービスを提供するため、米

国内で、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動

画配信用サーバを設置管理しているところ（ただし、

一部のサービスに係る動画配信用サーバは、第三者が

設置管理するものであり、我が国に所在する場合と所

在しない場合があり得る。 ） 、そのうちのウェブサー

バから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我

が国所在の端末に対し、HTMLファイル及びプログ

ラムを格納したファイル(JavaScriptファイルなど）

を配信している（以下、この配信を「本件配信」 とい

う。 ） 。

本件配信は、ユーザが、我が国所在の端末を使用し、

本件各サービスに係る動画を視聴するための各ウェブ

ページ（以下「本件各ページ」 という。 ）にアクセス

すると、前記プログラムを格納したファイル等を米国

所在の前記ウェブサーバから送信し、当該端末にダウ

ンロードさせるものである。

本件配信がされると、前記端末は、前記ファイルの

記述に基づき自動的に（ただし、動画再生ボタンの押

下を要する場合がある。 ） 、インターネットを介して

接続された前記動画配信用サーバ及びコメント配信用

サーバにそれぞれ動画及びコメントに係るデータファ

イルを要求し、これらのファイルを受信してコメント

同士が重ならないように調整した上、動画にコメント

を重ねて前記端末上で表示するなどの処理を行うこと

になり、前記端末と前記動画配信用サーバ及びコメン

ト配信用サーバとを含む本件各発明の技術的範囲に属

するシステム（以下「本件システム」 という。 ）が構

築される。

3所論は、上告人は我が国の領域外で本件配信を

する行為をしているにすぎず、また、本件システムの

一部は我が国の領域外にあることからすると、本件配

信が、本件システムを構築するものであるとしても、

特許権についての属地主義の原則に照らし、我が国の

特許権の効力が及ぶ行為に当たらないというべきであ

◎動画共有サービスを提供するため、米国
内でウェブサーバ及びコメント配信用サー
バ等の設置管理をしているYが、上記ウェ
ブサーバからインターネットを通じてユー

ザが使用する我が国所在の端末にファイ
ルを配信することにより、上記端末と上
記コメント配信用サーバ等とを含むシス
テムを構築することが、特許法2条3項
1号にいう 「生産」に当たるとされた事
例

件名特許権侵害差止等請求事件

最高裁判所令和5年（受）第2028号

令和7年3月3日第二小法廷判決棄却

上告人エフシーツー・インク

被上告人株式会社ドワンゴ

原 審知的財産高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高橋淳、同壇俊光、同宮川利彰の上告受

理申立て理由（ただし、排除された部分を除く。 ）に

ついて

1本件は、被上告人が、上告人に対し、上告人の

行為が被上告人の有する特許権を侵害すると主張し、

上告人の行為の差止め及び損害賠償等を求める事案で

あり、我が国の領域外から領域内にインターネットを

通じてファイルを送信することなどにより、我が国の

領域外に所在するサーバと領域内に所在する端末とを

含むシステムを構築する上告人の行為が特許法2条3

項1号にいう 「生産」に当たり、我が国の特許権を侵

害するかが問題となっている。

2原審の適法に確定した事実関係の概要は、次の

とおりである。

（1）被上告人は、発明の名称を「コメント配信シス

テム」とする特許（特許第6526304号）に係る

特許権（以下「本件特許権」という。 ）を有しており、

当該特許の特許請求の範囲における請求項1及び2に

記載された各発明（以下「本件各発明」 という。 ）は、

システムの発明である。

本件各発明は、動画及び動画に対してユーザが書き

込んだコメントを表示する端末装置と当該端末装置に

当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバ

とをネットワークを介して接続したシステムに関する

ものであって、動画上に表示されるコメント同士が重

7
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るのに、本件配信により本件システムを構築する行為

が特許法2条3項1号にいう 「生産」に当たるとした

原審の判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違反が

あるというものである。

4(1)我が国の特許権の効力は、我が国の領域内に

おいてのみ認められるが（最高裁平成12年（受)第

580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集5

6巻7号1551頁参照） 、電気通信回線を通じた国

境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代に

おいて、サーバと端末とを含むシステムについて、当

該システムを榊築するための行為の一部が電気通信回

線を通じて我が国の領域外からされ、また、 ･当該シス

テムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所

在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むか

らといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当

該システムを構築するための行為が特許法2条3項1

号にいう 「生産」に当たらないとすれば、特許権者に

業として特許発明の実施をする権利を専有させるなど

し、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与する

という特許法の目的に沿わない。そうすると、そのよ

うな場合であっても、システムを構築するための行為

やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、

当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」

に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権

の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないという

べきである。

（2）本件配信は、プログラムを格納したファイル等

を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国

の領域内の端末で受信させるものであって、外形的に

は、本件システムを構築するための行為の一部が我が

国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配

信の結果として構築される本件システムの一部である

コメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するも

のである。しかし、本件システムを構築するための行

為及び本件システムを全体としてみると、本件配信に

よる本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用

するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件

各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、

その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重

ならないように調整するなどの処理がされることとな

り、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が

国所在の端末上に表示されるものである。これらのこ

とからすると、本件配信による本件システムの構築は、

我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過

程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システム

を構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効

果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果

が奏されることとの関係において、前記サーバの所在

地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないと

いえる。そして、被上告人が本件特許権を有すること

との関係で、上記の態様によるものである本件配信や

その結果として構築される本件システムが、被上告人

に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかが

われない。そうすると、上告人は、本件配信及びその

結果としての本件システムの構築によって、実質的に

我が国の領域内において、本件システムを生産してい

ると評価するのが相当である。

以卜に上れば‐本件配信に上る本件システムの拙簗

…醸奉詞キ ノヒ県垂に遡亘 に当たるとい
ロ

うべ去である‐

5以上と同旨の原審の判断は、正当として是認す

ることができ、所論引用の前掲平成14年9月26日

第一小法廷判決は、本件に適・切でない。論旨は採用す

ることができない。

なお、その余の上告受理申立て理由は、上告受理の

決定において排除された。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官草野耕一裁判官三浦守裁判官

岡村和美裁判官尾島明）
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8条10号に該当するとして、本件法人の代表役員で

ある抗告人を過料に処すべきとする通知をした。

東京地方裁判所は、令和6年3月、抗告人を過料1

0万円に処する旨の決定（原々決定）をした。

2原審は、民法709条の不法行為を構成する行

為は、法81条1項1号にいう 「法令に違反」する行

為に当たると判断した上で、上記各判決の内容等から

すれば、文部科学大臣が本件法人に対して法78条の

2第1項に基づく報告を求めた時点において、本件法

人について法81条1項1号に該当する事由がある疑

いがあったと認められ、文部科学大臣が上記の報告を

求めたことは適法なものであったなどとして、原々決

定に対する抗告人の抗告を棄却した。

3所論は、民法709条は、一定の行為をした者

が損害賠償責任を負う旨を定めるにとどまり、当該行

為を禁止する旨を定めた規定ではなく、同条の不法行

為を構成する行為は同条違反の行為ではないのであっ

て、これが法81条1項1号にいう 「法令に違反」す

る行為に当たると解することはできないなどとして、

原審の上記判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違

反がある旨をいうものである。

4 しかしながら、民法709条が一定の行為を禁

止する旨を定めた規定であるとはいえないものの、同

条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と

評価される行為、すなわち一定の法規範に違反する行

為であり、行為者は、同条という法令の規定により損

害賠償責任を課せられるのであって、これらの点に鑑

みれば、同条の不法行為を構成する行為が法81条1

項1号にいう 「法令に違反」する行為に当たると解し

たとしても、同号の文理に反するものではない。

むしろ、上記のように解することが同号の趣旨に沿

うものというべきである。すなわち、法は、宗教団体

が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用

するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与える

ことを目的とし（法1条1項） 、宗教団体に法人格を

付与し得ることとしているところ（法4条） 、法81

条1項1号が宗教法人の解散命令の事由として「法令

に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認

められる行為をしたこと。 」と規定している趣旨は、

同号所定の事由がある場合には、宗教団体に法律上の

能力を与えたままにしておくことが不適切となるとこ

ろから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、

その法人格を失わしめることが可能となるようにする

ことにあると解される（最高裁平成8年（ク）第8号

同年1月30日第一小法廷決定・民集50巻1号19

9頁参照） 。そうであるところ、民法709条の不法

行為を構成する行為は、故意又は過失によって他人の

権利又は法律上保護される利益を侵害するものである

◎民法709条の不法行為を構成する行為
は、宗教法人法81条1項1号にいう
「法令に違反」する行為に当たる

件名過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可

抗告事件

最高裁判所令和6年（許）第31号

令和7年3月3日第一小法廷決定棄却

抗告人X

原審東京高等裁判所

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

第1抗告代理人福本修也、同鐘築優、同堀川敦の

抗告理由第1について

1記録によれば、本件の経緯等は次のとおりであ

る。

（1）宗教法人法（以下「法」という。 ） 81条1項

は、裁判所は、宗教法人について同項各号の一に該当

する事由があると認めたときは、所轄庁の請求等によ

り、その解散を命ずることができる旨を定め、 1号に

おいて、 「法令に違反して、著しく公共の福祉を害す

ると明らかに認められる行為をしたこと。 」と規定す

る。そして、法78条の2第1項は、所轄庁は、宗教

法人について同項各号の一に該当する疑いがあると認

めるときは、法を施行するため必要な限度において、

当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項

に関し、当該宗教法人に対し報告を求めることができ

る旨を定め、 3号において、 「当該宗教法人について

第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当す

る事由があること。 」と規定する。

（2） 宗教法人である世界平和統一家庭連合（以下

「本件法人」 という。 ）の所轄庁である文部科学大臣

は、本件法人の信者らが行った本件法人への献金の勧

誘等が民法709条の不法行為を構成するとして当該

信者らの損害賠償責任を認めた22件の民事訴訟の各

判決が存在することなどを踏まえて、本件法人につい

て法81条1項1号に該当する事由がある疑いがある

と認め、令和4年11月から令和5年7月にかけて、

7回にわたり、本件法人に対して法78条の2第1項

に基づく報告を求めた。しかし、本件法人は、報告を

求められた事項の一部について報告をしなかった。

文部科学大臣は、同年9月、東京地方裁判所に対し、

本件法人が上記の報告をしなかったことは、宗教法人

の代表役員等を過料に処する場合について定める法8
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から、当該行為が著しく公共の福祉を害すると明らか

に認められる事態を招来するものであってこれに関係

した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておく

ことが不適切となることも、十分にあり得ることであ

る。したがって、同条の不法行為を構成する行為が法

81条1項1号にいう 「法令に違反」する行為に当た

ると解することは、同号の上記趣旨に沿うものという

べきである。

また、解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効

力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止し

たり制限したりする法的効果を一切伴わないものであ

るところ（前掲平成8年第一小法廷決定参照） 、ある

行為が同号所定の行為に当たるといえるためには、そ

の行為が単に法令に違反するだけでなく、著しく公共

の福祉を害すると明らかに認められる行為でなければ

ならないことなどに照らせば、上記のように解したと

しても、同号の規定が、宗教法人の解散命令の事由を

定めるものとして、不明確であるとも過度に緩やかで

あるともいえない。

民法709条の不法行為を構成する以上によれば、

こいう 「法令に行為は‐渋81条1項1号

行為に当たるル解するのが相当である．

5 これと同旨の原審の判断は、正当として是認す

ることができる。所論引用の判例は、いずれも事案を

異にし、本件に適切でない。論旨は採用することがで

きない。

第2その余の抗告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認す

ることができる。なお、所論は、宗教法人の代表役員

その他の幹部が法81条1項1号所定の行為をした場

合でない限り、当該宗教法人について同号に該当する

事由があるとはいえないというが、同項柱書きや同号

の文言上、そのような限定はなく、他に所論のように

解すべき根拠は見当たらない。論旨は採用することが

できない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。

（裁判長裁判官中村愼裁判官安浪亮介裁判官

岡正晶裁判官堺 徹裁判官宮川美津子）

’
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うもの、③週休（又は日勤） とは、非番の翌日につい

て、原則として週休日を割り振られるが、 1か月に1，

2回、 日勤として、午前9時から午後5時45分まで

の間（そのうち1時間は休憩時間） 、当直と同様の業

務に従事するというものであった。

イ中央交番の勤務員は、勤務日誌に勤務別、勤務

時間、活動内容等を具体的に記載することとされてお

り、その勤務日誌は、下田警察署の地域課長、副署長、

署長等に回覧されていた。

また、中央交番の勤務員は、毎月、正規の勤務時間

以外に業務に従事した時間があるときは、当該日にお

ける勤務形態、勤務時間、時間外勤務時間、従事内容

等を記載した時間外勤務実績報告書を作成し、地域課

長に提出することとされていた。地域課長は、A警部

補の上司に当たる者であり、A警部補から同人に係る

時間外勤務実績報告書の提出を受けていた。

(3) A警部補の中央交番における業務の内容、時間

外勤務の状況等は、次のとおりであった。

アA警部補は、中央交番の交番長として、勤務員

の業務に加え、第1審判決別紙2 「交番長の職務」記

載の業務に従事していた。

イ中央交番管内では平成23年4月頃から住居侵

入窃盗事件が連続して発生していたところ（以下、一

連の住居侵入窃盗事件を「連続窃盗事件」という。 ） 、

A警部補は、平成24年2月7日に連続窃盗事件の捜

査に専従する捜査班が編成された後も、正規の勤務時

間以外の時間に自主的な見回り （以下「連続窃盗事件

見回り」という。 ）をしていた。A警部補は、これに

ついて、時間外勤務実績報告書に記載して地域課長に

提出し、時間外勤務を行ったものと扱われていた。

ウ静岡県警察においては、警察学校初任科課程を

修了した実習生（以下、単に「実習生」 という。 ）を

対象とする職場実習が実施されており、実習生は原則

として単独で職務の執行をすることができないため、

実習生が何らかの業務に従事する場合には職場実習指

導員が同行指導等をする必要があるとされていた。中

央交番では、勤務員2名が上記捜査班に所属すること

になり、それに代わって実習生2名が配置された。A

警部補は、平成24年2月5日、職場実習指導員に指

名され、以後、職場実習指導員の業務にも従事した。

エA警部補は、平成24年3月期の異動に関し、

下田警察署から異動になるとの見込みを持ち、同年2

月頃から、週休日等に中央交番に出勤し、静岡県警察

において異動の際に作成することとされていた引継書

の作成等の作業（以下「引継作業」 という。 ）を行っ

た。

オA警部補は、平成23年11月、オランダでの

海外研修（平成24年4月8日出発、同年5月3日帰

◎都道府県警察所属の警部補が自殺した場
合において、当該都道府県警察を置く都
道府県が、上記警部補の上司らが上記警
部補の心身の健康を損なうことがないよ

う注意する義務に違反したことを理由と

して国家賠償法1条1項に基づく損害賠
償責任を負うとされた事例

件名損害賠償請求事件

最高裁判所令和5年（受）第927号

令和7年3月7日第二小法廷判決破棄差戻し

上告人X1 ほか1名

被上告人静岡県

原 審広島高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人佐藤真奈美の上告受理申立て理由につい

て

1本件は、静岡県警察所属のA警部補が自殺した

ことについて、A警部補の父母である上告人らが、上

記の自殺は過重な業務によるものであり、上告人らは

上記自殺により精神的苦痛を被ったと主張して、静岡

県警察を置く被上告人に対し、国家賠償法1条1項に

基づく損害賠償を求める事案である。

2原審の確定した事実関係等の概要は、次のとお

りである。

(1) A警部補（昭和55年7月3日生まれ）は、平

成15年4月に静岡県警察に採用され、平成22年3

月に下田警察署地域課に配属となり、その後、同警察

署中央交番の交番長として勤務していたが、平成24

年3月10日に自殺した。

(2) A警部補が勤務していた当時の中央交番におけ

る勤務制及び時間外勤務時間等の管理は、次のとおり

であった。

ア中央交番の交番長を含む勤務員の勤務制は、 3

班に分かれて①当直、②非番及び③週休（又は日勤）

を繰り返す交替制勤務とされていた。①当直とは、午

前9時から翌日午前9時までの間（そのうち合計8時

間30分は仮眠時間を含む休憩時間） 、警ら、立番及

び巡回連絡に加え、発生した事件事故の処理等の業務

に従事するというもの、②非番とは、当直の勤務を終

えた後、その日の当直の勤務を行う班が到着するまで

中央交番に待機して引継ぎをした上で、下田警察署に

赴いて所定の報告等を行うことで勤務終了となるとい
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国予定。以下「本件研修」という。 ）について静岡県

警察からの唯一の参加者として選出された。

A警部補は、平成23年12月18日、平成24年

1月15日及び同年2月26日に静岡県沼津市内にお

いて各回4時間程度実施された事前会合に参加したほ

か、本件研修において英語で行うプレゼンテーション

の準備作業にも従事した（以下、事前会合への参加を

含む本件研修のための業務を総称して「本件研修準備」

という。 ） 。本件研修準備は、A警部補の静岡県警察

における業務に当たるものであった。

力A警部補の自殺前6か月の間における1か月ご

との時間外勤務時間数は、原判決別紙2 「A警部補の

勤務時間（裁判所認定） 」中の「1労働時間合計」

の表の「時間外労働時間数j欄のとおりであり、自殺

直前から遡って、順に112時間15分、 42時間3

8分、 60時間30分、 72時間57分、 81時間3

0分、 23時間であった。

また、A警部補の自殺直前の1か月間における勤務

状況は、同別紙中の「2発症1か月前（平成24年

2月10日～同年3月10日） 」の表の「当審の認定」

柵のとおりであった。A警部補は、平成24年2月1

1日から同月24日まで14日間連続して勤務を行い、

1日の週休日を挟んで、再び同月26日から同年3月

10日 （自殺の当日）まで14日間連続して勤務を行っ

た。これらの連続勤務には、それぞれ5回の当直の勤

務が含まれており、A警部補は、各当直明けの非番の

日にも、平均して5時間42分の勤務を行った。

(4) A警部補は、平成23年12月頃、静岡県警察

において導入されていたストレス診断を受検したとこ

ろ、その結果は、総合評価が最低評価であるE(かな

り悪い）であった。A警部補は、地域課長にその旨を

伝えたが、これにより何らかの対応がされることはな

かった。

A警部補は、遅くとも平成24年3月上旬の時点に

おいて、 うつ病エピソードを含む精神疾患を発症して

いた。

（5）公務が原因で精神疾患を発症したとして地方公

務員災害補償法施行規則に基づく公務災害認定請求の

あった事案における公務上の災害の認定に関し、地方

公務員災害補償基金理事長が同基金各支部長宛てに発

出した通知として、 「精神疾患等の公務災害の認定に

ついて」 と題する通知（平成24年3月16日地基補

第61号。以下「認定基準」という。 ）がある。認定

基準においては、同規則別表第1第9号に該当する疾

病であることの認定要件の一つとして、 「対象疾病発

症前のおおむね6か月の間に、業務により強度の精神

的又は肉体的負荷を受けたことが認められること。 」

が掲げられた上で、ここで「業務により強度の精神的

又は肉体的負荷を受けたこと」とは、具体的に、次の

(1)又は(2)のような事象を伴う業務に従事したことをい

うとして、 「(1)人の生命にかかわる事故への遭遇」

及び「(2) その他強度の精神的又は肉体的負荷を与え

る事象」が掲げられ、 「(2) その他強度の精神的又は

肉体的負荷を与える事象」があったものと判断できる

場合の一つとして、 「発症直前の1か月以上の長期間

にわたって、質的に過重な業務を行ったこと等により、

1月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行っ

たと認められる場合」 （以下「本件記述」という。 ）

が示されている。なお、認定基準で対象とする疾病に

はうつ病エピソードが含まれる。

3原審は、上記事実関係等の下において、要旨次

のとおり判断し、上告人らの請求を棄却した。

A警部補は、中央交番の交番長としての業務に加え、

連続窃盗事件見回り、職場実習指導員の業務、引継作

業及び本件研修準備に従事していたが、これらをもっ

て、本件記述にいう 「質的に過重な業務を行った」と

はいえないから、A警部補の自殺と同人が従事した静

岡県警察における業務との間に相当因果関係があると

は認め難く、また、地域課長を含むA警部補の上司に

当たる者ら（以下「A警部補の上司ら」という。 ）に

おいて、A警部補が静岡県警察における業務により心

身の健康を損なって自殺するに至ることを具体的、客

観的に予見することができたともいい難い。したがっ

て、被上告人は、A警部補の自殺について、国家賠償

法1条1項に基づく損害賠償責任を負わない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）使用者は、その雇用する労働者に従事させる業

務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の

健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解

するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し

業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の

上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきも

のである（最高裁平成10年（オ）第217号、第2

18号同12年3月24日第二小法廷判決・民集54

巻3号1155頁参照） 。この理は、都道府県とその

都道府県が置く都道府県警察の警察官との間において

も別異に解すべき理由はない。そして、上記警察官に

対し職務上の指揮監督を行う権限を有する者がその権

限を行使するに当たって上記注意義務に違反したこと

を理由として、上記都道府県が国家賠償法1条1項に

基づく損害賠償責任を負うか否かを判断するに当たっ

ては、上記警察官が従事した業務に係る諸般の事情を

総合的に考慮すべきものであり、その際には、認定基

準において示されている知見をしん酌し得るものでは
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あるが、認定基準が示す要件に該当しないことをもっ

て直ちに上記損害賠償責任が否定されるものではない。

（2）前記事実関係等によれば、A警部補は、 自殺直

前の約1か月間に、静岡県警察における業務として、

それ以前から行っていた中央交番の交番長としての業

務に加えて、職場実習指導員の業務にも従事すること

となった上、連続窃盗事件見回りをしていたほか、本

件研修準備という中央交番の交番長としての業務とは

異なる内容の業務にも従事していた。その結果、A警

部補の自殺直前の1か月間における時間外勤務時間数

は、その前の1か月間における約43時間から、その

倍以上に増加して112時間を超えるに至っており、

A警部補が自殺直前の時期に行っていた業務の量は、

従前から行っていた業務に相当程度の負荷を伴う複数

の業務が加わることによって大きく増加していたとい

える。また、A警部補は、 3班に分かれての交替制勤

務を行う中で、自殺直前の1か月間に、僅か1日の休

みを挟んで14日間もの連続勤務を2回にわたり行っ

ており、これらの連続勤務の中には、拘束時間が24

時間に及ぶ当直の勤務がそれぞれ5回含まれていた上、

A警部補は、各当直明けの非番の日にも相当の時間の

勤務を行ったというのであるから、このような勤務の

態様からしても、A警部補が自殺直前の時期に行って

いた業務は、A警部補に相当程度の疲労や心理的負荷

等を蓄積させるものであったということができる。以

上によれば、A警部補は、上記の時期に、精神疾患の

発症をもたらし得る過重な業務に従事していたという

ことができるところ、A警部補が発症したうつ病エピ

ソードについて、上記業務のほかには、その発症に寄

与したと解すべき事情はうかがわれない。そうすると、

A警部補が従事した静岡県警察における過重な業務が

A警部補の精神疾患の発症及びこれによる自殺という

結果の発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性

があると認めるのが相当である。

そして、A警部補の上司らは、A警部補が、管内で

連続窃盗事件が発生している中央交番の交番長を務め

つつ、職場実習指導員に指名され、本件研修の参加者

にも選出されたことを当然に把握している立場にあっ

た上、中央交番の勤務日誌を閲覧し、地域課長におい

てA警部補から時間外勤務実績報告書の提出も受けて

いたものであり、それにもかかわらずA警部補の上司

らがA警部補の従事する業務の具体的な状況を把握し

得なかったと解すべき事情はうかがわれない。したがっ

て、A警部補の上司らは、A警部補が客観的にみて精

神疾患の発症をもたらし得るような過重な業務に従事

していることを認識することができたというべきであ

る。そして、労働者が労働日に長時間にわたり業務に

従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷

等が過度に蓄積すると、その心身の健康を損なう危険

があり、労働者が精神疾患を発症した場合には、その

病態として自殺念慮が出現する可能性のあることは、

A警部補が中央交番に勤務していた当時においても広

く知られていたし、A警部補が自殺の3か月ほど前に

受けたストレス診断で最低評価となっていたことも地

域課長は知っていたのである。 したがって、A警部補

の上司らは、A警部補の業務を適切に調整するなど、

その負担を軽減するための措置を講じなければ、A警

部補がその心身の健康を損なう事態となり、精神疾患

を発症して自殺するに至る可能性があることを認識す

ることができたというべきである。そうであるにもか

かわらず、A警部補の上司らは、A警部補の負担を軽

減するための具体的な措置を講じていない。

（3） そうすると、A警部補の上司らは、A警部補に
対する職務上の指揮監督権限を有する者として、その

権限を行使するに当たって、業務の遂行に伴う疲労や

心理的負荷等が過度に蓄積してA警部補がその心身の

健康を損なうことがないよう注意する義務を負ってい

たにもかかわらず、当該注意義務を怠ったというべき

であり、これによってA警部補が精神疾患を発症して

自殺するに至ったということができる。

1/たがって‐轆卜舎人I土卜舎人らに対し、A警部

楠の白熱に上り卜舎人らが擁った椙害について．A響

責義務に偉反したご少券蝉由山部補のl二言
芋
、
罰

一

一

一

一 疸冒

Lて国家賠償法1条1項に基づく椙害賠償青任を負う

しいうべ麦である‐

5以上と異なり、原審は、A警部補の従事してい

た業務が本件記述にいう 「質的に過重な業務」に該当

しないことのみをもって直ちに上記業務とA警部補の

自殺との間に相当因果関係があるとは認め難いとし、

これを前提として、被上告人が上記損害賠償責任を負

わないとしたものであるが、この原審の判断には、判

決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、

上告人らの損害及びその額について更に審理を尽くさ

せるため、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。なお、裁判官三浦守の補足意見がある。

裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

地方公務員の公務上の災害に関する認定基準等に示

された知見をしん酌することについて、補足的に意見

を述べる。

使用者が、その雇用する労働者に従事させる業務を

定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労

や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務を負うことにつ

いては、公務員の業務の関係においても異なるもので

13
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また、労災認定基準においても、 「業務による強い心

理的負荷が認められること」の要件に関し、具体的出

来事の心理的負荷の強度の具体例が示されており、そ

の中には、仕事の量・質に関する具体例として本件に

関連するものが含まれるが、そのような具体例も例示

であるから、これらを踏まえ、関係する諸事情を考慮

して、その負荷の程度を評価すべき趣旨を含むものと

解される。上記の各基準に示された知見をしん酌する

場合も、以上の趣旨を踏まえて行うのが相当である。
(裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官

岡村和美裁判官尾島明）

はない。これは、労働者にせよ公務員にせよ、労働日

又は勤務日に長時間にわたり業務に従事する状況が継

続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積す

ると、その心身の健康を損なう危険があること等の知

見を基礎としている。地方公務員災害補償法による公

務上の災害に対する補償において、 「強度の精神的又

は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため

に生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾

病」 （地方公務員災害補償法施行規則1条の2、別表

第1第9号）が対象とされ、労働基準法による災害補

償や労働者災害補償保険法による保険給付において、

「心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による

精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」 （労働

基準法施行規則35条、別表第1の2第9号）が対象

とされているが、これらも、上記知見を基礎とする点

で共通するものと考えられる。

そして、上記の各補償等に係る認定に関し、地方公

務員の公務上の災害については認定基準が示され、労

働者の業務上の疾病については「心理的負荷による精

神障害の認定基準について」 （令和5年9月1日基発

0901第2号厚生労働省労働基準局長通達。以下

「労災認定基準」という。 ）が示されているが、これ

らは、精神障害に関する医学的知見等に照らし、一定

の合理性を有するといってよい。地方公務員の業務の

関係で、地方公共団体が国家賠償法1条1項又は安全

配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うか否かを判

断するに当たっては、当該地方公務員が従事した業務

に係る諸般の事情を総合的に考慮すべきであるが、そ

の際には、認定基準とともに労災認定基準に示された

知見をもしん酌し得るものと考えられる。

もっとも、上記の各補償等は、無過失の危険責任に

基づく制度であって、上記損害賠償責任とは趣旨を異

にするものであり、上記の各基準も、法令が定めるも

のではないから、これらに示された知見をしん酌し得

るといっても、形式的に当てはめるべきものではなく、

あくまでも、経験則上の一つの知見としてしん酌する

というべきものである。

また、本件との関連でみると、認定基準において、

「その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象」

があったものと判断できる場合の一つとして、 「発症

直前の1か月以上の長期間にわたって、質的に過重な

業務を行ったこと等により、 1月当たりおおむね10

0時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合」

が示されているが、同時に、これ「に準ずるような業

務負荷があったと認められる場合」が示されており、

これらは、単に、業務の質的な過重性や時間外勤務の

時間数だけではなく、関係する諸事情を考慮して、そ

の負荷の程度を評価すべき趣旨を含むものと解される。
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より、同発電所の電源が失われ、非常用電源設備や冷

却設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心に損傷を与え、

ガス爆発等の事故が発生する可能性があることを予見

できたのであるから、 10m盤を超える津波の襲来に

よってタービン建屋等が浸水し、炉心損傷等によるガ

ス爆発等の事故が発生することがないよう、防護措置

等の適切な措置を講じることにより、これを未然に防

止すべき業務上の注意義務があったのにこれを怠り、

防護措置等の適切な措置を講じることなく、漫然と同

発電所の運転を継続した過失により、平成23年3月

11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地

震（以下「本件地震」という。 ）に起因して襲来した

津波が、同発電所の10m盤上に設置されたタービン

建屋等へ浸入したことなどにより、同発電所の全交流

電源等が喪失し、非常用電源設備や冷却設備等の機能

を喪失させ、これによる原子炉の炉心損傷等により、

①同月12日午後3時36分頃、同発電所1号機原子

炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起させ、同原子

炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、被害者3名に傷

害を負わせ、②同月14日午前11時1分頃、同発電

所3号機原子炉建屋において、水素ガス爆発等を惹起

させ、同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果、被

害者10名に傷害を負わせ、③上記水素ガス爆発等に

より、被害者43名に長時間の搬送や待機等を伴う避

難を余儀なくさせた結果、同被害者らを死亡させ、④

上記水素ガス爆発等により、 a町所在の病院の医師ら

が同病院から避難を余儀なくさせられた結果、同病院

で入院加療中の被害者1名に対する治療及び看謹を不

能とさせ、これにより同被害者を死亡させた（以下、

被害者らの死傷結果を「本件結果」 といい、本件地震

の発生から本件結果の発生までの一連の事象を「本件

事故」という。 ） 。

2本件の審理経過並びに第1審判決及び原判決の

各判断

（1） 本件においては、第1審で公判前整理手続を経

て争点及び証拠の整理がされ、第1審以来、被告人ら

において、本件発電所に一定以上の高さの津波が襲来

することについての予見可能性があったと認められる

か否かが主たる争点であるとされた。具体的には、本

件地震は、平成23年3月11日、三陸沖（牡鹿半島

の東南東約130km付近、深さ約24kmで、本件発電

所からの震央距離約1781m、震源距離約180knlの

地点）を震源として発生し、地震の規模を示すマグニ

チュードはモーメントマグニチュード（震源の物理的

な規模を表す地震モーメントから決められる地震の大

きさの指標） 9． 0であり、本件結果は、本件地震に

伴い発生した津波が防波堤を越えて、同発電所の10

m鱸及び非常用海水系ポンプが配置されていた4m盤

刑事

◎津波による原子力発電所の事故につきこ
れを設置し運転していた電力会社の役員
らに業務上過失致死傷罪が成立しないと
した第1審判決を維持した原判決が是認
された事例

件名業務上過失致死傷被告事件

最高裁判所令和5年（あ）第246号

令和7年3月5日第二小法廷決定棄却

被告人甲ほか1名

原審東京高等裁判所

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

検察官の職務を行う指定弁護士石田省三郎ほかの上

告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、

刑訴法405条の上告理由に当たらない。

所論に鑑み、職権により判断する。

1本件公訴事実の要旨

本件公訴事実（訴因変更後のもの）の要旨は、以下

のとおりである。

丙は、平成14年10月から東京電力株式会社代表

取締役社長、平成20年6月から同社代表取締役会長

として、同社が福島県双葉郡a町に設置した発電用原

子力設備である福島第一原子力発電所（以下「本件発

電所」という。 ）の運転、安全保全業務に従事してい

た者である。被告人甲は、平成17年6月から同社常

務取締役、原子力・立地本部本部長、平成19年6月

から同社代表取締役副社長、同本部本部長、平成22

年6月から同社フェローとして、被告人乙は、平成1

7年6月から同社執行役員、同本部副本部長、平成2

0年6月から同社常務取締役、同本部副本部長、平成

22年6月から同社代表取締役副社長、同本部本部長

として、それぞれ丙を補佐して、本件発電所の運転、

安全保全業務に従事していた者である。被告人甲、同

乙及び丙（以下「被告人ら」という。 ）は、想定され

る自然現象により本件発電所の原子炉の安全性を損な

うおそれがある場合には、防護措置等の適切な措置を

講じるべき業務上の注意義務があったところ、同発電

所に小名浜港工事基準面から10mの高さの敷地（以

下、同基準面からの高さを「○. P. +10m」など

といい、敷地の高さを「10m盤」などという。 ）を

超える津波が襲来し、その津波が同発電所の非常用電

源設備等があるタービン建屋等へ浸入することなどに
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の全域が浸水したために、同発電所1号機から3号機

までは、電源が失われて原子炉停止後も発熱が続く炉

心を冷却する機能を喪失し、原子炉圧力容器内の水位

が低下して燃料が気体部分に露出する状態になり、被

覆管の材料の化学反応により大量の水素ガスが発生し、

水素ガスに着火して原子炉建屋が爆発し、放射性物質

が大気に放出されるという経過で引き起こされたもの

であったところ、同発電所に10rn盤を超える津波が

襲来することについて、被告人らに予見可能性があっ

たと認められるか否かが問題となった。

（2） 第1審判決は、被告人らにおいて、本件公訴事

実に係る業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能

性があったものと合理的な疑いを超えて認定すること

ができず、犯罪の証明がないことになるとして、被告

人らは無罪であるとした。

（3）第1審判決に対し、指定弁護士が控訴し、事実

誤認等を主張したが、原判決は第1審判決を是認した。

その判断の要旨は、以下のとおりである。

ア過失における結果回避可能性ないし結果回避義

務は、義務を負うべき者に対して結果発生を回避すべ

き具体的な措置を義務付けるものであるから、それに

対応する予見可能性ないし予見義務も、そのような具

体的な結果回避措置との関係で論じられるべきである。

そして、本件結果の回避措置として、指定弁護士が、

防潮堤設置等の措置を講じて完了させることで本件事

故を回避できたとは主張せず、これらの措置の完了ま

での間、本件発電所の運転停止措置を講じるべきであっ

たと主張していたことを踏まえると、同発電所の運転

停止義務を課すにふさわしい予見可能性があったと認

められるかが本件の核心であり、また、防潮堤設置等

の措置による回避可能性があったという立証も不十分

であることなどから、被告人らに、同発電所の運転を

停止するという回避措置に応じた予見可能性ないし予

見義務があったか否かが問題となる。

イ指定弁護士は、被告人らにおいて本件発電所に

10m盤を超える津波が襲来することの予見可能性が

あったと認められるとする根拠の一つとして、A社が

平成20年3月及び4月に東京電力に報告した津波試

算結果（以下「平成20年津波試算」という。 ）にお

いて、○. P. +15. 707mの津波が襲来する可

能性が示されていたことを挙げている。この試算結果

は、文部科学省に設置された地震調査研究推進本部

（以下「地震本部」 という。 ）が平成14年7月に公

表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期

評価について」 （以下「長期評価」 という。 ）の見解

を基に、公益社団法人土木学会原子力土木委員会の下

に設置された津波評価部会が同年2月に公表していた

「原子力発電所の津波評価技術」 （以下「津波評価技

術」という。 ）の手法に基づいて算出されたものであ

る。したがって、平成20年津波試算に基づいて本件

発電所に10m盤を超える津波が襲来することの予見

可能性があったと認められるか否かは、長期評価をど

のように受け止めるべきであったかという問題と、長

期評価の示した見解を基に波源を設定した上で津波評

価技術の手法に基づいて数値を算出したことをもって

当該数値の示す高さの津波襲来の可能性を認識できた

かという問題について検討する必要がある。

ウ（ア） 長期評価は、三陸沖から房総沖までの領

域を対象とし、長期的な観点で地震発生の可能性、震

源域の形態等について評価して取りまとめたもので、

三陸沖北部から房総沖までの海溝寄りを一つの領域と

した上で、同領域におけるプレート間大地震（津波地

震）について、明治29年の明治三陸地震と同様の津

波マグニチュード（津波の高さの分布を使って算出す

る地震の大きさの指標） 8． 2前後の地震が同領域内

のどこでも発生する可能性があり、 30年以内の発生

確率は20%程度であることなどを内容とするもので

ある。

このような長期評価において示された見解は、地震

本部において、多数の関連分野の専門家委員らによる

審議を経て取りまとめられたものであり、見過ごすこ

とのできない重みを有していたものといえる。

しかしながら、長期評価が、明治三陸地震等のマグ

ニチュード（地震波（地震動）の大きさ（揺れの大き

さ）の分布を使って算出する地震の規模を表すもの）

8クラスの津波地震と同様の地震が発生する可能性が

ある領域について、三陸沖北部から房総沖までの海溝

寄りの領域を一まとめに設定した部分は、発生の可能

性が否定できない領域を一体として取り扱うという消

極的な判断と受け止められる内容であったこと、地震

本部自らが、平成15年3月に「千島海猫沿いの地震

活動の長期評価について」において、三陸沖北部から

房総沖までの海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）

については、発生領域の評価の信頼度も発生確率の評

価の信頼度もやや低いものと位置付け、長期評価の見

解の信頼度がかなり低いと受け止められる評価を公表

したこと、既往地震について性質を共有するものとし

て捉えた上、同様の地震が福島県沖や茨城県沖の海溝

寄りの領域においても発生する可能性があるという見

解は一般に受け入れられる素地が十分にあったとも考

えられないこと、関係機関等によって長期評価の見解

が防災対策に取り込まれることはなく、長期評価の見

解が示した領域設定等が十分に受け止められていなかっ

たとみられること等を踏まえると、本件発電所の運転

に携わる者らにとって、本件地震当時までの時点にお

いて、長期評価の見解は、 10m盤を超える津波が襲
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来するという現実的な可能性を認識させるような性質

を備えた情報であったとまでは認められない。

また、津波評価技術では、波源域の分布やプレート

境界面の形状の分析等を通じて、福島県沖と茨城県沖

の日本海溝沿いには波源設定のための領域を設定せず、

波源設定のための領域区分等について長期評価とは全

く異なる考えが示されていたのであり、両者を組み合

わせて計算された水位をもって、本件発電所に10m

盤を超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させ

る根拠とすることはできない。

以上によれば、本件地震前に、本件発電所に10m

盤を超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させ

るような知見や状況等があったとは認められない。

（イ） 被告人らの認識についてみても、長期評価

の見解やこれに基づくA社の平成20年津波試算につ

いて、被告人乙が、原子力安全委員会により平成18

年に改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針」に基づき、既設の原子力施設について求め

られていた耐震安全性の確認（耐震バックチェック）

の対策として何らかの検討を行うこととは別に、本件

発電所に襲来する現実的な可能性のある津波を想定し、

かつ、東京電力において直ちにこれに対する具体的な

対策を講じなければならない必要性を示すものとまで

はいえないと認識したとしてもやむを得ない。被告人

甲も、被告人乙から、平成20年8月初旬頃、長期評

価の見解に従った試算により本件発電所で高い津波水

位が得られたが、長期評価にはよく分からない点があ

るため、長期評価の見解について土木学会に検討を依

頼し、その結果に応じて対策工事を行うという方針に

ついて報告を受けるなどしており、長期評価や平成2

0年津波試算に基づいて、同発電所に10m盤を超え

る津波が襲来する現実的な可能性を認識していたとは

認められない。

（ウ） 原子力発電所を運転している原子力事業者

にとって、運転そのものを停止することは、事故防止

のための回避策として重い選択であって、そのような

回避措置に応じた予見可能性ないし予見義務もそれな

りに高いものが要求されるというべきであり、その上、

電力事業者は、市民にとって最重要ともいえるインフ

ラを支え、法律上の電力供給義務を負っており、東京

電力としても、漠然とした理由に基づいて、その発電

量のうち一定の割合を占める本件発電所の運転を停止

することはできない立場にあるといえること等も考慮

すると、長期評価その他の本件に関わる一連の経緯を

もってしても、同発電所の運転を停止すべき義務に応

じる予見義務を負わせることのできる事情が存在した

とは認められない。

3 当裁判所の判断

（1）本件公訴事実は、東京電力の役員であった被告

人らにおいて、本件発電所の原子炉の安全性に関し、

防護措置等の適切な措置を講じるべき業務上の注意義

務を怠ったというものであり、被告人らにおいて、同

発電所に10m盤を超える津波が襲来する現実的な可

能性の認識があったことを前提とするものである。

確かに、本件地震前の時点で、長期評価及び津波評

価技術が公表されており、長期評価の示した見解を基

に波源を設定した上で津波評価技術の手法に基づいて

津波水位を算出した平成20年津波試算において、○．

P. +15. 707mという試算結果が得られていた。

しかし、その試算の基となる長期評価の見解について

は、三陸沖北部から房総沖までの海溝寄りを一つの領

域として、津波マグニチュード8 2前後の規模のプ

レート間大地震（津波地震）がどこでも発生するなど

とした点は、一般に受け入れられるような積極的な裏

付けが示されていたわけではない上、地震本部による

信頼度の評価も低かっただけでなく、原子力安全に関

わる行政機関、防災対策に関わる地方公共団体等によっ

ても、全面的には取り入れられていなかったとみられ

る証拠が存在し、それらの証拠の信用性につき疑問を

生じさせる事情がうかがわれないことなどに照らすと、

長期評価の見解は、本件発電所に10m盤を超える津

波が襲来するという現実的な可能性を認識させるよう

な性質を備えた情報であったとまでは認められず、被

告人らにおいても、そうした現実的な可能性を認識し

ていたとは認められないとの原判決の判断が合理性を

欠くものと考えるのは困難である。そうすると、本件

公訴事実に係る業務上過失致死傷罪の成立に必要な予

見可能性があったものと合理的な疑いを超えて認定す

ることができず、犯罪の証明がないことになるとして、

被告人らを無罪とした第1審判決を是認した原判決に

論理則、経験則等に照らして不合理な点があるとはい

えない。

（2） 以上によれば、東京電力の得昌であった排舎人

らにおk,て‐本件率雷所の揮転停止措置奔講12ろべ蛍

業務|宅の注音義務鰹認められたい少1/て‐袖舎人らに

無罪存言い渡した篭1審判決奔果認1/た原半l1断は．そ

の法的な評価存含め、相当である‐

よって、刑訴法414条、 386条1項3号により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。な

お、裁判官草野耕一の補足意見がある。

裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりである。

本事件において指定弁護士が設定した訴因（以下

「本件訴因」という。 ）を前提とする限り、原判決を

破棄すべき理由を見いだし難いことは法廷意見の述べ

るとおりであり、私もこれに賛同するものである。に

もかかわらず、本件訴因とは異なる（ただし、公訴事
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実の同一性は認められる。 ）訴因を構成する諸事実に

言及しつつ論を進めることは、あるいは賛言であると

の誇りを免れないかもしれない。しかしながら、本件

事故がもたらした未曽有の惨事に思いを致すならば、

国と東京電力を規律する法制度の内容を踏まえて、被

告人らはいかなる行動をとるべきであったと考えられ

るのかを明徴とし、もって我が国の歴史に同様の悲劇

が繰り返されることのないようにと腐心することは最

高裁判所判事に託された職責の一部であると思えるこ

とから、以下、あえて私の見解を詳らかにする次第で

ある。

1本件訴因の要旨は、被告人らが東京電力の枢要

な地位にある者として自らの判断により防護措置等を

講じることができたことを前提に、本件発電所につい

ては10m盤を超える津波の襲来によって人の死傷の

結果をもたらすガス爆発等の事故が発生する可能性を

予見できたにもかかわらず（この予見可能性のことを、

以下「本件予見可能性」という。 ） 、防護措置等の適

切な措置（以下、単に「防誰措置」という。 ）を講じ

ることにより、これを未然に防止すべき業務上の注意

義務を怠り、漫然と同発電所の運転を継続した過失に

より、平成23年3月11日に発生した本件地震に起

因して襲来した津波（以下「本件津波」という。 ）に

よる事故により多数人の死傷の結果を生じさせたとい

うものである。確かに、被告人らは、東京電力の取締

役会を構成する者として、その判断により、同社をし

て会社法の規律の下で防護措置の実施に着手せしめる

ことが法律上可能な立場にあった。しかしながら、指

定弁護士が主張する防護措置のうち、運転停止措置以

外のものについては、本件事故発生前までにこれら全

ての措置を完了させることによって本件事故を回避し

得たことの立証もなく、本件事故を回避するための措

置としては、本件発電所の運転停止措置のみが問題と

,なることは、第’審判決及び原判決が説示するとおり
であるところ、同措置は国のエネルギー政策や国民の

生活に重大な影響をもたらすものであると認められる｡

この点に鑑みるならば、被告人らが自らの判断により

運転停止措置の実施を決定するためには、本件予見可

能性は、被告人らが同決定をしたことについて東京電

力のステークホルダーらに対する説明責任を果たすに

足る程度の蓋然性を備えたものでなければならなかっ

たと考えざるを得ない。しかるところ、本件地震前に、

被告人らにその程度の予見可能性があったとまでは認

められず、本件発電所の運転停止措置を講じるべき結

果回避義務を課すにふさわしい予見可能性があったと

認めることはできないとした第1審判決及びこれを是

認した原判決の認定、評価に不合理な点は認められな

い。

2 しかしながら、本件発電所を規律する電気事業

法が、国（経済産業大臣）は、事業用電気工作物が経

済産業省令で定める技術基準に適合していないと認め

るときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、そ

の技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理

し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一

時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限するこ

とができるとしていた（平成24年法律第47号によ

る改正前の電気事業法（以下「改正前電気事業法」 と

いう。 ） 40条。以下、この国による命令等を「技術

基準適合命令」 という。 ）ことなどからすると、東京

電力が被告人らの判断によって防護措置を実施せずと

も、適切なメカニズムの下で自律的に防護措置の実施

が開始される仕組みが法制度の中に組み込まれていた

というべきである。そして、この仕組みを前提として

考えるならば、東京電力の枢要な地位にあった被告人

らに課せられていた喫緊の責務は、同社が本件発電所

の安全性にとって重要な情報を入手した場合にはそれ

を速やかに国に報告し、もって上記の仕組みの下で防

護措置が適時に実施されることを可能ならしめること

であったのではないであろうか。以下、項を改めて具

体的に論を進めたい。

3(1)第1審判決及び原判決が認定したところによ

れば、次の各事実を認めることができる。

ア土木学会原子力土木委員会の下に設置された津

波評価部会が、原子力発電所の設計津波水位の標準的

な設定方法を提案するものとして、平成14年2月に

公表した津波評価技術は、プレート境界型地震に伴う

津波について、評価地点に最も大きな影響を及ぼした

と考えられる既往津波を選定し、その既往津波の沿岸

における痕跡高を最もよく説明できる断層モデルを基

に基準断層モデルを設定した上で、想定津波の不確定

性を設計津波水位に反映させるため、基準断層モデル

の諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数

値計算を多数実施し、評価地点に最も影響を与える津

波に基づいて設計津波水位を求めることなどを内容と

していた。

イ地震防災対策特別措置法に基づいて文部科学省

に設置され、関係機関の職員及び学識経験者から構成

される地震本部が、三陸沖から房総沖にかけての日本

海溝沿いの領域を対象とした長期的な観点での地震発

生の可能性、震源域の形態等についての評価を取りま

とめたものとして、平成14年7月に公表した長期評

価は、明治三陸地震と同様の地震が上記領域内のどこ

でも発生する可能性があること等を内容としていた。

ウ原子力安全委員会が、発電用軽水型原子炉の設

計許可申請及び変更許可申請に係る安全審査のうち、

耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性に

18
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平成20年経済産業省令第62号による改正前の電気

事業法施行規則91条2号等） 、定期検査の期間中は

原子炉の運転が停止され、定期検査においては、その

対象となる工作物が技術基準に適合していることの確

認が求められていることに照らすと（改正前電気事業

法55条2項参照） 、技術基準適合命令の内容を充足

する防誰措置を完了しなければ定期検査が終了するこ

とはないと考えられる。法制度に組み込まれていたか

かる仕組みを踏まえると、被告人らが本件報告義務を

速やかに履行していたとすれば、国は、その後遅滞な

く東京電力に対して平成20年津波試算が想定する津

波に対する防護措置を講じることを命ずる旨の技術基

準適合命令を発令し、当該技術基準適合命令発令後遅

くとも13か月以内には主要建屋が本件敷地に配置さ

れている本件各原子炉は全て運転を停止するに至り、

その結果、本件津波の襲来時には、当該本件各原子炉

は全て運転を停止しており、本件津波によって当該本

件各原子炉が全電源を喪失しても本件結果を回避でき

た可能性があったのではないかと思われる（ただし、

本件報告義務の履行を受けて国が遅滞なく技術基準適

合命令を発令していたといえるかについては、かかる

命令を発令すべきであったか否かという規範的問題と

の関係性も含めて慎重な検討が必要であろう。なお、

本件報告義務の履行の結果発令される技術基準適合命

令に基づいて東京電力が実施する防護措置が本件津波

の襲来時までに完了したとは到底考えられないことか

ら、これを完了していた場合の結果回避可能性につい

て検討する必要はない。 ） 。

4以上によれば、本事件においては、本件結果の

発生との間に因果関係が認められる可能性があると考

えられる本件報告義務の僻怠を過失行為として犯罪の

成否を論じる余地もあり得たのではないかと思われる。

しかしながら、本件報告義務の僻怠が本件訴因に含ま

れないことは明らかであるから、第1審及び原審がこ

の点を審理の対象としなかったことが違法であるとは

認められず、同時に、現行の刑事訴訟制度の下におい

ては第1審及び原審が指定弁護士に対して訴因変更を

命じ又は促さなかったことが違法であると解すること

もできない。そして、本件訴因に対する第1審判決及

び原判決の認定、評価について不合理な点が認められ

ないことは上記のとおりであるから、私も法廷意見に

賛同する次第である。

(裁判長裁判官岡村和美裁判官草野耕一裁判官

尾島明）

ついて判断する際の基礎を示すことを目的として、平

成18年9月に改訂した「発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針」 （以下、改定後のものを「新耐震

指針」 という。 ）は、発電用軽水型原子炉施設につい

て、その供用期間中に極めてまれではあるが発生する

可能性があると想定することが適切な津波によっても、

上記原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けるおそ

れがないことを十分考慮した上で設計されなければな

らないとしており、これを受けて、原子炉安全・保安

院（以下「保安院」という。 ）は、同月、東京電力を

含む発電用原子炉施設の設置者等に対し、既設の発電
用原子炉施設等について、新耐震指針に照らした耐震

安全性の評価を実施し、その結果を報告するよう指示

した。

エ東京電力は、長期評価に基づいて本件発電所に

到来する可能性のある津波を評価すること等を関連会

社であるA社に委託し、同社は、長期評価に基づいて

福島県沖から房総沖の日本海満寄りの領域に明治三陸

地震の断層モデルを設定した上で、津波評価技術が示

す設計津波水位の評価方法に従って津波の試算を行い、

同発電所の10m盤の敷地（以下「本件敷地」という。 ）

の南側において、最大で○. P. +15. 707mの

津波高が算出されるという結果（平成20年津波試算）

を得るに至った。この結果は、平成20年4月頃、東

京電力に伝えられた。

（2） 以上の諸事実、就中、①長期評価は、地震防災

に関する公的専門機関である地震本部の研究成果を反

映したものとして、 （関係者間において全面的な賛同

が得られるものではなかったとしても）見過ごすこと

のできない重みを有していたといえること、②東京電

力は、新耐震指針に基づき、耐震安全性の評価を実施

し、その結果を国（保安院）に報告するよう求められ

ていたこと、③（津波評価技術を長期評価に正しく適

用した結果であるところの）平成20年津波試算によっ

て算出された○． P. +15. 707mの津波高は、

本件敷地に多大な影響を及ぼし得るものとみることが

できること等に鑑みるならば、東京電力は、平成20

年津波試算を速やかに国に報告すべき義務を負ってい

たというべきである（以下、この義務を「本件報告義

務」という。 ） 。にもかかわらず、東京電力は、 2年

10か月以上もの長きにわたり本件報告義務の履行を

怠り、ついに平成20年津波試算を国へ報告したのは

本件津波の襲来の4日前である平成23年3月7日の

ことであった。

（3）電気事業法の下においては、本件発電所の各原

子炉（以下「本件各原子炉」という。 ）は13か月以

内の間隔で経済産業大臣が行う定期検査を受けること

を義務付けられており （改正前電気事業法54条1項、
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記事

◎叙位。叙勲（1月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和7年1月、死亡者のみ） 」

のとおり

◎遺族追賞（2月分）

別紙「遺族追賞（令和7年2月分） 」のとおり

◎人事異動

定年退官

福岡簡易裁判所判事 山本奉文

(3月7日）

依願退官

水戸地方・家庭裁判所判事補 薦田淳平

(3月10日）

司法研修所教官

東京地方裁判所判事

同

菱川孝之

花田隆光

(以上3月12日）

名古屋高等裁判所判事

東京高等裁判所判事

東京高等裁判所判事

東京地方裁判所判事

市原志都

三貫納隼

(以上3月13日）

依願退官

東京高等裁判所判事 篠原淳一

(3月14日）

1 1
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不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和

七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）
が
、
令
和
七
年
三
月
七
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◎
不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
三
月
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

《
不
動
産
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い

て
》

最
高
裁
判
所
規

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

則

標
記
の
法
律
案
が
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
、
第
二
百
十
七
回
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

こ
の
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
進
展
及
び
普
及
の
状
況
等
に
鑑
み
、

刑
事
手
続
等
に
関
与
す
る
国
民
の
負
担
軽
減
並
び
に
手
続
の
円
滑
化
及
び
迅
速
化
に
資
す
る

た
め
、
手
続
に
お
い
て
取
り
扱
う
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
と
し
て
の
作
成
等
及
び
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
る
発
受
並
び
に
対
面
で
行
わ
れ
る
手
続
に
つ
い
て

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
電
磁
的

記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
に
対
す
る
信
頼
を
害
す
る
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定

の
整
備
、
犯
罪
収
益
の
新
た
な
没
収
の
裁
判
の
執
行
等
の
手
続
の
整
備
、
犯
罪
捜
査
の
た
め

の
通
信
傍
受
の
対
象
事
件
の
範
囲
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
提
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◎
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
《
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
い
て
》

法
律
案
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

法

律

等
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和7年1月、死亡者のみ）

元岡山地方裁判所民事首席書記官 藤枝 明 1. 1

従五位

元堺簡易裁判所判事 枡田 正博 1.5

従四位

元岐阜地方裁判所事務局資料課長 田中喜代夫 1.5

従六位

瑞双

元甲府家庭裁判所事務局長 笹嶋 誠 1．7

従五位

瑞双

元日本弁護士連合会理事
●

柿崎喜世樹 1.7

従五位

元札幌高等裁判所判事 平良木登規男 1.8

従四位

瑞小

元大阪地方裁判所主任書記官 八木裕之 1.8

従六位

元前橋家庭裁判所首席書記官 池ノ内 潔 1． 16

正五位

瑞小

神戸家庭裁判所明石支部主任書記官 鎌田康宏 1．26

正六位

瑞双



(別紙）

遺族追賞（令和7年2月分）

1

I

元新潟地方・家庭裁判所調停委員

伊

｡

,斎藤直子 12.13 銀杯
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次
の
表
に
よ
り
．
改
正
前
欄
に
掲
げ
》

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正
前
欄
に
掲
げ
る

う
に
改
正
す
る
。

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号

不
動
産
登
記
の
嘱
庇
に
関
す
る
騒
貝
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

－

令
和
七
年
三
月
七
日

不
動
産
登
記
の
嘱
舵
に
関
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

に
つ
い
て
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七

十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
丑
記
の
嘱
配
を
す

る
職
貝
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長

高
等
裁
判
所
事
務
局
長

地
方
裁
判
所
長

家
庭
裁
判
所
長
（
制
司
刈
ｌ
醐
劃
画
、
甲
府
、
長
野
、
奈
良

、
大
沌
、
和
歌
山
、
津
、
岐
阜
、
佃
井
、
金
沢
、
創
刊
川

、
山
口
、
岡
山
、
鳥
取
、
松
江
、
緬
岡
、
佐
賀
、
大
分

、
鹿
児
島
、
創
醐
１
Ｊ
珊
副
、
山
形
、
盛
岡
、
秋
田
、
青

森
、
雨
飽
、
旭
川
、
釧
路
、
徳
島
及
び
商
知
の
家
庭
裁

判
所
の
家
庭
裁
判
所
長
を
除
く
。
）

不
動
産
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
所
管
に
属
す
る
櫓
利

附
則

最
高
狼
判

不
動
産
壁
記
の
劇
託
に
関
す
る
職
員
を
楯
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

に
つ
い
て
不
動
産
丑
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七

十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
記
の
調
託
を
す

る
職
員
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
・

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長

商
等
裁
判
所
砺
務
局
長

地
方
裁
判
所
長

家
庭
故
判
所
長
（
制
三
門
、
甲
府
、
長
野
、
奈
良
、
大
津

、
和
歌
山
、
沖
、
岐
阜
、
佃
井
、
金
沢
、
創
刊
叫
、
岡
山

、
鳥
取
、
松
江
、
棡
岡
、
佐
賀
、
大
分
、
鹿
児
島
、
官

矧
、
山
彪
盛
岡
、
秋
田
、
青
森
、
函
館
、
旭
川
、
釧

路
、
徳
島
及
び
商
知
の
家
庭
殿
判
所
の
家
庭
裁
判
所
長

を
除
く
。
）

所

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁
判
所
長
官
今
崎
幸
彦一

一
一

改
正
後

改
正
前
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情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
所
舩
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
刑
事
解
舩
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
刑
蛎
所
舩
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
等
」
に
改
め
る
．

第
四
十
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
谷
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
』
に
改
め
る
。

第
一
編
第
九
章
の
章
名
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
等
」
に
改
め
る
．

第
九
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
特
別
の
定
」
を
「
た
だ
し
、
特
別
の
定
め
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
し

た
趣
磁
的
肥
録
」
の
下
に
「
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
昭
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
惰
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
］
を
加

え
る
。

第
百
二
条
の
二
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
魎
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
骸
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
必
要
な
危
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
を
命
ず
る
命
令
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と

｜
趣
磁
的
配
録
を
保
管
す
る
者
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
方
法

イ
瞳
磁
的
配
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
又
は
移
転
さ
せ
て
当
咳
記
録
媒
体
を
提
出
さ
せ
る
方
法

ロ
愈
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
電
磁
的
記
録
を
当
該
命
令
を
す
る
者
の
管
理
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
又
は
移
転

さ
せ
る
方
法

二
画
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
櫓
限
を
有
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
．
）
同
号
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
方
法

（
砿
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

砥
磁
的
肥
録
提
供
命
令
は
、
提
供
さ
せ
る
ぺ
き
勉
磁
的
記
録
及
び
提
供
の
方
法
を
指
定
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
二
前
三
条
の
規
定
は
、
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る

提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
愈
磁
的
記
録
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
条

第
九
十
九
条
の
二
を
削
る
。

第
百
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

が
で
き
る
。
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及
び
前
条
中
「
又
は
所
持
す
る
物
」
と
あ
る
の
は
、
『
そ
の
他
利
用
す
る
椛
限
を
有
す
る
愈
磁
的
記
録
」
と
醜
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
百
六
条
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
及
び
「
、
祀
鋒
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
及
び
「
、
配
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
及
び
こ

れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
者
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
及
び
『
こ
れ
を
」

を
削
る
。

第
百
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
肥
録
命
令
付
垂
押
状
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
及

び
「
こ
れ
を
一
を
削
る
。

第
百
九
条
及
び
第
百
十
条
中
「
、
配
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
り
、
「
は
ず
し
」
を
「
外
し
」
に
改
め
、
「
、
記
録
命
令
付
差

押
え
」
を
削
り
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

趣
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
た
と
き
は
、
当
麟
愈
磁
的
配
録
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
措
世
を
と
る
こ
と
そ
の
他

配
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
六
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
二
十
条
中
「
処
分
一
を
「
処
分
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
一
に
改
め
、
「
、
こ
れ
を
一
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

飽
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
た
場
合
に
は
、
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
そ
の
目
録
を
作
り
、
当
該
賦
磁
的
記

録
提
供
命
令
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
目
録
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
厳
が
あ
る

と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
百
二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
百
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
移
転
し
、
又
は
移
転
さ
せ
た
上
差
し
押
さ
え

必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
状
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
除
い
て
」
を
「
除
き
」
に
改
め
、
「
、

－3－－4－



前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
遮
反
し
た

と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
例
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

す
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
捜
索
」
を
「
（
駐
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
又
は
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
又
は
捜
索
」
を
「
、
捜
索
又
は
睡
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め

る
｡

た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
、
差
押
え
を
受
け
た
者
」
及
び
「
、
当
骸
差
押
え
を
受
け
た
者
」
を
「
、
当
骸
各

号
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
百
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
を
移
転
し
、
又
は
移
転
さ
せ
た
上
差
し
押
さ
え
た
記
録
媒
体
差
押
え

を
受
け
た
者

二
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
（
愈
磁
的
配
録
を
記
録
媒
体
に
移
転
さ

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
出
さ
せ
た

記
録
媒
体
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者

第
百
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
三
条
の
二
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
（
趣
磁
的
記
録
を
記
録

媒
体
に
移
転
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
に
よ
り
移
転
さ
せ
た
冠
磁
的
記
録
に
つ

い
て
、
当
咳
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者
に
保
符
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
麟
者

の
謂
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
被
告
事
件
の
終
結
を
待
た
な
い
で
、
決
定
で
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
電
磁
的
紀
録
の
複

写
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
は
、
証
人
」
の
下
に
「
（
国
内
に
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

p■
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第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
裁
判
所
は
、
胚
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
に
規
定
す
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
っ
て
尋
問
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
察
官
及
び
被
告
人
に
異
厳
が
な
く
、
証
人
の
重
要
性
、
当
骸
方
法
に
よ
っ

て
尋
問
す
る
こ
と
の
必
要
性
そ
の
他
の
覗
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
百
七
十
一
条
中
「
除
い
て
一
を
「
除
き
一
に
改
め
、
「
こ
れ
を
一
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

ヂ
（
》
○

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
と
き
は
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
き
、
又
は
鑑
定
人
を
尋
問

す
る
場
合
（
錘
定
の
経
過
及
び
結
果
に
関
す
る
尋
問
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
相
当
と
縄
め
る
と
き
は
、
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
八
条
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

同
じ
。
）
」
を
、
「
聴
き
、
」
の
下
に
「
他
の
裁
判
所
の
棡
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
「
裁
判
所
の
規
則
で
定

め
る
」
を
「
、
適
当
と
認
め
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
証
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
薯
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

・
第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

六
証
人
が
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
、
処
遇
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事

情
に
よ
り
、
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
よ
り
証
人
が
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
、
そ
の
処
遇
の
適
切
な

実
施
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
罷
め
る
と
き
。

七
証
人
が
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
証
人
を
奪
取
し

又
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

八
証
人
に
さ
せ
る
供
述
が
鑑
定
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
業
、
健
康
状
態
そ
の
他
の
事
梢
に
よ

り
証
人
が
そ
の
尋
問
の
日
時
に
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
鉦
人
の
亜
要
性
、
審
理

の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
鮫
日
時
に
尋
問
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
前
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
か
ら

掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
期
合
に
お
い
て
」
と
、
「
方
法
に
」
と
あ
る
の
は
「
方
法
（
当
該
方
法
に
よ
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
一
条
に
お
い
て
銅
用
す
る
第
百
五
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
場
合
に
お
い
て
、
次
に
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通
訳
又
は
翻
訳
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
）
に
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
、
捜
索
」
を
「
（
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
捜
索
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
』
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
第
一
項
中
「
取
鯛
」
を
「
取
調
べ
一
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
｝
を
「
た
だ
し
｝
に
、
「
の

定
」
を
「
の
定
め
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
又
は
配
録
命
令
付
差
押
え
を
す
る
た
め
」
を
「
を
し
、
又
は
睡
磁
的
紀
録

提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
た
め
」
に
、
「
書
面
で
」
を
「
番
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
、
「
当

該
愈
磁
的
記
録
」
を
「
当
骸
求
め
に
係
る
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
又
は
記
録
命
令
付
差
押
え
を
す
る
必
要
」
を
「
を
し
、
又

は
愈
磁
的
配
録
提
供
命
令
に
よ
り
当
該
蝕
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
必
要
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
中
「
配
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
吹
に
次
の
二
項
を
加
え
る
．

第
三
項
の
許
可
の
舗
求
は
、
前
項
の
諭
求
を
す
る
際
に
、
検
察
官
、
検
察
享
務
官
又
は
司
法
響
察
員
か
ら
し
な
け
れ
ば

検
察
官
、
検
察
砺
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
自
ら
又
は
当
鮫
命
令
を
受
け
た
者
の
謂
求
に
よ
り
‐
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
八
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
当
砿
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
る
者
に
対
し
、
み
だ
り
に
当
餓
愈
磁
的
肥
録
提
供

命
令
を
受
け
た
こ
と
及
び
当
該
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
し
又
は
提
供
し

な
か
っ
た
こ
と
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
、
肥
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
ぺ
き
趣
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印

刷
さ
せ
る
べ
き
者
」
を
削
り
、
「
身
体
若
し
く
は
物
」
の
下
に
「
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
、
提
供
さ
せ
る
ぺ
き
者

及
び
提
供
の
方
法
」
を
加
え
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着
手
す
る
」
を
「
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手

な
ら
な
い
。
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し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

裁
判
官
は
、
前
条
第
三
項
の
肝
可
を
す
る
と
き
は
、
同
条
の
令
状
に
そ
の
旨
を
肥
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
亘
・
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
、
第
百
三
条
」
に
、
「
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
」
を
「
、
第

百
十
条
の
二
前
段
、
第
百
十
一
条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
、
第
百
十
二
条
」
に
、
『
及
び
第
百

十
八
条
か
ら
第
百
二
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
十
八
条
、
節
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
四
条
」
に
、
「
、
第
百
十
一

条
の
二
一
を
「
の
規
定
は
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
が
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
趣
磁
的

肥
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
節
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
は
、
検
察
官
、
検
察
襲
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
が
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
芯
磁
的
記
録
提
供
命

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
骸
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
趣
磁
的
記
録

を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
、
そ
れ
ぞ

れ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
及
び
「
、
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
櫓
中
「
但

し
、
第
百
十
七
条
に
規
定
す
る
」
を
「
た
だ
し
、
第
百
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
差
押
」
を

「
差
押
え
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

検
察
官
、
検
察
砺
務
官
又
は
司
法
瞥
察
職
員
は
、
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の
提
示
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官

の
許
可
を
受
け
て
、
人
の
住
居
又
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
建
造
物
若
し
く
は
船
舶
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
許
可
の
鯖
求
は
、
第
二
百
十
八
条
第
五
項
の
鯖
求
を
す
る
際
に
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
員
か

ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官
は
、
第
八
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
第
二
百
十
八
条
の
令
状
に
立
ち
入
る
べ
き
場
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

検
察
官
、
検
察
車
務
官
又
は
司
法
警
察
職
興
が
第
二
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合

（
第
八
項
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の

提
示
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
そ
の
他
必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
百
三
条
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
捜
索
及
び
愈
磁
的
肥
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提

供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
砿
飽
磁
的
配
録
提
供
命
令
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
」

に
、
「
物
に
」
を
「
物
及
び
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に

第
二
百
二
十
二
条
の
二
を
第
二
百
二
十
二
条
の
三
と
し
、
第
二
百
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
二
十
二
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
二
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
同
条

に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
条
第
一
項
中
「
且
。
を
「
及
び
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
一
を
「
第
百

五
十
七
条
の
六
第
五
項
一
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
（
第
八
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
」

す
る
。

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円

以
下
の
胴
金
に
処
す
る
。

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

一
錠
を
外
す
こ
と
。

二
何
人
に
対
し
て
も
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
蕃
察
職
員
の
許
可
を
受
け
な
い
で
令
状
の
提
示
を
す
る
場
所

に
出
入
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
こ
の
項
（
前
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
従
わ
な
い
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
退
去
さ
せ
、
又

は
令
状
の
提
示
が
終
わ
る
ま
で
こ
れ
に
看
守
者
を
付
す
る
こ
と
。

第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
出
前
、
日
没
後
に
は
、
第
二
百
十
八
条
の
令
状
（
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入

る
べ
き
場
所
が
肥
戦
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
夜
間
で
も
令
状
の
提
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
記
載
が
な
け
れ

ば
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
場
合
に
お
け

る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
令
状
の
提
示
の
た
め
、
人
の
住
居
又
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、

建
造
物
若
し
く
は
船
舶
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
百
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
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よ
り
提
供
さ
せ
た
愈
磁
的
記
録
を
肥
録
し
た
肥
録
媒
体
に
」
に
改
め
る
◇

第
三
百
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
七
条
の
二
中
「
乃
至
第
三
百
二
条
」
を
「
か
ら
第
三
百
二
条
ま
で
」
に
、
「
乃
至
前
条
」
を
「
か
ら
前
条
ま
で
」

に
、
「
鉦
拠
調
」
を
「
証
拠
鯛
ぺ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
百
七
条
の
一
一
・
と
し
、
第
三
百
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

第
三
百
七
条
の
二
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
舗
求
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
の
取
調
べ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判

三
百
七
条
の
二
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
舗
求
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
の
取
調
べ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判

第
三
百
四
十
六
条
の
二
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
一
・
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
｛
愈
磁
的
記
録
を
記

録
媒
体
に
移
転
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
移
転
さ
せ
た
趣
磁
的
記
録
に

つ
い
て
、
没
収
の
苗
渡
し
が
な
い
と
き
は
、
当
該
斌
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
言
渡
し
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
不
正
に
作
ら
れ
た
冠
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

統
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
飽
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
手
続
」
に
、
「
に
関
し
」
を
「
又
は
電
磁
的
記
録
提

供
命
令
に
よ
る
蹴
磁
的
記
録
の
提
供
に
関
し
」
に
、
「
状
況
」
を
「
状
況
又
は
そ
の
命
令
を
し
た
者
、
砿
磁
的
記
録
の
提
供

の
年
月
日
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
る
愈
磁
的
記
録
の
提
供
の
状
況
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第

二
号
イ
中
「
押
収
手
続
記
録
香
面
」
を
「
押
収
手
続
等
配
録
書
面
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
一
を
「
映
像
と
音
声
の
送

受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
「
含
む
一
の
下
に
「
・
吹
号

に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

長
は
、
証
拠
と
な
る
率
項
に
応
じ
、
そ
の
取
綱
べ
を
舗
求
し
た
者
に
、
そ
の
内
容
を
朗
読
さ
せ
、
表
示
さ
せ
、
又
は
再
生

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
長
は
、
自
ら
こ
れ
ら
の
措
腔
を
と
り
、
又
は
陪
席
の
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判

所
瞥
記
官
に
こ
れ
ら
の
描
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
が
職
権
で
駐
磁
的
記
録
の
取
鯛
べ
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
長
は
、
自
ら
前
項
に
規
定
す
る
措
匿
を
と
り
、

又
は
陪
席
の
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
所
笹
記
官
に
こ
れ
ら
の
描
腫
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
革
用
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
五
第
一
項
第
九
号
中
「
押
収
手
続
記
録
書
面
（
押
収
手
統
」
を
「
押
収
手
続
等
記
録
瞥
面
（
押
収
手

第
三
百
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
三
百
五
十
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
第
三
百
七
条
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
条
第
二
項
中
「
又
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号

ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
五
百
十
三
条
第
十
項
に

お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
砿
磁
的
肥
録
提
供
命

令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
五
百
十
三
条

第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」

第
四
百
三
十
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
地
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く

を
削
る
。

は
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
地
用
す
る
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
複
写
」
に
、
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

不
正
に
作
ら
れ
た
愈
磁
的
配
録
に
つ
い
て
は
、
複
写
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
九
十
九
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
は
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
複
写
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
五
百
九
条
第
一
項
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
勉
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
る
。

第
五
百
十
条
第
一
項
中
「
、
配
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷
さ
せ
る
べ
き
趣
磁
的
記
録
及
び
こ
れ
を
記
録
さ
せ
若
し
く
は
印
刷

さ
せ
る
べ
き
者
」
を
削
り
、
「
身
体
若
し
く
は
物
」
の
下
に
「
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
者
及

び
提
供
の
方
法
」
を
加
え
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
又
は
検
証
に
着
手
す
る
」
を
「
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手
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し
、
又
は
蝕
磁
的
配
録
提
供
命
令
を
す
る
」
に
改
め
る
．

第
五
百
十
一
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
百
十
一
条
の
二
裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
閉
め
る
と
き
は
、
吐
磁
的
配
録
提

供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
は
、
提
供
さ
せ
る
べ
き
愈
磁
的
記
録
及
び
提
供
の
方
法
を
指
定
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
一
条
か
ら
」
を
「
鋪
百
二
条
、
第
百
三
条
か
ら
」
に
、
「
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
」
を

「
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
一
に
改
め
、
「
捜
索
に
つ
い
て
一
の
下
に
「
、
第
百
十
条
及
び
第
二
百
二
十
二
条

第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
勉
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
亘
・

条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
読
み
替
え

る
」
を
「
、
同
条
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条

第
九
項
中
「
第
二
百
十
八
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
五
百
九
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
三

百
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
『
第
五
百
九
条
」
と
銃
み
替
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
配
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削

り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
二
条
か
ら
」
を
「
第
百
二
条
、
第
百
三
条
か
ら
」
に
、
「
か
ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
」
を
「
、

第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
一
条
」
に
、
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
、
「
押
収
」
を
「
押
収
（
愈

磁
的
配
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
十
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含

む
。
）
」
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
五
百
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差

押
え
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
九
項
」
を
「
第
五
百
十
三
条
第
十

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
一
に
、
「
複
写
一
を
「
複
写
並
び
に
第
六
項
及
び
第
十
項
に
お

い
て
醜
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
・
一
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第

百
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
本
文
の
規
定
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
第
五
百
十
一
条
の
こ
の
規

定
に
よ
っ
て
す
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も

の
に
限
る
。
）
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
条
た
だ
し
番
中
「
被
告
人
」
と
あ
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第
二
条
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

’
第
五
十
岡
条
）

に
、
「
・
節
百
八
十
条
」
を
「
’
第
百
八
十
条
の
二
」
に
、

る
申
立
て
等
（
第
五
十
四
条
の
二
’
第
五
十
四
条
の
四
）
」

第
五
百
十
三
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
五
百
九
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
趣
磁

的
記
録
提
供
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
胴

「
第
二
章
裁
判
の
執
行
に
関

「
第
二
章
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
（
第
五
百
七
条
’
第
五
百
十
六
条
）
」
を

第
八
編
雑
則
（
第
五
百
十
七

金
に
処
す
る
。

る
の
は
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
被
告
蛎
件
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執

行
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
三
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一

項
並
び
に
第
二
百
二
十
二
条
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
第
五
百
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
電

磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当

咳
瞳
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
百
五
条
の
二
に
お
い
て
胱
み
替
え
て
単
用
す
る
第
百
五
条
た
だ
し
書
中
「
被
告
人
一
と
あ
る
の
は
「
栽
判
の
執

行
を
受
け
る
者
」
と
、
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
被
告
事
件
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
の
執
行
」
と
、
第
二
百
二
十

二
条
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中

「
第
二
百
十
八
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
九
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
中
「
第
二
百
十
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
百
十
三
条
の
吹
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

す
る
。

「
第
六
章
書
類
及
び
送
達
（
第
四
十
七
条

目
次
中
「
第
六
章
書
類
及
び
送
達
（
第
四
十
七
条
’
第
五
十
四
条
）
」
を

第
六
章
の
二
敏
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
削
金
刑
を
科
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る
場
合
に
お
け
る
当
咳
蹴
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
又
は
再
生
し
た
も
の
）
を
電
磁
的
記
録
と
し

て
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
二
弁
護
人
は
、
公
脈
の
提
起
後
は
、
腓
詮
に
関
す
る
魯
類
又
は
肛
拠
物
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
節

機
（
入
出
力
装
澄
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
伽
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
恥
に
『
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
て
、
砿
磁
的
方
法
（
睡
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
弁
議
人
の
使
用
に
係
る
敵
子
計
算
機
と
を
睡
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
旺
子
情
報
処
理
組
織
を
い

す
る
鯛
査
（
第
五
百
七
条
’
第
五
百
十
六
条
）

に
改
め
る
。

条
）
」

第
四
十
条
第
一
項
中
「
及
び
鉦
拠
物
」
を
「
（
趣
磁
的
記
録
（
敏
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
証
拠
物
（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
九
十
九
条
第
一

項
、
第
百
十
九
条
、
第
二
百
三
条
第
一
項
、
第
一
・
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
五
十
八
条
、
第
三
百
六
条
及

び
第
三
百
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
談
脈
舩
に
閲
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
餓
磁
的
肥
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

咳
蝕
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
冠
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
証
拠
物
を
謄
写
す
る
こ
と
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
・

二
脈
舩
に
関
す
る
番
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
愈
磁
的
紀
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
麟
愈
磁
的
妃
録
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
複
写
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

三
脈
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
（
当
該
腓
詮
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
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う
．
）
を
使
朋
す
る
方
法
そ
の
他
の
傭
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
又
は
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
条
踊
一
項
後
段
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
謄
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次

条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
後
段
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
書
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
、
又
は
裁
判
が
晒
磁
的
記
録
で
あ
る
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
被
告
人

そ
の
他
瞬
訟
関
係
人
は
、
自
己
の
費
用
で
、
当
該
裁
判
醤
又
は
当
該
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を

記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
餓
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
咳
裁
判
番
又
は
当
該
卿
書
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
の
提
供
を
鯖
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
』
を
「
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
速
か
に
」
を
「
速

や
か
に
」
に
、
「
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
瞥
中
「
調

書
」
を
「
公
判
調
書
」
に
、
「
整
理
す
れ
ば
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

第
四
十
九
条
中
「
こ
れ
を
閲
覧
す
る
」
を
「
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の

を
視
聴
す
る
」
に
、
「
朗
読
」
を
「
内
容
の
朗
統
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
一
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
一
に
、
「
裁
判
所
書
記
」
を
「
裁

判
所
番
記
官
一
に
、
「
に
記
戦
し
な
け
れ
ば
一
を
「
（
睡
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第

六
十
五
条
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
の
六
節
五
項
、
第
百
九
十
八
条
及
び
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
か

っ
た
」
に
、
「
裁
判
所
密
記
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
節
一
項
中
「
の
紀
載
」
を
「
の
記
録
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
妃
戦
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記

戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
『
第
四
十
八

条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
整
理
さ
れ
た
調
書
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調
書
」
に
、
「
整
理
が
で
き
た
』

を
加
え
る
。

公
判
鯛
番
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
十
四
条
の
二
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
「
申
立

て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
骸
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
骸
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
の
規
則
で

定
め
る
駐
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
微
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
駐
子
計
算
機

と
を
亀
気
通
侭
回
線
で
接
続
し
た
愈
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
該
車
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
若
し

く
は
裁
判
官
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当
骸
申
立
て
等
を
番
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た

こ
の
法
律
の
規
定
に
規
定
す
る
番
面
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
当
骸
申
立
て
等
に
関
す

る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
咳
申
立
て

等
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
十
四
条
の
三
検
察
官
及
び
弁
鐵
士
で
あ
る
弁
護
人
は
、
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
裁
判

を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
ゞ
条
中
「
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
」
を
「
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
番
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
第
八
十
二
条
第
二
項
但
魯
」
を

「
第
八
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
訴
訟
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
駐
磁
的
配
録
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
麟
蹴
磁
的
記
録
の
閲

覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

》
（
》
ｃ

第
五
十
四
条
中
「
書
類
の
一
を
削
り
、
「
第
百
条
第
二
項
並
び
に
第
一
編
第
五
章
第
四
節
第
三
款
及
び
第
四
款
一
を
「
第

百
九
条
の
四
及
び
第
一
鰯
第
五
章
第
四
節
第
四
款
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
吹
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
九
条
の
三
第
二
項
中
「
受
斫
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
銃
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
一
縄
第
六
章
の
次
に
次
の
一
軍
を
加
え
る
。

第
六
章
の
二
趣
子
備
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
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第
五
十
四
条
の
四
申
立
て
等
が
、
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
該

申
立
て
等
が
同
項
た
だ
し
書
に
麟
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立

て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
祀
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
櫓
記
官
は
、
当
鮫
瞥
而
に

記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
本
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

餓
砺
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
覗
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
－
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
殴
に
い
る
被
告
人
に
対
し
被
告
事
件
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を
聴
く
場

合
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
て
当
該
手
続
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
怖
が
あ
る
と
き
は
、
刑
事
施
設
に

被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
伯
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
昭
鐡
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
被
告
人
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁

判
所
が
当
該
手
続
を
す
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

召
喚
状
、
勾
引
状
又
は
勾
留
状
は
、
魯
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
駐
磁
的
記
録
に

な
い
。

一
令
状
の
諦
求

二
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
章
又
は
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
の
罪
に
係
る
事
件
に
係
る
略
式
命
令
の
舗
求
及
び

こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
腓
の
提
起
（
こ
れ
ら
の
班
件
の
簡
易
か
つ
迅
速
な
処
理
に
関
す
る
準
則
で
定
め
る
犠
式
の
書
面

に
よ
り
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
申
立
て
等

前
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
弁
瞳
士
で
あ
る
弁
醗
人
が
、
同
項
の
勉
子
愉
報
処
理
組
織
に
係
る
飽
子
計
算
機
の
故
障

そ
の
他
の
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
電
子
憎
繩
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係

る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
該
砺
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
若
し
く
は
裁

判
官
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
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召
喚
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
銭
判
官
が
当
談
各
号
に
定
め
る
措
世
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
召
喚
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
召
喚
状
が
勉
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
腫
（
召
喚
状
に
紀
録
さ
れ

た
事
項
を
砿
子
計
算
機
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
砿
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
長
又
は

受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え

》
（
〕
。

裁
判
長
又
は
受
命
銭
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
腫
を

｜
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず

令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
軒
手
す
る
こ
と

が
で
き
ず
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
設
職
員
が
執
行

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
刑
事
施
股
職
員
）
の
使
用
に
係
る
蹴
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ

の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
憧
を
と
り
、
か
つ
、
当
肱
措
置
を
と
っ
た
旨
を
配
録
し
た
愈
磁
的
記
録
を
裁
判
長

又
は
受
命
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
六
十
四
条
第
三
項
中
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
』
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

ｂ
え
る
。

勾
引
状
又
は
勾
留
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定

め
る
措
睡
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
書
面
に
よ
る
期
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
勾
引
状
又
は
勾
留
状
が
芯
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
阻
（
勾
引
状

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
三
条
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を
被
告
人
に
示
し
た
」
を
「
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
っ
た
」
に
、
「
且
ｇ
を
「
、
か
つ
、
」
に
、
「
場
所
に
」
を
「
場
所
に
こ
れ
を
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
勾
引
状
が
密
面
で
あ
る
場
合
勾
引
状
を
示
す
こ
と
．

二
勾
引
状
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
引
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
を
亀
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
被
告
人
に
示
し
た
」
を
「
被
告
人
に
対
し
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

を
加
え
る
。

じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
圏
を
と
っ
た
」
に
改
め
、
「
刑
砺
施
設
に
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
項
に
吹
の
各
号

一
勾
倒
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
勾
留
状
を
示
す
こ
と
。

二
勾
岡
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
憧
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
密
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
七
十
三
条
第
三
項
中
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
一
を
「
に
つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
措

陞
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
番
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
措
低
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

第
七
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
十
一
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

又
は
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
砿
子
計
算
機
の
映
像
面
、
笹
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
数

判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
肥
戦
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
五
項
中
「
つ
い
て
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

第
九
十
四
条
第
三
項
中
「
差
し
出
し
た
保
証
密
を
以
て
」
を
「
提
出
し
た
保
証
番
（
瞳
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
も
つ

ら
な
い
。
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て
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
勾
留
状
の
謄
本
及
び
」
を
「
被
告
人
に
対
し
、
勾
留
状
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
措
世
を
と

る
と
と
も
に
、
」
に
、
「
の
勝
本
又
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
の
勝
本
を
被
告
人
に
示
し
て
」
を
「
に
つ
い
て
第
二
号
に
掲

げ
る
措
置
を
と
っ
た
上
、
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
る
措
匿
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
を
芯
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番

面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
当
砿
決
定
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
当
鮫
決
定
が
砿
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
餓
決
定
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面

そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
書
面
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
密
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
十
九
条
第
二
項
中
「
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鱒
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
融
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

る
。

第
百
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

差
押
状
又
は
捜
索
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
《
》

第
百
七
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
骸
各
号
に
定
め
る
事
項
及
び
」
に
、
「
裁

判
長
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

糞
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
瞳
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

一
勾
留
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
勾
留
状
が
睡
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

一
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず

令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
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第
百
八
条
第
二
項
中
「
盤
面
で
」
を
「
番
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
中
「
又
は
捜
索
状
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
、
「
こ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
描
画
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
差
押
状
が
番
面
で
あ
る
場
合
差
押
状
を
示
す
こ
と
．

二
差
押
状
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
差
押
状
に
記
録
さ
れ
た
郡
項
及

び
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
長
の
氏
名
を
、
趣
子
計
算

機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
処
分
を
受
け
る
者
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
百
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

捜
索
状
に
つ
い
て
は
、
処
分
を
受
け
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
談
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
捜
索
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
捜
索
状
を
示
す
こ
と
．

二
捜
索
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
捜
索
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及

二
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
経
過
後
は
執
行
に
着
手
す
る
こ
と

が
で
き
ず
検
察
官
及
び
検
察
本
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
次
条
第
一
項
た
だ
し
啓
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
書
記
官
又

は
司
法
響
察
職
員
に
執
行
を
命
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
書
紀
官
又
は
司
法
響
察
職
貝
）
の
使
用
に
係
る
趣
子

計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
描
画
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
っ
た

旨
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
を
裁
判
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
百
七
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六

十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

差
押
状
又
は
捜
索
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
が
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
密
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
差
押
状
又
は
捜
索
状
が
地
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
圃
（
差
押
状

又
は
捜
索
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
磯
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁

判
長
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。
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構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
官
及
び
訴
訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一

の
構
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
以
外
に
あ
る
場
所

で
あ
っ
て
、
適
当
と
昭
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
戸
の
送
受
僧
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
職

し
な
が
ら
通
紹
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所

に
在
席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
尋
問
に
立
ち
会
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

｜
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
被
告
人
の
身
体
に
害
を
加
え
又
は
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
告
人

を
奪
取
し
若
し
く
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二
被
告
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と

主
芭
◎

弁
護
人
は
、
裁
判
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
柾
人
を
尋
問
す
る
と
き
は
、
被
告
人
が
在
席
す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
弁
腰
人
は
、
そ
の
尋
問
に
立
ち
会
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
五
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の

状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

び
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
長
の
氏
名
を
趣
子
計
算
機

の
映
像
面
、
香
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
」
の
下
に
「
又
は
記
録
」
を
加
え
る
。

第
百
十
九
条
中
「
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
蝕
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
証
明
香
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
そ
の
一
を
「
番
面
又
は
砥
磁
的
配
録
を
も
っ
て
そ
の
一
に
、
「
交
付
し
な
け
れ
ば
｝
を
「
提
供

し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
』
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
審
理
の
状
況
、
弁
護
人
の
数
、
事
案

の
軽
重
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
、
や
む
を
得
な
い
率
由
が
あ
り
、
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
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号
を
加
え
る
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
記
録
媒
体
（
映
像
及
び
音
声
を
同
時
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
「
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
砿
磁
的
記
録
と
し
て
記
録
し
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
は
、
訴
訟
記
録
に
添
付
し
て
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
は
、
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
第
五
項
中
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
『
但
し
」
を

「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

鑑
定
留
置
状
は
、
魯
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
蝕
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き

第
二
項
の
許
可
状
に
は
、
被
告
人
の
氏
名
、
罪
名
及
び
立
ち
入
る
べ
き
場
所
、
検
査
す
べ
き
身
体
、
解
剖
す
べ
き
死

体
、
発
掘
す
べ
き
墳
墓
又
は
破
壊
す
べ
き
物
並
び
に
鑑
定
人
の
氏
名
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、

又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
萢
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

加
え
、
同
項
た
だ
し
番
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
許
可
を
す
る
に
は
、
許
可
状
を
発
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
八
条
第
三
項
中
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
許
可
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各

一
第
二
項
の
許
可
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
同
項
の
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

二
第
二
項
の
許
可
状
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
許
可
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
砿
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
百
六
十
八
条
第
五
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、

伺
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
の
許
可
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
蹴
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

る
。
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第
百
八
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
紀
録
で

あ
る
と
き
は
、
当
鮫
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も

の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
十
四
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
八
十
条
の
二
検
察
官
は
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
餓
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
愈
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
八
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
の
」
を
「
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
弁
謹
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

｜
証
拠
物
を
謄
写
す
る
こ
と
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
・

二
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
俎
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
睡

磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
複
写
す
る
方
法
に
よ
り
勝
写
す
る
こ
と
。

三
前
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
（
当
骸
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
趣

磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
又
は
再
生
し
た
も
の
）
を
電

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
砿
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
検
察
官
の
使
用

に
係
る
趣
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
危
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
及

び
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

弁
護
人
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受
け
て
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

餓
磁
的
方
法
に
よ
り
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
、
又
は
謄
写
す
る
こ
と
が

磁
的
記
録
と
し
て
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
謄
写
す
る
こ
と
。

－44－ －43－



第
百
九
十
九
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

逮
捕
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
『
裁
判
官
が
、
こ
れ
に

記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
配
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
吹
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
逮
捕
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
逮
捕
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
逮
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
、

検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則

第
百
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
調
」
を
「
取
調
べ
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
は
、
こ
れ
」
を
「
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

も
の
」
に
、
「
誤
が
」
を
「
鎮
り
が
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
』
を
「
記
載
し
、
又
は
記

録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
調
書
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
調
書

二
調
書
を
餓
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
調
書
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の

第
百
九
十
八
条
第
五
項
中
「
に
誤
」
を
「
に
誤
り
」
に
、
「
こ
れ
に
署
名
押
印
す
る
」
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
麟
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ

し
」
に
改
め
、
同
項
に
吹
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
調
書
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
調
書
に
署
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
調
啓
を
懲
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
關
書
に
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
瞳
を
と

前
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規

定
に
よ
る
謄
写
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
後
段
」
と
談
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

で
き
る
。

る
こ
と
。
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第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
漣
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
」
を
「
記

載
又
は
記
録
」
に
、
「
交
付
｝
を
「
提
供
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
次
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
用
い
る
一
に
、
「
記
載
し
た
一
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
一
に
、
「
交
付
す
る
一
を
「
提
供
す
る
一
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
当
咳
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
被
疑
者
に
示
す
』
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
が
書
面
で
あ
る
場
合
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
を
示
す
こ
と
。

二
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
逮
捕
状
に
代
わ

る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
愈
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
百
一
条
の
二
第
四
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
に
つ
い
て
前
項
の

ら
な
い
。

｜
逮
捕
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
逮
捕
状
が
睡
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
（
逮
捕
状
に
記
録
さ
れ

た
事
項
を
趣
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
一
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
被
疑
者
に
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
被
疑
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
逮
捕
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
逮
捕
状
を
示
す
こ
と
。

ら
な
い
旨

第
二
百
条
第
二
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ

を
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
逮
捕
状
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
逮
捕
状
に
記
録
さ
れ
た
頭
項
及

び
前
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
趣
子
計
算
機
の
映

像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
百
一
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

逮
捕
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
涯
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
趣
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
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規
定
に
よ
る
措
僅
を
と
る
」
に
、
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」
を
「
記
戦
又
は

記
録
が
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
三
条
第
一
項
中
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
趣
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
官
は
、
刑
事
施
設
に
被
疑
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
職
し
な
が

ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
と
き
は
、
被
疑
者
に
対

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
条
の
二
第
一
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
勾
留
状
を
執
行
す
る
た
め
の
措
置
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
」
を

「
記
載
又
は
記
録
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
勾
留
状
を

執
行
す
る
た
め
の
措
置
に
用
い
る
」
に
、
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供

す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
の
三
第
三
項
中
「
被
疑
者
に
示
す
」
を
「
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
用
い
る
」
に
、
「
記
戦
し
た
』
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
を
、
」
を
「
に
つ
い
て
、
」
に
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
『
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
勾
留
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
示
し
、
勾
留
状
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁

判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及
び
勾
留
状
に
と
ら
れ
た
記
名
押
印
に
代
わ
る

措
腫
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
．

二
第
三
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
が
書
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
示
し
、
同
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も

の
が
砥
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
勾
留
状
に
代
わ
る

も
の
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
百
十
八
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
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第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若

し
く
は
検
証
に
若
手
し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
当
該
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着
手
し
、

又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
当
該
令
状
が
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
着

手
し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
蕃
察
職
員
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
腫
を

と
っ
た
旨
を
記
録
し
た
砿
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
二
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は

記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
『
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」
に
、
「
前
条
」
を

「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
咳
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
．

二
当
該
令
状
が
篭
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
匿
（
当
該
令
状
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
一
の
下
に
「
及
び
第
三
項
一
を
加
え
、
弓
い
て
、
第
百
十
条
」
を

「
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
」
を
「
第
百
五
条
の
二
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
」
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」

に
、
「
令
状
の
提
示
の
」
を
「
措
睡
を
と
る
』
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一

項
」
に
、
「
記
戦
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
百
十
条
」
を

「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
令
状
の
提
示
に
」
を
「
措
腫
を
と
る
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
令
状
の
提
示
を
す

る
」
を
「
当
該
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
令
状
の
提
示
が
終
わ
る
」
を
「
当
咳
措
盟
を
と
り
終
わ
る
」
に
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改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又

は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
の
記
載
」
を
「
の
記
赦
又
は
配
録
」
に
、
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
令
状

の
提
示
の
」
を
「
措
置
を
と
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
四
条
の
二
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
勾
留
状
の
」
を
「
対
し
、
勾
留
状
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
第

二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
勾
留
状
が
」
と
あ
る
の
は
「
当
骸
勾
留
状

に
代
わ
る
も
の
が
」
と
、
「
そ
の
」
に
、
「
、
「
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
を
「
「
当
該

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
「
勾
留
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
鯉
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
一
と
あ
る
の
は
「
当
該
勾
翻
状
に
代
わ
る
も
の
に
記

録
さ
れ
た
事
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
当
麟
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
当
骸
決
定
又
は
娃
定
留
僅
状
」
と
、
「
そ
の
謄
本
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
決
定
又
は
鑑
定
留
置
状
の
謄
本
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
五
条
第
四
項
中
「
乃
至
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ

を
」
を
削
る
。

第
二
百
四
十
一
条
第
・
一
項
中
「
又
は
口
頭
で
」
を
『
若
し
く
は
口
頭
で
、
又
は
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
趣
磁

的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
（
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
告
訴
又
は
告
発
を
す
る
者
の
使

用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
を
趣
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
．
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
侶
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を

削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

告
解
又
は
告
発
は
、
犯
罪
事
実
、
そ
の
犯
人
の
処
嗣
を
求
め
る
旨
並
び
に
告
解
又
は
告
発
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
居

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
又
は
本

店
の
所
在
地
）
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
四
十
二
条
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
砥
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
三
条
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
｡

え
る
も
の
と
す
る
．

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
犯
罪
事
実
、
そ
の
犯
人
の
処
嗣
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
、

「
取
消
し
の
対
象
と
す
る
告
瞬
又
は
告
発
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
、
そ
の
告
解
又
は
告
発
を
取
り
消
す
」
と
醜
み
替
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「
調
求
書
を
」
を
「
書
面
で
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
愈
磁
的
方
法
（
敏
子
情
報
処
理
組
織
（
検
察
官
の

使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
と
同
項
の
規
定
に
よ
る
諦
求
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
と
を
愈
気
通
偏
回
線
で
接
続

し
た
砿
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
侶
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
法
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
」
に
改
め
、
「
差
し
出
し
て
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
中
「
第
二
百
四
十
一
条
及
び
」
を
「
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
こ

れ
を
」
を
削
る
。

第
二
百
四
十
六
条
中
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
危
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
、
伺
条

た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
五
条
中
「
起
訴
状
の
謄
本
の
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
以
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
の
誤
」
を
「
の
誤
り
」
に
、
「
防
禦
」
を
「
防
御
」
に
、

「
虞
が
一
を
「
お
そ
れ
が
一
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
生
ぜ
し
め
る
虞
一
を
「
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
一
に
、
「
物
を
添
附

し
、
又
は
」
を
「
も
の
を
添
え
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
は
、
公
訴
の
提
起
を
第
諏
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
百
五
十
八
条
中
『
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
愈
磁
的
記
録
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
中
「
の
諭
求
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
謂
求
」
に
、
「
通
知
」
を
「
規
定
に
よ
る
通
知
」
に
、

第
二
百
七
十
条
第
二
項
中
「
前
項
』
を
「
前
一
・
項
」
に
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
箙
求
に
つ
い
て
は
、
第
一
編
第
六
章
の
こ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
百
七
十
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
砿
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

骸
趣
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
砥
磁
的
配
録
の
膳
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し

若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
肥
城
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
後
は
、
脈
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
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め
る
も
の
を
」
に
、
「
及
び
」
を
「
中
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
」

と
、
」
に
、
『
起
解
状
の
謄
本
」
を
「
前
項
」
に
、
「
、
「
起
斫
状
抄
本
等
」
を
「
「
次
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次

は
、
第
百
八
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
、
及
び
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
起
翫
状
の
謄
本
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め

る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
訴
の
提
起
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
趣
磁
的
紀
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
瞬
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
戦
し
た
書
面
）

二
公
訴
の
提
起
が
起
斫
状
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
起
翫
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
中
「
起
脈
状
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
な
い
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
が
さ
れ
な
い
」
に
、

「
さ
か
の
ぼ
っ
て
」
を
「
遡
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
起
所
状
の
謄
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
以
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
」
を
「
第
一
項
の
」
に
、
「
起
所
状
抄
本

等
の
提
出
」
を
「
求
め
」
に
、
「
起
脈
状
抄
本
等
を
」
を
「
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

｜
当
該
求
め
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
脈
状
抄
本

等
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
を
配
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
酢
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
当
該
求
め
が
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
起
腓
状
抄
本
等

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
起
所
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
」
を

『
よ
る
求
め
を
す
る
」
に
、
「
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
公
翫
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
に
記

戦
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

二
公
所
の
提
起
を
起
訴
状
の
提
出
に
よ
り
す
る
場
合
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
所
状
の
謄
本
を
提
出
す

の
各
号
を
加
え
る
。

〆
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等
を
一
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加

え
る
。一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
腫
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
起
誘
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
匠
が
と
ら
れ
た
場
合
起
訴
状
抄
本
等

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
起

訴
状
抄
本
等
の
提
出
」
を
「
求
め
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
翫
状
の
謄
本
を
提

る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
極
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記

較
さ
れ
た
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
戦
が
な
い
も
の
」

を
削
り
、
「
起
所
状
の
謄
本
を
」
を
「
、
欲
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
番
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起

瞬
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
世
が
と
ら
れ
た
場
合
起
所
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
麓
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
抄
本
等
を
提

出
す
る
」
を
「
第
一
頂
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
蹴
磁
的
記
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ

、
ン
』
。

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
す
る
場
合
弁
謹
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し

て
、
起
所
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
四
項
中
「
起
翫
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
腔
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
訴
状
抄
本

を
一
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
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第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
三
項
中
「
起
所
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記

載
さ
れ
た
一
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
翫
状
抄
本
等
に
記

載
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
「
起
解
状
の
謄
本
を
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
餓
各
号
に
定
め

る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
澄
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起

所
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
憧
が
と
ら
れ
た
場
合
起
斫
状
の
謄
本

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
中
「
起
折
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
謹
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
解
状
抄
本
等
を
提

出
す
る
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
睡
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る

措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
吹
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
趣
磁
的
記
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨

を
通
知
す
る
こ
と
。

二
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
所
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
弁
護
人
に
送
達

す
る
も
の
と
し
て
、
起
翫
状
抄
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
五
項
中
「
起
所
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
世
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
訴
状
抄
本

等
を
」
を
『
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加

等
を
」

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
公
訴
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
訴
状
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
醜
磁
的
紀
録
を
弁
護
人
に
送
達
す
べ
き
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

二
公
訴
の
提
起
を
起
訴
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本
を
提
出
す

え
る
。一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
腫
が
と
ら
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事

る
こ
と
。
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な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
』
を
「
措
腫
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
脈
状
に
記

載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
腓
状
抄
本
等
に
記

戦
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
「
第
四
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
起
訴
状
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
」
を
「
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
、
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
所
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
三

第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加

項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
起
訴
状
抄
本
等

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
中
「
記
載
し
た
密
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

え
、
同
条
第
三
項
中
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、

「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
、

「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
澗
抵
の
謄

本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
骸
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
四
項
中
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め

一
一 ’

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
綱
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交

付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
咳
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件

を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

一
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
弁
謹
人
に
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
、
又
は
配
録
さ
れ
て
い
る
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の

条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る
当
該
通
知
は
、
被
告
人
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
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に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
腓
状
抄
本
等
に
妃
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第

一
号
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁
判
密
若
し
く
は
裁
判
を
記
戦
し
た
調

書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
砺
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
し
、
又
は
弁
渡
人
に
裁
判
香
若
し
く
は
裁
判
を
記
載

し
た
調
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
該
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の

条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

’
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
錆
求
次
の
イ
又
は
口
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
腫

イ
裁
判
書
又
は
裁
判
を
妃
戦
し
た
關
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ

ロ
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
鰯
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
起

翫
状
抄
本
等
の
提
出
」
を
「
求
め
」
に
、
「
起
所
状
に
記
戦
さ
れ
た
」
を
『
当
骸
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
翫
状
抄

本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
一
を
「
が
同
項
第
一
号
一
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
一
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
一
に
、
「
裁
判
密
又
は
裁
判
を
記
戦
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も

の
を
交
付
す
る
」
を
「
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
慨
を
と
る
こ
と
。

二
第
岡
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
六
項
中
「
起
腓
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め

に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第

一
号
」
に
、
「
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
」
を
「
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
若
し
く
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を

ロ
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
世
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

イ
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
判
書
又
は
鯛
魯
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
一
部
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
書
面
又
は
愈
磁
的
肥
録
（
当
骸
個
人
特
定
砺
項
の
記
戦
又
は
記
録
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
内
容

と
。

と
＠

が
当
該
裁
判
書
又
は
鯛
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
提
供
す
る
こ

－65－－66－

視
聴
し
又
は
そ
の
内
容
の
」
に
、
「
の
閲
覧
」
を
「
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
・
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
超

瞬
状
抄
本
等
の
提
出
』
を
「
求
め
」
に
、
「
起
所
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
当
骸
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起
癖
状
抄

本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
が
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
十
一
条
」
を

「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
被
告
人
に
示
す
」
を
「
こ
れ
ら
を
執
行
す
る
た
め
の
措
置
に
用
い

る
」
に
、
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
交
付
す
る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
同
条
第
一
項
前
段
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
勾
引
状
一
と
あ
り
、
並
び
に
一
に
改
め
、
「
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
魯
中
「
令
状
一
と
一
を
削
り
、
「
同
項
中
」
を

『
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
一
↓
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
鯉
に
係

る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ

れ
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」
を
「
記
載
又
は
記
録
が
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、

「
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
」
と
あ
り
、
」
を
「
伺
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
『
勾
留
状
」
と
あ
り
、
並
び
に
」
に
改

め
、
「
あ
り
、
及
び
同
項
た
だ
し
寄
中
「
令
状
」
と
」
を
削
り
、
『
同
項
中
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
砺
項
及
び
第

六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と

あ
る
の
は
「
事
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
戦
が
」

を
「
妃
載
又
は
記
録
が
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
配
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
又
は
記

録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
が
」
を
「
配
載
又
は
記
録
が
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
『
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
勾
留
状

の
」
を
「
対
し
、
勾
留
状
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
又
は

第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
－
と
、
同
項
第
一
号
中
「
勾
留
状
が
一
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
が
一
と
、
「
そ
の
」
に
、
「
、
「
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の

又
は
第
二
百
七
条
の
二
第
二
項
本
文
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
』
を
「
「
こ
れ
ら
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
」
と
、
「
勾
留

状
に
肥
録
さ
れ
た
事
項
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
描
世
に
係
る
裁
判
長

又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
に
記
録
さ
れ
た
覗
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
一
条
の
二
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
及
び
映
像
と
音
声
の

送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
鰯
威
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。
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前
項
の
規
定
に
よ
り
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
適
当
と
認
め
る
場
所
に
在
席
し
た
被

告
人
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
百
八
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
八
十
八
条
の
二
弁
護
人
は
、
裁
判
所
が
第
二
百
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続

を
行
う
と
き
は
、
被
告
人
が
在
席
す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し

た
弁
護
人
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
百
九
十
条
の
三
第
一
項
中
「
供
述
書
」
を
「
供
述
書
（
愈
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三

百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
書
面
で
」
を
「
番
面
若
し
く
は
危
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ

る
」
を
「
が
あ
り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供
述
者
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
世
が
と
ら
れ
た
」

に
、
『
映
像
若
し
く
は
音
声
を
肥
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
媒
体
で
あ
っ
て
供
述
を
記
録
し
た
も
の
」
を
「
録
音
若
し
く

は
録
画
を
行
う
方
法
に
よ
り
供
述
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
中
『
起
訴
状
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
」

第
二
百
八
十
六
条
の
こ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
八
十
六
条
の
三
裁
判
所
は
、
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

審
理
の
状
況
、
弁
磯
人
の
数
、
噸
案
の
軽
重
そ
の
他
の
砺
怖
を
考
慰
し
た
上
、
や
む
を
得
な
い
砺
由
が
あ
り
、
被
告
人
の

防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
謹

人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
官
及
び
訴
舩
関
係
人
が
公
判
期
日
に

お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
昭
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送

受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
腿
餓
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
で
起
斫
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
保
釈
又
は
勾
囲
の
執
行
停
止
を
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
判
決
を
宣
告
す
る
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
同
一
構
内
へ
の
出
頭
に
伴
う
移
動
に
際
し
、
被
告
人
の
身
体
に
害
を
加
え
又
は
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
告
人

を
奪
取
し
若
し
く
は
解
放
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
．

二
被
告
人
が
そ
の
傷
病
又
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
同
一
構
内
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
総
め
る
と

き
⑨
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に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
解
の
提
起
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
聾
の

渦
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
所
状
に
配
戦
す
べ
き
事
項

二
公
所
の
提
起
を
起
所
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
斫
状

第
二
百
九
十
一
条
第
二
項
中
「
起
所
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
起
所
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
陛
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え

る
。

一
公
所
の
提
起
を
節
五
十
四
条
の
二
節
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
を
勉
子
叶
算
槻
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
公
所
の
提
起
を
起
脈
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
所
状
を
示
す
こ
と
。

第
二
百
九
十
一
条
第
三
項
中
「
起
訴
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、

当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
に
つ
い
て
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
」
を
加

え
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
「
当
談
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
第
一
．

百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
を
「
適
用
し
な
い
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削

り
、
同
条
第
五
項
中
「
起
所
状
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
り
、
か
つ
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
餓
措
世
に
係
る
個
人
特
定
砺
項
の
一
部
に
つ
い
て
第
二
百
七

十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
記
録
の
内
容
を
敏
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
し
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
書
面

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
第
一
↓
百
七
十
一
条
の
一
・
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
裁
判

所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
フ
ァ
イ
ル
（
第
預
十
四
条
の
四
た
だ
し
瞥
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
肥
錬

媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
脈
状
抄
本
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
書
面
そ
の
他
の
も
の
に

表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
第
一
・
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
脈
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
訴
状
抄
本
等
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内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
機
会
．
次
条
、
第
二
百
九
十
九
条
の
三
及
び
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
九

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
谷
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠

調
」
を
「
証
拠
調
べ
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
三
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を

「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
一
に
、
「
よ

り
起
訴
状
抄
本
等
を
提
出
し
た
』
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
－
に
、
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
一
を
「
第
三
百
十
二
条
の

二
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
勝
因
変
更
等
諭
求
書
面
抄
本
等
（
同
項
に
規
定
す
る
所
因
変
更
等
謂
求
替
面
抄
本
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記
載

さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、

「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
（
第
三
百
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
脈
因
変

更
等
請
求
香
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等

謂
求
番
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
及
び
「
い
ず
れ
も
」
を
削
り
、
「
第
七
項
及
び
同
号
」
を
「
第
七
項
及
び
次
条
第

を
示
す
こ
と
。

第
二
百
九
十
一
条
の
二
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
七
項
中
「
意
見
の
陳
述
に
代
え
意
見
を
記
載
し
た
聾
面
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に

代
え
て
書
面
に
よ
り
意
見
」
に
、
「
又
は
意
見
の
」
を
「
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
の

規
定
に
よ
り
書
面
が
提
出
さ
れ
た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
そ
の
旨
」
を
「
当
該
意
見
の
提
出
が
あ
っ
た
旨
」

に
、
「
そ
の
書
面
」
を
「
当
咳
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
吹
の
各
号
を
加
え
る
．

一
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出
が
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
骸
書
面

二
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
提
出
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
（
第
五
十

四
条
の
四
た
だ
し
番
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
意
見

第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
九
項
中
「
よ
る
書
面
」
を
「
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
証
拠
物
の
取
鯛
」
を
「
（
魎
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
三
百
五
条
を
除
き
、
以
下
同

じ
．
）
又
は
証
拠
物
の
取
鯛
ぺ
」
に
改
め
、
「
閲
覧
す
る
機
会
」
の
下
に
「
（
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が

趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
砥
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
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二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
り
起
脈
状
抄
本
等
又
は
訴
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を

「
よ
る
措
置
を
と
っ
た
」
に
、
「
起
翫
状
に
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
脈
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
瞬
因
変
更
等
舗
求
書

面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
謂
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
及
び
「
い
ず
れ
も
」
を
削

り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
よ
り
起
訴
状
抄
本

等
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
」

に
、
「
よ
り
訴
因
変
更
等
諦
求
書
面
抄
本
等
を
提
出
し
た
」
を
「
よ
る
求
め
を
し
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を

「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起

翫
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
訴
因
変
更
等
舗
求
瞥
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
請
求
書

面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
よ
り
起
脈
状
抄
本
等
又
は
腓
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
を

提
出
し
た
」
を
「
よ
る
描
世
を
と
っ
た
」
に
、
「
起
訴
状
に
配
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三

百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
訴
状
抄
本
等
に
記
戦
が
な
い
も
の
又
は
所
因

変
更
等
諭
求
書
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
訴
因
変
更
等
謂
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
起
翫
状
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
又
は
腓
因
変

更
等
請
求
書
面
に
記
戦
さ
れ
た
個
人
特
定
事
項
の
う
ち
脈
因
変
更
等
謂
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
が
な
い
も
の
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
健
対
象
者
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
措
匿
対
象
者
一
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
弁
護
人
に
裁
判
書
又

は
裁
判
を
記
戦
し
た
調
香
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
措
置
に
係
る
者
の

氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を

指
定
す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
措
世
に
係
る
者
」
を
「
措
匿
対
象

者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

’
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
謂
求
弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交

付
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
に
記
戦
さ
れ
て
い
る
当
該
措
腫
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら

な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。
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ロ
前
項
第
一
号
に
定
め
る
措
澄
を
と
る
こ
と
。
・

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
腫

イ
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
判
書
又
は
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
一
部
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
書
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
（
当
骸
措
置
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
又
は
記
録
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
裁
判
書
又
は
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を

提
供
す
る
こ
と
。

ロ
前
項
第
二
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
五
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
腫
対
象

者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
措
世
対
象
者
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
汝
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁

判
番
又
は
裁
判
を
記
戦
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
匿
に
係
る
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す

る
」
を
『
当
該
各
号
に
定
め
る
措
匿
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
措
浬
に
係
る
者
」
を
「
措
陞
対
象
者
」
に
改

め
、
同
項
に
吹
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
措
睡
を
と
る
こ
と
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
舗
求
弁
護
人
に
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
措
世
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
四
項
中
「
若
し
く
は
そ
の
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
措
固
対
象
者
」
と
い
う
．
）
若

し
く
は
措
置
対
象
者
の
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
裁
判
書
若
し
く
は
裁

判
を
記
載
し
た
澗
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
低
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
し
、
又
は

弁
護
人
に
裁
判
書
若
し
く
は
裁
判
を
記
載
し
た
胴
書
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
当
該
氏
名
若
し
く
は

住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は
被
告
人
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方
法
を
指
定

す
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
措
置
に
係
る
者
」
を
「
措
置
対
象
者
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諭
求
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

イ
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
戦
し
た
調
書
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
画
対
象
者
の
氏
名
又
は
住
居
の
記
載
が
な
い
も
の

を
交
付
す
る
こ
と
。
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記
録
」
に
、
「
取
鯛
」
を
「
取
調
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
条
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
「
を
記
録
し
た

記
録
媒
体
」
を
削
る
。

第
三
百
四
条
の
二
中
「
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
及
び
映
像
と
音
声
の
送
受

信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
職
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
三
百
七
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
三
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
五
十
七
条
の
六

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
の
取
調
べ
に
つ
い
て
は
、
当
該
鯛
番
の
一
部
と
さ
れ
た

醗
磁
的
記
録
の
内
容
を
再
生
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
長
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴

き
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
の
再
生
に
代
え
て
、
当
該
調
瞥
の
取
調
べ
を
諭
求
し
た
者
、
陪
席
の
裁
判
官
若

し
く
は
裁
判
所
書
記
官
に
当
該
調
番
に
配
録
さ
れ
た
供
述
の
内
容
を
告
げ
さ
せ
、
又
は
自
ら
こ
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き

》
（
》
。

二
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
錆
求
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
睡
を
と
る
こ
と
。

第
二
百
九
十
九
条
の
六
第
六
項
中
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
措
匿
対
象

者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
措
圃
対
象
者
」
に
、
「
を
閲
覧
し
又
は
そ
の
」
を
「
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
若
し

く
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
し
又
は
そ
の
内
容
の
」
に
、
「
措
置
に
係
る
者
の
氏
名
」
を
「
措
圃
対
象
者
の
氏

名
」
に
、
「
の
閲
覧
」
を
「
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
措
固
に
係
る
者
」
を
「
措
低
対
象

者
」
に
改
め
る
。

第
三
百
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
、
「
取
調
」
を
「
取
胴
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
一
条
の
二
第
一
項
中
「
書
面
一
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
記
録
媒
体
の
』
を
「
趣
磁
的
記
録
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
供
述
状
況
配
録
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
項
各
号
」
を
「
第
四

項
各
号
」
に
、
「
当
骸
記
録
媒
体
」
を
「
供
述
状
況
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
」
を

「
供
述
状
況
記
録
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
』
を
「
つ
い
て
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
録
媒
体
に
」
を
「
睡
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
条
中
「
乃
至
第
三
百
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
三
百
二
十
三
条
ま
で
」
に
、
「
密
面
」
を
「
番
面
又
は
砿
磁
的
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裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
五
十
七
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
再
生
す
る
鳩
合
に

お
い
て
、
必
要
と
閉
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
通
人
の
意
見
を
聴
き
、
第
百
五
十
七
条
の
五
に
規
定
す

る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
十
条
の
二
裁
判
所
書
記
官
は
、
証
拠
調
べ
を
終
わ
っ
た
証
拠
番
類
又
は
証
拠
物
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困

難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
十
二
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
麟
舗
求
を
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
百
十
二
条
第
五
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
所
因
変
更
等
諦
求
番
面
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
」
を
「
吹
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
、
当
麟
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
一
項
の
舗
求
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
所
因
変

更
等
請
求
瞥
面
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
を
配
録
し
た
電
磁
的
肥
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
翫
因
変
更
等
餉
求
書
面
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
）

二
第
一
項
の
謂
求
が
脈
因
変
更
等
舗
求
書
面
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
堀
合
所
因
変
更
等
舗
求
書
面
の
勝
本

第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
中
『
斫
因
変
更
等
舗
求
密
面
の
謄
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共

に
」
に
改
め
．
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
所
因
変
更
等
硝
求
杏
面
抄
本
等
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
」
に
、
「
所
因
変
更
等
舗
求
番
面
抄
本
等
を
」
を
「
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て

い
る
斫
因
変
更
等
鯖
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
を
肥
録
し
た
勉
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
紀
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
斫
因
変
更
等
餉
求
書
面
抄
本
等
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
を
配

第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
所
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
の
提
出
」
を
「
求

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
所
因
変
更
等
鯖
求
番
面
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
解
因
変
更
等
鮒
求
心

載
し
た
書
面
）

面
抄
本
等
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め
」
に
、
「
お
い
て
」
を
「
お
い
て
、
第
二
百
七
十
一
条
の
言
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
岡
第
一
・
項
中
「
公
所
の
提

起
」
と
あ
る
の
は
『
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
舗
求
」
と
、
鋪
二
百
七
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
七

十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
起
所
状
」
と
あ
る
の
は
『
翫
因
変
更
等
舗
求
書
面
」
と
」
に
、
「
第
二
百
七
十
一
条

の
五
第
一
項
」
を
「
同
項
、
同
条
第
四
項
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
起
訴
状
抄
本
等
」
と
あ

る
の
は
「
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
抄
本
等
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五

項
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め

手
（
》
Ｏ

第
三
百
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
審
面
」
を
『
書
面
若
し
く
は
趣
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
七
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び

弁
蔑
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
長
が
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に

お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
罷
め
る
も
の
に
検
察
官
又
は
弁
膜
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送

受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
開
繊
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
検
察
官
又
は
弁
醗
人
は
、
そ
の
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
出
頭

し
た
も
の
と
み
な
す
。

裁
判
所
は
、
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
に
合
蟻
体
の
構
成
員
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の

状
態
を
相
互
に
露
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
百
十
六
条
の
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び

被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ

て
、
適
当
と
腿
め
る
も
の
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
倣
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
臓
し
な
が

ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在

席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
公
判
前
整
理
手
続
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
百
十
六
条
の
十
中
「
書
面
に
」
を
「
書
面
若
し
く
は
飽
磁
的
記
録
に
」
に
改
め
る
。
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イ
被
告
人
閲
覧
す
る
機
会
（
当
該
証
拠
番
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
砿
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を

視
聴
す
る
機
会
）

ロ
弁
唆
人
閲
覧
し
、
及
び
謄
写
す
る
機
会
（
当
麟
証
拠
沓
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
妃
録
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
鮫
趣
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再

生
し
た
も
の
を
視
聴
し
、
及
び
当
骸
迩
磁
的
記
録
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し

く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
機
会
）

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
中
「
あ
っ
て
は
、
」
の
下
に
「
供
述
要
旨
書
面
等
舎
を
加
え
、
「
配
戦
し
た
書

面
）
を
閲
覧
す
る
機
会
（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
勝
写
す
る
機
会
）
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書

面
又
は
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
百
十
六
条
の
十
八
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
に
つ
い
て
、
次
の

イ
又
は
口
に
掲
げ
る
相
手
方
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
口
に
定
め
る
機
会
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
被
告
人
閲
覧
す
る
機
会
（
当
骸
供
述
録
取
替
等
又
は
当
該
供
述
要
旨
書
面
等
の
全
部
又
は
一
部
が
砥
磁
的
記
録

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容

第
三
百
十
六
条
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

公
判
前
整
理
手
続
調
書
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
、
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
一
項
中
「
提
出
し
、
及
び
被
告
人
又
は
弁
繊
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
書
面
の
提
出
及
び
送
付
並
び
に
第
二

項
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
告
人
又
は
弁
感
人
に
対
し
、
証
明
予
定
砺
実
を
記
戦
し
、
又
は
配
録
し
た
書

面
又
は
冠
磁
的
肥
録
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
証
明
予
定
砺
実
を
記
録
し
た
愈
磁
的

記
録
の
送
付
は
、
被
告
人
に
異
雛
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
を
閲
覧
す
る
機
会

（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
磯
会
）
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
相
手
方
の
区

分
に
応
じ
、
当
骸
イ
又
は
口
に
定
め
る
機
会
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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「
提
供
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
同
項
た
だ
し
書
及
び
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
沓
面
」
を
『
書
面
若
し
く
は
魎
磁
的
配
録
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改

め
、
同
項
第
八
号
中
「
書
面
」
を
「
替
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
押
収
手
続
等
配
録
魯
面
」
を

「
押
収
手
続
等
配
録
書
面
等
」
に
、
「
で
あ
っ
て
、
証
拠
物
の
」
を
「
又
は
砿
磁
的
妃
録
で
あ
っ
て
、
」
に
、
「
押
収
者
」

を
「
押
収
を
し
た
者
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
イ
中
「
押
収
手
続
等
記
録
密
面
一
を
「
押
収
手
続
等
記

録
譜
面
等
一
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
六
第
一
項
中
「
第
二
百
十
六
条
の
十
三
第
一
項
の
書
面
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
書

面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

館
三
百
十
六
条
の
十
七
第
一
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
二
第
一
項
の
書
面
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
書

面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
八
第
一
号
中
「
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項

を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
機
会
）

ロ
弁
膜
人
閲
覧
し
、
及
び
膳
写
す
る
機
会
（
当
餓
供
述
録
取
替
等
又
は
当
肱
供
述
要
旨
書
面
等
の
全
部
又
は
一
部

が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
蝕
磁
的
配
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、

又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
し
、
及
び
当
骸
敏
磁
的
配
録
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の

内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
機
会
）

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
二
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
密
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
被
告
人
に
対
す
る
地
磁
的
紀
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
一
覧
表
の
提
供
は
、
被
告
人
に
異
鍍
が
あ
る
と
き
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
十
円
第
三
項
中
「
記
駁
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
番
面
で
」
を
「
書
面
（
」
に
、
『
も
の
」
を
「
も
の
に
限
る
。
）
又
は
駐
磁
的
配
録
（
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供

述
者
の
署
名
又
は
押
印
に
代
わ
る
措
腫
が
と
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
の
標
目
」
を
「
又
は
当
該
勉
磁
的
記
録
の

標
目
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
す
べ
き
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
べ
き
」
に
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
、
「
記
載
し
な
い
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
交
付
」
を
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第
一
号
口
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
が
公
判
期
日
に
お
い
て
供
述
す
る
と
思
料
す
る
内
容
の
要
旨
を

記
載
し
た
書
面
）
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
」
を
「
供
述
要
旨
書
面
等
）
に
つ
い
て
、
第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
項

第
二
号
口
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
提
出
し
、
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
書
面
の
提
出
及
び
送
付
並
び
に
前
項
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
項
に
お
い
て
猫
用
す
る
第
三
百
十
六

条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」

に
改
め
、
『
こ
れ
を
一
を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
追
加
し
又
は
変
更
す
べ
き
証
明
予
定
蛎
実

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
二
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
」
を

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
五
項
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
．

第
三
百
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
」
を

「
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
談
証
拠
の
全
部
又
は
一
部
が
飽
磁
的
配
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
砿
趣
磁
的
記
録
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受

け
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
二
項
中
「
を
記
載
し
た
一
覧
表
の
提
示
」
を
「
の
一
覧
表
を
提
示
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同

項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
が
当
該
一
覧
表
を
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
一
覧
表
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
．

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
何
人
に
も
、
第
一
項
の
証
拠
又
は
前
項
の
一
覧
表
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
中
「
及
び
第
三
百
十
六
条
の
十
二
」
を
「
並
び
に
第
三
百
十
六
条
の
十
二
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
項
及
び
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五
項
中
「
規
定
は
、
」
を
「
規
定
は
」
に
、
「
又
は
」
を
「
が
行
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
公
判
酷
備
に
お
い
て
」
に
、
弓
い
て
」
を
「
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か

ら
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
審
理
の
状
況
、
申
出
を
し
た
者
の
数
そ
の
他
の
班
情
を

考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
申
出
を
し
た
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音

声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
議
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
手
続
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
当
麟
申
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
公
判
期
日
に
出
席
し
た

も
の
と
み
な
す
。

一
裁
判
官
及
び
解
舩
関
係
人
が
公
判
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
同

一
構
内
に
あ
る
も
の

二
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
適
当
と
認
め
る
も

の前
項
の
申
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
意
見
を
付

し
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
一
を
「
同
条
第
七
項
一
に
、
「
場
合
に
一
を
「
場
合
（
同
条
第
五
項

（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
面
前
」
を
「
面
前
（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
威

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
」
を
「
場
合

（
同
条
鯆
五
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
条
第
一
項
中
「
第
三
百
二
十
一
条
乃
至
第
三
百
二
十
八
条
」
を
「
次
条
か
ら
第
三
百
二
十
八
条
ま
で
」
に
、

「
抵
面
］
を
「
書
面
又
は
瞳
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。
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め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
三
条
中
「
以
外
の
番
面
」
を
「
及
び
駐
磁
的
記
録
以
外
の
盤
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中

「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
危
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
五
条
中
「
書
面
又
は
」
を
「
書
面
若
し
く
は
鯉
磁
的
記
録
又
は
」
に
、
「
に
記
栽
さ
れ
た
」
を
「
若
し
く
は

蝕
磁
的
記
録
に
肥
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
番
面
一
を
「
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
一
に
、
「
乃
至
前
条
一
を
「
か
ら
前
条
ま
で
一

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
鯛
」
を
「
証
拠
調
べ
一
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
一
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
七
条
中
「
文
書
の
」
を
「
文
書
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）

の
」
に
、
「
記
載
し
て
」
を
「
紀
載
し
、
又
は
愈
磁
的
紀
録
と
し
て
記
録
し
て
」
に
、
「
そ
の
文
書
」
を
「
そ
の
文
書
等
」

に
、
「
そ
の
書
面
」
を
「
当
該
魯
面
又
は
当
該
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
八
条
中
「
乃
至
第
三
百
二
十
四
条
」
を
「
か
ら
第
三
百
二
十
四
条
ま
で
」
に
、
「
書
面
」
を
「
密
面
若
し
く

は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
三
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
書
而
」
を
「
沓
面
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
裁
判
所
の
規

第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
啓
面
で
」
を
「
番
面
若
し
く
は
電
磁
的
紀
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ
る
」
を
「
が
あ

り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
供
述
者
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
世
が
と
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
餓
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
以
外
の
書
面
」
を
「
及
び
愈
磁

的
配
録
以
外
の
番
面
又
は
愈
磁
的
肥
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
誼
磁
的
記
録
又
は
」
に
、

「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
若
し
く
は
配
録
し
た
啓
面
若
し
く
は
睡
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載

し
た
番
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
し
た
醤
面
」
を

「
記
載
し
、
又
は
肥
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
記
録
媒
体
一
を
「
趣
磁
的
記
録
一
に
改
め
、
同
条
節
二
項
中
「
第
三
百
五
条
第
五
項

た
だ
し
書
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
三
中
「
記
録
媒
体
」
を
「
地
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
若
し
く
は
勉
磁
的
紀
録
で
あ
っ
て
」
に
、
「
の
あ
る
」
を
「
が
あ

り
、
若
し
く
は
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
被
告
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
代
わ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
疑
が
」
を
「
疑
い
が
」
に
改
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聴
す
る
機
会
）
」
を
加
え
る
。

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
中
「
第
二
百
九
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
二
百
九
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
六
十
条
中
「
魯
面
」
を
「
替
面
又
は
砿
磁
的
配
録
」
に
、
「
取
下
」
を
「
取
下
げ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
申
立
書
」
を
「
申
立
書
（
飽
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
差

し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
『
代
書
し
」
を
「
被
告
人
に
代
わ
っ
て
作
成
し
」
に
改
め
る
。

第
三
百
七
十
六
条
鋪
二
項
中
「
を
添
附
し
な
け
れ
ば
一
を
「
（
賊
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
条
及
び
第
三
百
八
十
六
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
一
に
改
め
る
。

第
三
百
七
十
七
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
充
分
な
」
を
「
十
分
な
」

に
、
「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
取
盟
を
「
取
鯛
べ
」
に
、
「
控
解
申
立
」
を
「
控
訴
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
控
斫
申
立
」
を
「
控
解
申
立
て
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
添
附
し
な
け
れ

ば
」
を
「
添
え
な
け
れ
ば
」
に
、
「
敗
卿
」
を
「
取
調
べ
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
三
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添

則
で
定
め
る
辿
馨
に
代
わ
る
措
置
を
と
っ
た
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
七
第
一
項
中
「
（
以
下
「
合
意
内
容
啓
面
」
を
「
又
は
電
磁
的
記
録
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
合
意
内
容
書

面
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
合
意
内
容
書
面
」
を
「
合
意
内
容
書
面
等
」
に
、
「
の
書
面
」
を
「
の
書

面
又
は
睡
磁
的
肥
録
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
八
及
び
第
三
百
五
十
条
の
九
中
一
合
意
内
容
啓
面
」
を
「
合
意
内
容
書
面
等
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
十
第
二
項
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
盤
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
に
対
す
る
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
当
砿
告
知
は
、
・
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
確
が
あ
る
と
き

は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
百
五
十
条
の
十
六
第
三
項
及
び
第
五
項
中
『
書
面
で
」
を
「
謹
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
飽
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
百
五
十
条
の
十
九
中
「
閲
覧
す
る
機
会
」
の
下
に
「
（
証
拠
書
類
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
愈
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
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に
、
「
そ
の
言
渡
」
を
「
そ
の
言
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
言
渡
を
受
け
た
者
を
匪
告
し
た
」
を
「
言
波
し
を
受

け
た
者
を
ぷ
告
し
た
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
匪
告
」
を
「
た
だ
し
、
ぶ
告
」
に
、
「
苗
渡
」
を
「
画
渡

し
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
言
渡
」
を
「
言
渡
し
」
に
、
「
あ
ら

た
に
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
書
面
」
を
『
書
面
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書

中
「
但
し
」
を
『
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
書
面
で
一
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
一
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
二
条
第
二
項
中
「
を
添
附
し
な
け
れ
ば
一
を
「
又
は
趣
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
と
同
時
に
、
合
意
内
容
書
面
」
を
「
に
併
せ
て
合
意
内
容
香
面
等
」
に
、
「
差
し
出

さ
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
合
意
内
容
番
面
」
を
「
合
意
内
容
書
面
等
」
に
、

「
差
し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
」
に
、
「
の
書
面
」
を
「
の
書
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
、
「
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
」
を

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
百
六
十
三
条
第
二
項
中
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
公

脈
の
提
起
」
を
「
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
さ
れ
た
」
に
、
「
第
四
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
所

え
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
を
添
附
し
な
い
」
を
「
が
添
え

ら
れ
て
い
な
ど
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
乃
至
第
三
百
八
十
二
条
」
を
「
か
ら
第
三
百

八
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
る
。

第
四
百
八
条
中
「
番
類
」
を
「
書
類
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
申
立
』
を
「
申
立
て
」
に
改
め
る
。

第
四
百
二
十
三
条
第
二
項
中
「
を
添
え
て
、
こ
れ
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
共

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
餓
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
抗
告
が
申
立
番
の
差
出
し
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
該
申
立
番
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
啓
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
絞
申
立
番
）
〃

二
抗
告
が
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
申
立
番
に
記
戦
す

ぺ
き
事
項
を
配
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録

さ
れ
て
い
る
申
立
杏
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
野
面
又
は
勉
磁
的
記
録
）

第
四
百
三
十
五
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
言
渡
を
し
た
確
定
判
決
」
を
「
言
渡
し
を
し
た
砿
定
判
決
」
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状
の
勝
本
の
提
出
」
を
「
さ
れ
、
第
四
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
さ
れ

た
」
と
あ
る
の
は
「
さ
れ
、
第
四
百
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
起
所
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
」
に
、
「
と
も

に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
は
、
公
訴
の
提
起
を
第
彌
十
四
条
の
↓
一
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
．

第
四
百
六
十
八
条
第
五
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
『
第
四
百
六
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第

四
百
六
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
密
中
「
但
し
、
第
七
十
条
第
一
項
但
櫓
」
を
「
た
だ
し
、
第
七
十
条
第
一
項
た
だ
し

書
一
に
、
「
第
百
八
条
第
一
項
但
書
一
を
「
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
下
一
を
「
取
下

げ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
在
る
」
を
「
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

第
四
百
七
十
三
条
中
「
書
面
で
」
を
「
抵
面
又
は
砿
磁
的
肥
録
に
よ
り
」
に
、
「
こ
れ
に
裁
判
番
又
は
裁
判
を
記
載
し
た

調
怒
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
当
骸
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
餓
各
号
に

定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
瞥
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
裁
判
書
の
原
本
、
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
裁
判
書
の
原
本
又
は
同
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
又
は
餓
判
を
記
載
し
た
鯛
密
の
勝
本
若
し
く
は
抄

本
」
を
削
り
、
「
、
こ
れ
を
」
を
「
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定
め
る
書
面
又
は
趣
磁
的
配
録
に
駆
印

し
、
又
は
法
務
省
令
（
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
の
規
則
〉
で
定
め
る
認
印
に
代
わ
る
描
腫
を

と
っ
て
、
そ
の
指
揮
を
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
裁
判
密
が
書
面
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
番
面
で
あ
る
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
当
咳
裁
判
番
又
は
当
骸
澗

番
の
謄
本
又
は
抄
本

二
裁
判
書
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
る
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
当
該
裁
判

番
、
当
該
澗
魯
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
密
面
又
は
当
餓
裁
判
密
若
し
く
は
当
麟
鯛
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
一
部
を
記
戦
し
、
若
し
く
は
配
録
し
た
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
麟
事
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の

第
四
百
七
十
八
条
中
「
を
作
り
」
を
「
（
勉
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
作
り
」
に
、
「
と
も

に
」
を
「
共
に
」
に
、
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
暑
名
押
印
に
代
わ
る
措

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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収
容
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
百
八
十
四
条
の
二
中
「
前
条
前
段
」
を
「
前
条
第
一
項
前
段
」
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
七
条
中
「
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

収
容
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
が
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
置
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
収
容
状
が
瞥
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
収
容
状
が
砿
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
世
（
収
容
状
に
記
録
さ
れ
た
事

項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
氏
名

が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
四
百
八
十
九
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
務
省
令
で
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
百
九
十
二
条
の
二
中
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
」
を
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
股
に
い
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
理
由
を
告
げ
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を

聴
く
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
そ
の
者
を
在
席
さ
せ
て
当
該
手
続
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
梢
が
あ
る
と
き
は
、
刑
事

施
設
に
そ
の
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
鰐
職
し
な
が
ら
通
潴
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
咳
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
裁
判
所
が
当
砿
手
続
を
す
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
二
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
節
七
十
二
条
第
一
項
、
第

七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
四
条
の
頃
中
「
第
三
項
、
」
を
「
第
四
項
、
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
四
条

第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項

罪
名
、
公
脈
車
実
の
要
旨
、
引
致
す
胴
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、

べ
き
場
所
又
は
勾
留
す
ぺ
き
当
鮫
裁
判
が
硫
定
し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
胴
金
の
金
額
、
胴
金
を
完

－102－ －101－

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
一
項
中
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
」
を
「
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
の
表
第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七

十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四
条
並
び
に
第
七
十
五
条
の
項
中
『
第
六
十
二
条
、
第
六
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
四
条

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
の
表
第
六
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」

に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

拘
世
状
は
、
密
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
八
第
二
項
の
表
第
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
号
の
項
の
欲
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
二
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

公
腓
事
実
の
要
旨

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
世
の
期
間
、
拘
置
す
べ
き

胴
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨

－103－－104－

第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）

裁
判
長

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
醜
み
替
え
て
躯
用
す
る
第
六
十

四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
第

二
号

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

裁
判
長

前
二
項

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
項

第
四
百
九
十
四
条
の
七
第
三
項
に
お

い
て
跣
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
項

各
号



第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
の
表
第
六
十
四
条
節
二
項
の
項
中
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三

項
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
の
項
中

き
る
。

第
五
百
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

二
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
一
項
第

三

ｰ

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

裁
判
長

ー

を

。

罪
名
、
公
所
事

－106－ －105－

第
五
百
十
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
若
手
し
、
又
は
愈
磁
的

記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
咳
各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
配
録
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
当
骸
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
若
手
し
、

又
は
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
当
該
令
状
が
芯
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
差
押
え
、
捜
索
若
し
く
は
検
証
に
蒋

手
し
、
又
は
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
検
察
官
（
第
五
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
検
察
事
務
官
に

処
分
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
）
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
か
ら
令
状
を
消
去
す
る

こ
と
そ
の
他
の
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
描
世
を
と
り
、
か
つ
、
当
麟
措
圏
を
と
っ
た
旨
を
配
録
し
た
趣
磁
的
記
録
を

裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
五
百
十
条
第
二
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
三
項
』
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
当
餓
令
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
当
砿
令
状
が
地
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
裁
判
所
の
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
睡
（
当
鮫
令
状
に
紀
録

さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
嘗
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
五
百
十
一
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
一
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
令
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

坐
式
』
》
（
》
ロ

第
五
百
十
三
条
第
一
項
中
「
節
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
つ
い
て
、
第
百
十
条
」
を

「
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
執
行
」
と
」
を
「
執
行
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中

「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に

－107－－108－

第
七
十
三
条
第
三
項

公
解
事
実
の
要
旨

前
二
項

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

罰
金
が
完
納
さ
れ
て
い
な
い
旨

第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に

お
い
て
醜
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一

項 第
四
百
九
十
四
条
の
十
二
第
三
項
に

お
い
て
醜
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一

項
各
号

裁
判
長
又
は
受
命
数
判
官

罪
名
、
公
訴
事
実
の
要
旨

裁
判
長

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、

当
該
裁
判
が
確
定
し
た
日
、
当
咳
裁

判
に
係
る
関
金
の
金
額
、
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
匿
の
期
間

罰
金
の
裁
判
を
告
知
し
た
裁
判
所
、

当
砿
裁
判
が
確
定
し
た
日
、
当
該
裁

判
に
係
る
罰
金
の
金
額
、
罰
金
を
完

納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
留
腫
の
期
間



本
則
に
次
の
一
編
を
加
え
る
。

第
八
編
雑
則

第
五
百
十
七
条
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
法
務
省
令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産

省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国
士
交
通
省
令
、
環
境
省
令
及
び
防
衛
省
令
と
す
る
．

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
叶
算
機
損
壊
等
公
務
執
行
妨
害
）

限
る
。
）
」
と
、
「
裁
判
長
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
節
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
鋪
五
百

十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
」
に
、
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
」
』
を
「
第

一
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
」
」
に
、
「
第
二
百
十
八
条
」
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
」

に
、
「
第
五
百
九
条
」
」
を
「
第
五
百
九
条
第
一
項
」
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
条
第
一

項
」
に
、
「
者
」
と
」
を
「
者
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
裁
判
長
」
と
あ
る
の
は
「
裁

判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」

と
一
に
、
「
第
一
項
一
一
を
「
第
一
項
に
三
に
、
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
一
を
「
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
一
に
、

「
第
二
百
十
八
条
」
」
を
「
第
二
百
十
八
条
第
一
項
」
」
に
、
「
第
五
百
九
条
」
」
を
「
第
五
百
九
条
第
一
項
」
」
に
改

め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
の
二
前

段
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
の
二
前
段
」
に
、
「
執
行
」
と
」
を
「
執
行
」
と
、
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
一
条
第
四
項

に
お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
百
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
裁
判
長
」
と
あ
る
の

項
」
に
改
め
る
。

は
「
裁
判
長
又
は
裁
判
官
」
と
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
『
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
百
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
一
項
」
と
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
者
」
と
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
百
十
三
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
五
百
十
五
条
第
四
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
、
第
百
六
十
八
条
第
二
項
」
を
「
、
第
百
六
十
八
条
第
四
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以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
電
磁
的
記
録
印
章
等
を
使

用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
作
成
す
べ
き
睡
磁
的
記
録
文
寄
等
を
偽
造
す
る
行
為

第
百
五
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
公
務
員
」
を
「
若
し
く
は
公
務
貝
」
に
、
「
又
は
署
名
し
た
文
書
又
は
図
画
」
を
「
若

し
く
は
署
名
し
た
文
番
等
又
は
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
が
蝕
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
文
書

等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
文
害
」
を
「
文
番
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
蝕
磁
的
記
録
文
番
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
六
条
中
「
文
書
一
を
『
文
書
等
一
に
、
「
図
画
一
を
「
趣
磁
的
記
録
文
書
等
一
に
、
「
印
章
又
は
署
名
一
を

「
印
章
等
又
は
電
磁
的
記
録
印
章
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
旅
券
」
を
「
若
し
く
は
旅
券
」
に
、
「
さ
せ
た
」
を
「
さ
せ
、
又
は
蹴
磁
的
記
録
文
書

等
そ
の
他
の
勉
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
免
状
、
鑑
札
若
し
く
は
旅
券
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
不

実
の
記
録
を
さ
せ
た
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
八
条
第
一
項
中
「
文
魯
」
を
「
文
書
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
髄
磁
的
記
録
文
魯
等
」
に
、
「
又
は
前
条
第
一

項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
供
し
た
」
を
「
供
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
餓
磁
的
記
録
を
人
の
聯
務
処
理
の
用
に
供
し

た
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
の
二
公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
勉
子
計
算
槻
若
し
く
は
そ
の
用
に
供

す
る
電
磁
的
記
録
を
損
填
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
趣
子
計
算
磯
に
虚
偽
の
憎
報
若
し
く
は
不
正
な
指
令
を

与
え
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
愈
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に

反
す
る
動
作
を
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
流
十
万
円
以
下
の
削
金
に
処
す
る
。

第
百
五
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

行
使
の
目
的
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

｜
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
若
し
く
は
署
名
（
以
下
こ
の
章
、
第
百
六
十
五
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て

「
印
章
等
一
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
作
成
す
べ
き
文
魯
若
し
く
は
図
画
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
等
を
使
用
し
て
公

務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
作
成
す
ぺ
き
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

二
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
趣
磁
的
記
録
印
章
等
（
印
章
等
と
し
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
賦
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
、
第
百
六
十
五
条
及
び
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員

の
作
成
す
べ
き
勉
磁
的
記
録
文
瞥
等
（
文
書
等
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
勉
磁
的
記
録
を
い
う
。
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く
は
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
虚
偽
の
記
録
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
文
書
」
を
「
文
書
等
」
に
、
「
図
画
」
を
「
砿
磁
的
記
録
文
番
等
」
に
、
「
記
載
」
を
「
記

載
若
し
く
は
記
録
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
中
「
印
章
」
を
「
印
章
等
」
に
、
「
署
名
」
を
「
趣
磁
的
紀
録
印
章
等
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
記
号
」
の
下
に
「
又
は
勉
磁
的
記
録
肥
号
（
配
号
と
し
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
醜
磁
的

記
録
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
記
号
一
の
下
に
「
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
記
号
一

を
加
え
る
。

第
百
六
十
七
条
中
「
印
軍
」
を
「
印
章
等
」
に
、
「
署
名
」
を
「
勉
磁
的
記
録
印
軍
等
」
に
改
め
る
。

（
検
察
審
査
会
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
裁
判
所
長
又
は
地
方
裁
判
所
支
部
に
勤
務
す
る
裁
判
官

が
、
起
立
し
て
、
良
心
に
従
い
公
平
賊
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
番
面
又
は
そ
の
旨
を
記

書
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
項
を
恢
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
使
の
目
的
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一
他
人
の
印
章
等
を
使
用
し
て
楢
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
証
明
に
関
す
る
文
書
等
を
偽
造
し
、
又
は
偽
造
し
た
他
人

の
印
章
等
を
使
用
し
て
梅
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
鉦
明
に
関
す
る
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

二
他
人
の
愈
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
権
利
、
義
務
若
し
く
は
覗
実
証
明
に
関
す
る
趣
磁
的
記
録
文
書
等
を
偽
造

し
、
又
は
偽
造
し
た
他
人
の
趣
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
梱
利
、
義
務
若
し
く
は
事
実
旺
明
に
関
す
る
斌
磁
的
記

録
文
書
等
を
偽
造
す
る
行
為

第
百
五
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は
署
名
し
た
権
利
、
義
務
又
は
一
を
「
若
し
く
は
署
名
し
た
権
利
、
義
務
若
し
く
は
」

に
、
「
文
書
又
は
図
画
」
を
「
文
魯
弊
又
は
他
人
が
醜
磁
的
記
録
印
章
等
を
使
用
し
て
作
成
し
た
楠
利
、
装
務
若
し
く
は
事

実
証
明
に
関
す
る
砥
磁
的
記
録
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
文
書
又
は
図
画
」
を
「
文
番
等
又
は
敵
磁
的
記
録
文

第
百
六
十
条
中
「
公
務
所
」
を
「
、
公
務
所
」
・
に
、
「
検
案
密
又
は
」
を
「
検
案
啓
若
し
く
は
」
に
、
「
し
た
」
を

「
し
、
又
は
公
務
所
に
提
出
す
べ
き
睡
磁
的
配
録
文
書
等
で
あ
っ
て
、
診
断
番
、
検
案
書
若
し
く
は
死
亡
証
瞥
の
全
部
若
し
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
睡
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
（
検
察
審
査
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
睡
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
審
査
の
申
立
て
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
晒
子
計
算
槻
と
を
魎

気
通
侶
回
線
で
接
統
し
た
勉
子
傭
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
か
つ
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
掲
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
鯉

め
る
も
の
に
検
察
官
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
榧
面
」
を
「
書
面
又
は
砥
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
砥
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
そ
の
呼
出
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
申
立
人
又
は
証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適

録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
昭
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
を

朗
航
し
、
検
察
審
査
瓜
及
び
補
充
員
を
し
て
、
当
咳
書
面
に
署
名
押
印
さ
せ
、
又
は
当
麟
趣
磁
的
記
録
に
法
務
省
令
で
定

め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
低
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
一
ゞ
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

招
集
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
中
「
検
察
審
査
員
及
び
補
充
貝
に
対
す
る
一
を
削
り
、
「
、
場
所
及
び
一
を
「
及
び
場
所
並
び
に
｝
に
、

「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
配
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
因
り
」
を
「
よ
り
」
に
、
「
魯
面
で
」
を
「
曾
面
又
は
砥
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
．

第
三
十
一
条
中
「
の
申
立
」
を
「
の
申
立
て
」
に
、
「
且
つ
申
立
の
理
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
法
務
省
令
で
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定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
儀
決
の
要
旨
が
記
載
さ
れ
た
番
面
を
」
に
、
「
議
決
の

要
旨
を
掲
示
し
、
且
つ
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
雛
決
の
要
旨
を
当
鮫
検
察
審
査
会
事
務
局
に
設
置
し
た
砥
子
計
算
機
の
映
像

面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
き
、
か
つ
」
に
、
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
、
「
か
か

る
」
を
『
係
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
蟻
決
魯
の
謄
本
の
」
を
『
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
よ
り
当
餓
厳
決
に
係
る
厳
決
書
の
勝
本
の
一
を
「
よ
る
一
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
検
察
官
に
異
雛
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
昭
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察

審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
肥
め
る
も
の
に
検
察
官
を
在
席
さ
せ
、

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
繊
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意

見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
れ
ば
足
り
る
。

節
四
十
一
条
の
七
第
一
項
中
「
記
戦
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
そ
の
雛
決
書
の
勝
本
」
を
「
当
骸
議
決
書
の
謄
本
又
は
当
餓
雛
決
書
に
記

第
三
十
八
条
の
二
中
「
意
見
杏
」
の
下
に
「
（
地
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
．
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
中
「
附
し
た
鍍
決
密
」
を
「
付
し
た
鍍
決
書
（
愈
磁
的
紀
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
第
四
十
一
条

の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
当
麟
雛
決
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
車
項
を
配
戦
し
、
精

し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
蟻
決
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
」
に
、
「
七
日
間
」
を
「
七
日
間
、
躍
決
の
要
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特

当
と
腿
め
る
も
の
に
審
査
申
立
人
又
は
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
借
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
寵

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

検
察
審
査
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
当
と
脇
め
る
者
か
ら
法
律
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
専
門
的
助
曾
を
微
す
る
場

合
に
お
い
て
、
相
当
と
腿
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
察
審
査
員
が
審
査
を
行
う
た
め
に
在
席
す

る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
罷
め
る
も
の
に
当
該
相
当
と
認
め
る
者
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信

に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
脇
餓
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
専
門
的
助
言
を
微
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

－117－－118－

第
五
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
条
の
一
こ
を
「
第
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
蹴
磁
的
記
録
（
融
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
愈
子
計
算
擬
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
戦
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
砿
磁
的
配
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
蟻
決
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
（
第
四
十
一
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
「
起
訴
錨
決
書

謄
本
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
殿
決
番
の
謄
本
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
」
を
「
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
場
合
」
に
、
「
鍵
決
書
の
謄
本
」
を
「
起
斫
織
決
書
謄
本
等
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
七
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四

十
一
条
の
七
第
三
項
」
に
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
」
を
「
当
骸
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
一
を
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
骸
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を

閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
鮫
電
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ

を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
第
一
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
駐
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
五
条
の
四
検
察
官
及
び
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
は
、
申
立
て
、
調
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
最
高
裁
判
所
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
晒
子
傭
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
（
入

出
力
装
匿
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機

と
を
危
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
燗
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
裁
判
所

の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
又
は

当
該
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
雄
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
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を
加
え
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
の
五
の
見
出
し
中
『
鑑
定
嘱
舵
」
を
「
鑑
定
嘱
駝
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
捜
索
」
を
「
（
刑
砺
所
舩

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
．
）
を
含
む
．
次
項
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
、
同

法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
趣
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限

る
。
次
項
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
単
に
「
砥
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
と
い
う
。
）
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
一
を
削
り
、
「
捜
索
」
を
「
捜
索
、
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
に
、
「
、
こ
れ
を
一
を

「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
六
第
一
項
中
「
と
と
も
に
」
を
「
及
び
蝕
磁
的
紀
録
と
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に

「
（
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

当
骸
申
立
て
等
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
こ
の

法
律
そ
の
他
の
当
骸
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
当
骸
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
当
骸
申
立
て
等
は
、
当
肢
書
面
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
前
項
の
勉
子
梢
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
麟
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
弁
唖
士
で
あ
る
付
添
人
が
、
同
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
電
子
針
算
機
の
故

障
そ
の
他
の
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
砺
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
）

第
五
条
の
両
申
立
て
等
が
、
魯
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
、

又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
砿
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
鮫
書
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

を
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
餓
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
蛎
情

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
呼
出
状
及
び
同
行
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
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３
抗
告
受
理
の
申
立
て
を
受
け
た
原
裁
判
所
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
麟
各
号
に

定
め
る
も
の
を
商
等
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
抗
告
受
理
の
申
立
て
が
第
五
条
の
四
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
申
立
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
五
条
の
五
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に

肥
録
さ
れ
て
い
る
申
立
笹
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
配
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
）

二
抗
告
受
理
の
申
立
て
が
申
立
書
の
差
出
し
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
該
申
立
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し

た
愈
磁
的
記
録
（
第
五
条
の
五
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
骸
申
立
書
）

第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
］
に
改
め
る
．

（
刑
事
訴
舩
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
刑
事
跡
舩
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条
刑
事
跡
舩
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
同
行
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
検
証
、
押
収
、
捜
索
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
捜
索
」
を
「
、
捜
索
又
は
趣

磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
、
捜
索
及
び
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
、
「
、
こ

れ
を
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
第
二
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
の
規
定
は
前
二
項
の
同

行
状
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
一
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
二
項
の
申
立
密
の
」
を
「
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

第
二
項
の
次
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
．

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
新
法
第
四
十
六
条
」
を
「
刑
覗
脈
舩
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
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２
刑
砺
訴
舩
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
腓
舩
関
係
人
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
冠
磁
的
記
録
の
提
供

を
謂
求
す
る
場
合
の
費
用
の
額
は
、
当
分
の
間
、
当
峡
書
面
に
つ
い
て
は
用
紙
一
枚
に
つ
き
六
十
円
、
当
骸
愈
磁
的
記
録

に
つ
い
て
は
一
件
に
つ
き
八
千
四
百
円
と
す
る
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条
刑
事
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
九
条
の
二
代
理
人
が
弁
護
士
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
は
、
申
立
て
、
舗
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申

述
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除
き
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
虹
子
傭
報

処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
当
該
代
理
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
鰻
と
を
砥
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

を
使
用
し
て
当
骸
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
叩
に

「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
配
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
危
子
惰
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
該
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
代
理
人
が
、
同
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
駐
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
そ
の
責

め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。

（
裁
判
所
書
肥
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
）

第
九
条
の
三
申
立
て
等
が
、
密
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除
く
。
）
、

又
は
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
咳
魯
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
に
肥
録
さ
れ
て
い
る
車
項

を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
骸
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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提
供
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
在
掴
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
又
は
在
留
カ
ー
ド
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
在
留
カ
ー
ド
砿
磁
的
記
録
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
在
留
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
在
留
カ
ー
ド
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
在
留
カ
ー
ド
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
在
留
カ
ー
ド
（
偽

造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
前
条
第
一
項
の
在
間
カ
ー
ド
勉
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含
む
．
）
一
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
行
使
の
目
的
又
は
人
の
事
務
処
理
を
映
ら
せ
る
目
的
で
、
偽
造
さ
れ
、
若
し
く
は
変
造
さ
れ
、
又
は
不
正
に
作
ら
れ
た

在
囲
カ
ー
ド
蝕
磁
的
配
録
を
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
椴
と
す
る
。

（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
耶
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
股
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

第
十
四
条
中
「
聞
き
』
を
「
聴
き
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
縄

職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
決
定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
砿

磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
決
定
書
の
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
決
定
番
に
係
る
電
磁
的
記
録

を
、
検
察
官
及
び
餉
求
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
当
骸
被
疑
者
を
」
を
「
入
国
警
側
官
に
対
し
、
当
麟
被
疑
者
を
引
き
渡
す
と
と
も

に
、
」
に
、
「
と
と
も
に
入
国
警
備
官
に
引
き
渡
す
」
を
「
並
び
に
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
魯
類
及
び
証
拠
物
を
入
国
警
側
官
に
引
き
渡
す
」
を
「
入
国
警
伽
官
に
対
し
、
書
類
及
び
証
拠
物
並
び
に
餓
磁
的
記
録
を
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第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
魯
類
等
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
愈

磁
的
記
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く

ら
す
る
」
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判

官
か
ら
合
衆
国
耶
隊
の
櫓
限
あ
る
者
に
嘱
詑
し
て
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
筋
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
匿
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
一
と
あ
る
の
は
「
事
項
一
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
一
に
、
「
記
載

し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
肥
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

Ｌ
な
け
れ
ば
」
一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
２
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
勉
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
餌
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
梢
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
率
所
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措

澄
を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
研
舩
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
を
と
っ
て
、
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二

百
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
蓬
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
襲
所
舩
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
談
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
勉
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
趣
磁
的
妃
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
、
二
は
、
」
を
「
）
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警

察
員
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
魯
中
「
検
証
の
嘱
能
』
を
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
検
証
」
に
、
「
又
は
裁
判
官
か

一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
盤
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
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保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
愈
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
（
以
下
」
を
「
（
吹
条
第
三
項
及
び
節
四
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
六
条
の
三
第
二
項
を

、
、

除
き
、
以
下
一
に
、
「
け
ん
騒
一
を
「
け
ん
騒
一
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
あ
た
る
一
を
「
咳
当
す
る
一
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
町
条
踊
一
頃
に
咳
当
す
る
』
け
為
を
亘
農
に
印
り
僻
た
峨
削
弄
又
な
唆
判
官
或
、
自
ら
陵
削
を
す
る
喝
△
ロ
を
縦
き
、
次
、

前
条
第
一
項
に
骸
当
す
る
行
為
を
直
接
に
知
り
得
た
裁
判
所
又
は
裁
判
官
は
、
自
ら
裁
判
を
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の

は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
世
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
保
管
す
る
瞥
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
脇
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
又
は
当
該
危
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
し
、
若
し
く
は
配
録
し
た
書
面
若
し
く
は
駐
磁
的
肥
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
飽
磁
的
配
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
餓
愈
磁
的
肥
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
」
を
『
若
し
く
は
」
に
、
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
の

二
裁
判
官
が
舗
求
す
る
場
合
そ
の
裁
判
官
所
属
の
裁
判
所

４
前
項
の
舗
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
咳
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
制
裁
を
科

す
べ
き
旨
の
諭
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
裁
判
所
が
舗
求
す
る
場
合
そ
の
裁
判
所
を
構
成
す
る
毅
判
官
所
属
の
栽
判
所
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一
裁
判
所
が
舗
求
し
た
場
合
そ
の
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
を
も
っ
て
栂
成
す
る
裁
判
所

二
裁
判
官
が
舗
求
し
た
場
合
そ
の
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
を
も
っ
て
構
成
す
る
裁
判
所

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
弁
謹
士
の
補
佐
）

第
三
条
の
二
裁
判
所
は
、
制
裁
を
科
す
る
裁
判
の
手
続
が
遅
延
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
本
人
に
事
件

に
つ
き
弁
謹
士
の
補
佐
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
本
人
は
、
事
件
に
つ
き
弁
護
士
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
」
と
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
申
立
」
を
「
申
立
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

４
第
一
項
の
抗
告
を
す
る
場
合
に
は
、
本
人
は
、
弁
賎
士
を
代
理
人
に
逓
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
申
立
に
つ
い
て
高
等
裁
判
所
一
を
「
申
立
て
に
つ
い
て
高
等
裁
判
所
一
に
、
「
左
の
一
を
「
次
に
掲

げ
る
一
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
誤
」
を
「
に
誤
り
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
『
申
立
」
を
「
申
立
て
一
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
『
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
．

（
趣
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
六
条
の
二
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
、
謂
求
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
「
申
立
て
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
当
骸
申
立
て
等
に
関
す
る
こ
の
怯
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
魯
面
等
（
啓
面
、
番
類
、
文
魯
、

脇
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
鰐
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
愉
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
又

第
四
条
第
四
項
中
「
、
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、
第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
」
及
び

「
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
、
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
、
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
二
百

三
十
二
条
の
二
」
を
削
り
、
「
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
」
を
「
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
二
条
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
廷
等
の

る
0 が

、
裁
判
を
す
る
。

る
｡
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一
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
本
人
を
補
佐
す
る
弁
醗
士
当
該
本
人
を
補
佐
す
る
事
件
・

二
第
五
条
第
四
項
（
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
弁

護
士
当
該
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
事
件

２
前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
芯
子
計
算
磯
の
故
障
そ
の
他
そ
の
責
め
に
帰
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
那
由
に
よ
り
、
砥
子
愉
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
魯
面
等
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
六
条
の
四
申
立
て
等
が
魯
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
と
き
を
除

く
。
）
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
咳
瞥
面
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

（
勉
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
の
特
例
）

第
六
条
の
三
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
鮫
各
号
に
定
め
る
珈
件
の
申
立
て
等
を
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一

3 2

は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
も
の
（
当
麟
戟
判
所
の
裁
判
長
若
し
く
は
受
命
裁
判
官
又
は
受
庇
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
も
の

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
砿
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁

判
所
規
則
で
定
め
る
飽
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
第
六
条
の
五

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
と
を
電
気
通
償
回
線
で
接
続
し
た
趣
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
当
咳
番
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
敵
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

亨
（
》
ｅ

前
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
（
次
項
に
お
い
て
「
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
一
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規

定
に
規
定
す
る
書
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
法
令
そ
の
他
の
当
麟
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規

定
を
適
用
す
る
。

瞳
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
は
、
当
該
篭
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
に
係
る
率
項
が

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
、
当
咳
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

項
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
、

口
頭
で
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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し
、
当
肢
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
書
面
等
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
等
）

第
六
条
の
流
裁
判
所
書
紀
官
は
、
柚
条
の
申
立
て
等
に
係
る
書
面
等
の
ほ
か
、
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お

い
て
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
番
面
等
又
は
蝕
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
戯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
記
録
し
た
肥
録
媒
体
に
配
戦
さ
れ
、
又
は
配
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
駆
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
刑
事
所
舩
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
十
一
《
条
鯆
二
項
、
第
六
十
四
条
（
第
一
項
各
号
を
除

く
。
）
、
第
七
十
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
前
段
及
び
第
三
項
、
第
七
十
四

条
、
第
百
二
十
六
条
並
び
に
第
百
二
十
七
条
の
規
定
は
、
収
容
状
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
被
告
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
制
裁
を
科
す
る
裁
判
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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別
表
を
削
る
。

（
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
節
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
箙
す
る
。

第
三
条
中
二
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
又
陸
を
「
（
趣
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鱒
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
又
は
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
若
し
く
は
睡
磁
的
記
録
」
に
、

「
を
添
附
し
」
を
「
（
蹴
磁
的
記
録
を
含
む
．
第
十
条
第
四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
て
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
』
に
、
「
行
な
う
」

を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後

は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
拘
禁
許
可
状
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
を
記
載

し
、
裁
判
官
が
配
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
拘
禁
許

可
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
拘
禁
許
可
状
が
飽
磁
的
記
録
に
よ
る
鳩
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
拘
束
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず

東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
検
察
事
務
官
等
に
拘
禁
許
可
状
に
よ
る

拘
束
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
及
び
当
該
検
察
事
務
官
等
）
の
使
用
に
係
る
餓
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
拘
禁
許
可
状
を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
最
高
栽
判
所
規
則
で
定

め
る
措
低
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
描
圏
を
と
っ
た
旨
を
配
録
し
た
蝕
磁
的
記
録
を
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
四
条
第
一
項
中
「
引
渡
し
の
舗
求
に
関
す
る
笹
面
の
」
を
削
り
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項

前
二
項

公
解
砺
実
の
要
旨
及
び
令
状

つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
一
つ
い
て
第
一
項
各
号

第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号

収
容
状

同
項
前
段

同
項
各
号
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第
七
十
二
条
第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
三

条
第
一
項
第
二
号

第
六
十
四
条
第
一
項

裁
判
長

検
察
官

裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官

氏
名
及
び
住
居
、
罪
名
、
公
解
率
実

の
要
旨
、
引
致
す
べ
き
場
所
又
は
勾

留
す
ぺ
き
刑
砺
施
股
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
咳
各

号
に
定
め
る
事
項
並
び
に
発
付
の
年

月
日
そ
の
他
裁
判
所
の
規
則
で
定
め

る
事
項

裁
判
官

裁
判
官

裁
判
官

氏
名
、
住
居
、
年
齢
、
監
睡
の
期
間

そ
の
他
収
容
に
必
要
な
砺
項



第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
拘
禁
許
可
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
が
当
骸
各
号
に
定
め
る

措
匿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
拘
禁
許
可
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
肥
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
拘
禁
肝
可
状
が
愈
磁
的
肥
録
に
よ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
描
世
（
拘
禁
併
可
状

に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
愈
子
計
算
機
の
映
像
面
、
瞥
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名

が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
六
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
砿
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
替
面
で
あ
る
場
合
拘
禁
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

い
」
を

め
る
。 第

五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
拘
禁
許
可
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

２
前
項
の
審
査
の
餉
求
は
、
番
面
に
よ
り
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
勉
子
梢
報
処
理
組
織
（
東
京
高
等
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
危
子
叶
算
機
と
東
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
の
使
用
に
係

る
勉
子
計
算
機
と
を
愈
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
傭
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
審
査
の
謂
求
に
係

二
拘
禁
許
可
状
が
鐘
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
拘
禁
許
可
状
に
記
録
さ

れ
た
砺
項
及
び
前
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
世
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
勉
子

計
算
樋
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
六
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
三
項
中
「
つ
い
て
第
一
項
各
号
又
は
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
つ
い
て

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
六
条
第
二
項
各
号
一
と
、
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
一
と
、
「
、
第
一
項
各
号
又
は
前
項

各
号
一
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
各
号
一
と
腕
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
審
査
の
謂
求
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
判
ら
な

」
を
「
分
か
ら
な
い
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改

筆
雪
』
》
（
》
ｅ
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二
当
該
審
査
の
諦
求
を
第
八
条
第
二
項
の
麺
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
骸
審
査
の
舗
求
に
係
る
事
項
を
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
た
場
合

フ
ァ
イ
ル
又
は
当
肱
記
録
媒
体
に
配
録
さ
れ
て
い
る
当
骸
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
砿
磁
的
配
録

第
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
お
そ
く
と
も
」
を

「
遅
く
と
も
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
谷
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
基
い
て
、
左
」
を
「
基
づ
い
て
、
次
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
一
を
「
速
や
か

に
一
に
、
「
勝
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
冠
磁
的
祀
録
一
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
塾
一
・
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
蹴
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
書
面
の
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
二
号
」

３
前
項
の
趣
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
第
一
項
の
審
査
の
舗
求
は
、
当

骸
審
査
の
謂
求
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
東
京
高
等
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
言
前
条
第
一
項
の
審
査
の
硝
求
が
同
条
第
二
項
の
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
東
京

高
等
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
肱
配
録
媒
体
に
妃
録
さ
れ
て
い
る
砺
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
の
三
束
京
高
等
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
第
八
条
第
一
項
の
審
査
の
諭
求
を
し
た
と
き
は
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二

号
に
定
め
る
電
磁
的
記
録
の
送
付
は
、
逃
亡
犯
罪
人
に
異
鮭
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
当
該
審
査
の
舗
求
を
書
面
に
よ
り
し
た
場
合
当
餓
瞥
面
の
勝
本

る
事
項
を
東
京
高
等
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
芯
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い

う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
若
し
く
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
併
せ
て
関
係
魯
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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を
「
同
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
の
こ
を
「
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
、

「
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
節
求
書
の
勝
本
」
を
「
第
八
条
の
三
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
条
第
三
項
』
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
、
「
裁
判
書
の
膿
本
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」

に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
附
し
」
を
「
付
し
て
」
に
、
「
と
も
に
、
こ
れ
」
を
「
共
に
、
当
鮫
各
号

に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
．

一
裁
判
番
の
謄
本
当
該
謄
本

二
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
番
に
係
る
電
磁
的
記
録
当
該
裁
判
密
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は

記
録
し
た
寄
面
又
は
趣
磁
的
記
録

第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を

「
第
十
条
第
四
項
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
若
し
く
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
」
に
、

「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
引
渡
」
を
「
の
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」

を
「
た
だ
し
」
に
、
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に
、
「
同
条
同
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
漉
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し
の
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し

の
」
に
、
「
法
務
大
臣
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
引
渡
状
及
び
受
領
許
可
状
は
、
密
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
引
渡
状
及
び
受
領
許
可
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
法
務
大
臣
が
当
腋
各
号
に
定
め
る
措
置

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
引
渡
状
又
は
受
領
許
可
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
引
渡
状
又
は
受
領
許
可
状
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
腫
（
引
渡
状

又
は
受
領
許
可
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
融
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
法
務
大
臣
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

が
で
き
る
。
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第
十
七
条
第
一
項
中
「
の
交
付
」
を
「
の
提
供
」
に
、
「
交
付
し
て
」
を
「
提
供
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
交

付
」
を
「
提
供
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
交
付
し
て
」
を
「
提
供
し
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
拘
禁
許
可
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
及
び
前
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
」
と

あ
る
の
は
、
『
拘
禁
状
に
記
録
さ
れ
た
、
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
中
第
四
項
を
節
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
拘
禁
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
、
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
受
領
許
可
状
を
示
し
て
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
受
領
許
可
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
受
領
許
可
状
を
示
す
こ
と
。

二
受
領
許
可
状
が
餓
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合
法
務
樹
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
領
許
可
状
に
記
録
さ
れ
た
事

項
及
び
第
十
六
条
第
六
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
低
に
係
る
法
務
大
臣
の
氏
名
を
、
電

子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
刑
事
施
股
の
長
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
敵

子
計
算
機
の
映
像
面
、
櫓
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
交
付
」
を
「
提
供
』
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
謄
本
」
を
削
り
、
「
を
逃
亡
犯
罪
人
に
示

し
た
」
を
「
又
は
愈
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
澄
を
と
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一
拘
禁
許
可
状
が
魯
面
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
謄
本
を
示
し
、
拘
禁
許
可
状
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
拘
禁
許
可
状
に
配
録
さ
れ
た
率
項
及
び
第
五
条
第
五
項

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
匿
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
餓
子
計
算
機
の
映
健
面
、
書
面
そ

の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
し
た
旨
の
櫓
面
に
あ
っ
て
は
、
当
鮫
書
面
を
示
し
、
拘
禁
の
停
止
を
取
り
消
し
た
旨
の
勉
磁

●

的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
愈
子

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

－147－－148－



部
改
正
）

第
十
二
条

十
二
条
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
嚇
栽
判
権
の
行
使
に
関
す
る
蟻
定
番
の
実
施
に
伴
う
刑
砺
特
別

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
２
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
と
と
も
に
」
を
「
並
び
に
亀
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
餓
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
節
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
所
舩
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
睡

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
所
舩
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
『
に
つ
い
て
同

第
二
十
二
条
第
五
項
中
「
前
項
の
密
面
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
世
を
と
る
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
番
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
第
七
項
中
「
左
の
各
号
の
ご
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
消

し
く
は
」
に
、
「
勝
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
肱
裁
判
番
に
係
る
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
二
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
に
関
係
書
類
を
添
付
し
」
を
「
又
は
電
磁
的
配
録
に
関
係

書
類
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
番
面
の
一
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
引
渡
し
の
鯏
求
に
関
す
る
書
面
の
」
を
削
り
、
「
｜
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
同
条
同

項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
番
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に

改
め
、
同
項
に
汝
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
魯
而
の
」
を
削
る
。

（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
議
定
番
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一

い
○

た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
を
送
付
し
て
行
う
告
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
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的
記
録
一
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
脳
写
を
許
し
、
膳
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は

引
き
渡
す
一
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
一
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
そ
の
保
管
す
る
密
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
該
趣
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
啓
面
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
．

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
匿
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
魯
中
「
第
二
百
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
率
瞬
訟
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
蝕
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
骸
餓
磁
的
配
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
、
二
は
、
」
を
二
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
警
察

員
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
『
検
証
の
嘱
託
」
を
「
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
は
検
証
」
に
、
「
又
は
裁
判
官
か
ら

す
る
」
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
当
餓
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く

は
裁
判
官
か
ら
当
該
国
際
連
合
の
師
隊
の
横
限
あ
る
者
に
嘱
肥
し
て
行
う
一
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
』
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
記
戦
し

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
番
類
等
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
肛
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
愈
磁
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第
九
条
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
腋
勉
磁
的
記
録

の
騰
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
配
戦
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
愈
磁
的
紀
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限

を
有
す
る
者
に
そ
の
趣
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
交
通
蛎
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
差
出
」
を
「
提
出
」
に
改
め
、
同
条
中
「
と
同
時
に
」
を
『
を
す
る
際
は
、
併
せ
て
」
に
、
「
証

拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
駐
磁
的
記
録
（
危
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
淫
餓
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
、
「
越
し
出
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
取
鯛
」
を
「
取
調
ぺ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
証
拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
冠
磁
的
記

録
」
に
、
「
取
調
」
を
「
取
闘
ぺ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
差
し
出
し
た
」
を
「
提
出
し
た
」
に
、
「
証
拠
物
」
を
「
証
拠
物
並
び
に
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
取
調
」

を
「
取
調
べ
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
の
一
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又

は
交
通
那
件
即
決
裁
判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
」
と
、
同
項
中
「
そ
の
他
の
一
と
あ
る
の
は

「
、
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
即
決
裁
判
の
請
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
訴
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
群
舩
法

第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
五
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
中
「
申
立
て
等
が
、
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
骸
申
立
て
等

が
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
」
と
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あ
る
の
は
「
即
決
裁
判
の
舗
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
腓
の
提
起
が
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
即
決
裁
判
の
舗
求
及
び
こ
れ
と
同
時
に
す
る
公
訴
の
提
起
」
と
、
「
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
」
と
あ
る

の
は
「
当
麟
」
と
す
る
。

（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
正
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
引
渡
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
且
２
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
一
に
、
「
と
と
も
に
一
を
「
並
び
に
遮
磁
的
記
録
（
蹴
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
縄
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
所
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
腓
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
瞥
中
「
第
二
百
五
条
第
一
・
項
」
を
『
第
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
訴
訟
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
甑
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
該
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
晒
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
、
「
）
は
、
」
を
二
は
、
検
察
官
若
し
く
は
司
法
替
察

員
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
密
中
「
検
証
の
嘱
舵
」
を
「
尅
磁
的
配
録
提
供
命
令
又
は
検
証
」
に
、
「
又
は
裁
判
官
か
ら

す
る
一
を
「
若
し
く
は
裁
判
官
が
当
該
国
際
連
合
の
皿
隊
の
権
限
あ
る
者
の
同
意
を
得
て
行
い
、
又
は
そ
の
裁
判
所
若
し
く

は
裁
判
官
か
ら
当
骸
国
際
連
合
の
軍
隊
の
横
限
あ
る
者
に
嘱
詑
し
て
行
う
一
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
勾
引
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
事
項

及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
腫
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の

氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
」
と
胱
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
記
載
し

な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
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２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
蹴
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
麟
睡
磁
的
肥
録

の
勝
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
晒
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限

を
有
す
る
者
に
そ
の
勉
磁
的
肥
録
の
提
出
一
に
改
め
る
。

（
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
澄
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
殴
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
趣
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
睡
磁
的
記

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
書
類
等
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
賦
磁

的
記
録
」
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は

引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
世
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
保
管
す
る
魯
類
の
閲
覧
若
し
く
は
膳
写
を
杵
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
砥
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
又
は
当
骸
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
砺
項
を

記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
魯
面
若
し
く
は
砿
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
勉
磁
的
紀
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
勾
引
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
触
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
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き
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
一
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
を
「
魯
面
若
し
く

は
愈
磁
的
記
録
」
に
、
「
さ
ら
に
」
を
『
更
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
審
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
四
十
条
」
を
「
、
第
四

十
条
、
第
四
十
条
の
二
及
び
第
五
十
四
条
の
三
」
に
、
「
代
理
人
に
」
を
「
代
理
人
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

鋪
十
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
の
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又

は
刑
事
噸
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
睡
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

の
」
と
、
同
項
中
「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
刑
事
砺
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
描

鰹
法
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
き
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項

中
「
書
面
」
を
「
害
面
若
し
く
は
砿
磁
的
肥
録
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
脈
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

録
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
さ
ら
に
」
を
「
更
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
申
立
て
の
書
面
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
」
に
、
「
書
面
が
送
付
さ
れ
た
」
を
「
送
付
が
さ
れ
た
」
に
、

「
は
じ
め
か
ら
」
を
「
初
め
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
参
加
の
申
立
て
が
前
項
の
書
面
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
当
該
魯
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
刑
事
所
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
十
四
条
の
四
た

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
書
面
）

二
参
加
の
申
立
て
が
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
刑
事
脈
舩
法
第
五
十
岡
条
の
二
第
一
項
の
方
法

に
よ
り
さ
れ
た
場
合
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
砿
子
計
算
機
（
入
出
力
装
低
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
て
い
る
前
項
の
書
面
に
配
戦
す
べ
き
覗
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
櫓
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
同
項
の
笹
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
）

第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
一
項
た
だ
し
密
」
を
「
同
項
た
だ
し
番
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
き
き
」
を
「
聴
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（
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
番
面
」
を
「
番
面
又
は
愈
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

昭
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
．
趣
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
又
は
」
を
「
（
畦
磁
的
配
録
を
含
む
。
）
又
は
一
に
、
「
に
関
係
書
類
を
添
付
し
一
を
「
若
し
く
は
愈
磁
的

記
録
に
関
係
番
類
（
趣
磁
的
記
録
を
含
む
．
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
添
え
一
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
書
面
」
を
「
番
面
又
は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
提
供
」

を
「
（
愈
磁
的
配
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
」
に
、
「
そ
の
書
類
」
を

「
そ
の
訴
訟
に
関
す
る
番
類
」
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
第
四
項
中
「
櫓
面
」
を
「
番
面
又
は
砒
磁
的
紀
録
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
求
め
る
」
を
「
求
め
、
又
は
砥
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し

く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
危
磁
的
記
録
の
提
出
を
求
め
る
』
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
書
面
で
」

第
十
七
条
成
｛

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
刑
事
腓
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
三
条
第
二
項
中
「
さ
ん
橋
賃
」
を
「
桟
揺
賃
」
に
、
『
裁
判
所
が
相
当
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
が
相
当
」
に
、
「
裁
判

所
が
支
給
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
が
支
給
」
に
、
「
お
い
て
裁
判
所
」
を
「
お
い
て
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中
「
、
裁
判
所
」
を
「
、
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
番
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
同
法
第
百
五
十
七
条
第
五
項
又
は
第
二
百
八
十
八
条
の
二
若
し
く
は

第
三
百
十
六
条
の
七
第
二
項
（
同
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
綱
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
尋
問
に
立
ち
会
い
、
又
は
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
裁
判
所
」
を
「
裁
判

所
書
記
官
」
に
改
め
る
。

（
成
田
国
際
空
港
の
安
全
砿
保
に
関
す
る
緊
急
措
世
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
職
務
強
要
）
」
の
下
に
「
、
第
九
十
五
条
の
二
（
電
子
計
算
磯
損
壊
等
公
務
執
行
妨
害
）
」

を
加
え
る
。
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を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
配
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
刑
砺
脈
舩

法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
の
物
」
の
下
に
「
又
は
趣
磁

的
記
録
」
を
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
（
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
、
次
条
及
び
第
十
条
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
餓
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
又
は
押
収
物
の
還
付
」
を
「
（
刑
蛎
所
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
睡
磁
的
配
録
提
供
命
令

（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
押
収
物
の
還
付
、
同
項
に
規
定

す
る
飽
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
、
次
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
箪
・
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
次
条
に
お
い
て
蛸
用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い

る
同
法
箪
・
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
次
条
に
お
い
て
蛸
用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い

類
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
勝
本
若
し
く
は
当
該
翫
訟
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録

し
た
書
面
若
し
く
は
砿
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
餓
解
訟
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ

る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
当
麟
斫
舩
に
関
す
る
書
類
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
共
助
の
要
鯖

に
関
す
る
書
面
を
法
務
大
臣
に
返
送
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
共
助
の
要
舗
に
関
す
る
密
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
当
腋
書
面
を
法
務
大
臣
に
返
送
す
る
こ
と
。

二
共
助
の
要
謂
に
関
す
る
趣
磁
的
記
録
の
送
付
を
受
け
た
場
合
当
該
訴
詮
に
関
す
る
書
類
等
を
送
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
中
「
番
面
一
を
「
瞥
面
又
は
敢
磁
的
記
録
一
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
飽
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
提
示

を
」
の
下
に
「
求
め
、
若
し
く
は
蝕
磁
的
配
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
櫓
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
趣
磁
的
記

録
の
提
示
を
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
砿
磁
的
配
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を

再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
．

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
密
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
四
項
中
「
書
面
の
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
」
に
、
「
当
餓
書
類
」
を
「
当
骸
瞬
訟
に
関
す
る
書
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（
刑
事
確
定
所
訟
記
録
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
刑
事
碓
定
所
舩
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
『
そ
の
謄
本
」
を
「
当
骸
和
解
記
録
中
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
和
解
記
録
を
除
い
た
部
分
の

膳
本
及
び
当
骸
冠
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
を
鉦
明
し
た
愈
磁
的
配
録
（
敵
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
寵
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
・
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
瞬
訟
の
配
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
勉
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
咳
趣
磁

的
配
録
を
除
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
は
、
当
咳
訴
訟
の
記
録
の
原
本
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記

録
を
保
管
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
保
存
記
録
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
骸
砿
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
串
用
す
る
．

第
四
条
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
次
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
保
管
記
録
」
の
下
に
「
（
そ
の
全
部

を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
受
領
杵
可
証
」
の
下
に
「
（
勉
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
受
領
鮓
可
証
を
示
し
て
」
を
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
健
を
と
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
受
領
肝
可
鉦
が
魯
面
で
あ
る
場
合
受
領
許
可
鉦
を
示
す
こ
と
。

二
受
領
許
可
証
が
砿
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
領
許
可
証
に
記
録
さ
れ
た
事

項
を
、
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
刑
事
施
設
の
長
を
し
て
そ
の
使
用

に
係
る
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
一
を
「
第
一
項
一
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
欲
に
次
の
一
項

２
受
入
移
送
拘
禁
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
吐
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
0
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条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
刑
事
参
考
記
録
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
地
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
咳
蹴
磁
的
記
録
を
除
く
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
箱
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
特
別
永
住
者
証
明
暦
」
の
下
に
「
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と
し
て
表
示
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
特
別
永
住
者
証
明
書
餓
磁
的
記
録
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
柾
明
魯
等
』
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
特
別
永
住
者
証
明
番
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
特

別
永
住
者
証
明
轡
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
偽
造
又
は
変
造
の
特
別
永
住
者
証
明
密
」
を
「
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
特
別
永
住
者
証

明
書
（
偽
造
さ
れ
、
又
は
変
造
さ
れ
た
前
条
第
一
項
の
特
別
永
住
者
証
明
書
趣
磁
的
記
録
が
記
録
さ
れ
た
も
の
を
含

第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

又
は
一
部
が
趣
磁
的
肥
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
魅
磁
的
紀
録
を
除
く
。
）
」
を
、
「
謄
本
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
内

容
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
咳
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
裁
判
書
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
別
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
汝
の
一
項
を
加
え
る
。

項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
二
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

２
保
管
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
蝕
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
腋
愈
磁
的
配
録
の
閲
覧
は
、
そ

の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
さ
せ
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
さ
せ
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
二

第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
伺
条
第
五
項
」
に
、
「
同
条
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む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
行
使
の
目
的
又
は
人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
偽
造
さ
れ
、
若
し
く
は
変
造
さ
れ
、
又
は
不
正
に
作
ら
れ
た

特
別
永
住
者
虹
明
瞥
趣
磁
的
肥
録
を
保
管
し
た
者
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
糒
神
薬
取

締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向

精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
九
条
一
を
「
第
十
八
条
の
三
及
び
第
十
九
条
一
に
、
「
次
章
第
一
節
一
と
あ
る
の
は
、
一
を
『
係
る

壁
記
等
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
登
記
若
し
く
は
登
録
」
と
、
「
次
軍
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の

第
十
七
条
中

壁
記
等
」
と
あ
》

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
起
脈
状
の
一
を
「
規
定
に
よ
る
一
に
、
「
起
所
状
を
示
さ
な
け
れ
ば
一
を
「
対
し
、
次
の
各
号

‐
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
公
訴
の
提
起
を
刑
事
訴
訟
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り
し
た
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
同
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四
た
だ
し
書
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
条
の
紀
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
解
状
に
記
載
す
ぺ
き
率
項
を
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

二
公
瞬
の
提
起
を
起
所
状
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起
所
状
を
示
す
こ
と
。

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
十
七
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
八
条
の
三
た
だ
し
聾
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下

一
条
を
加
え
る
。

の
胴
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

て
、
辛

す
る
。
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二
刑
蛎
所
舩
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
起
所
状
抄
本
等
の
提
出
に
よ
り
し
た
場
合
起

所
状
抄
本
等
を
示
す
こ
と
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
及
び
捜
索
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
捜
索
及
び
駐
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
麟
飽
磁
的
配
録
提
供
命
令
に
よ
り
趣
磁
的
配
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含

む
。
）
一
に
、
「
記
載
し
た
書
面
並
び
に
押
収
し
た
物
一
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
並
び
に
押

収
し
た
物
及
び
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
さ

せ
た
趣
磁
的
記
録
」
に
、
「
記
載
し
た
番
面
」
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
砲
磁
的
肥
録
」
」
に
、
「
証
拠

書
類
」
」
を
「
証
拠
啓
類
（
愈
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
」
に
改
め
る
．

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
書
面
」
を
「
書
面
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
啓
面
又
は
趣
磁
的
肥
録
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
趣
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
す
る
方
法
に
よ
り
、
提

示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

2

第
二
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
澄
が
と
ら
れ
た
場
合
（
当
該
措
腫
に
係
る
個
人
特
定
事

項
（
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
に

つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
措
脛
を
と
る
と
と
も
に
、
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
睡
に
係
る
個
人
特
定
事

項
の
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
趣
磁
的
記
録
の
内
容
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
譜
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て

示
し
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
密
面
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
刑
砺
所
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
方
法
に
よ
り

し
た
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
（
同
法
第
五
十
四
条

の
四
た
だ
し
害
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
配
録
媒
体
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
起
解
状
抄
本
等
に
記
戦
す
べ
き
事
項

を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
啓
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。
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第
二
十
三
条
組
織
的
な
犯
罪
の
処
嗣
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
こ
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
砿
子
移
転
財
産
権
の
没
収
の
裁
判
の
執
行
）

第
十
八
条
の
三
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
財
産
以
外
の
財
産
に
係
る
権
利
で
債
務
者
又
は
こ
れ
に
醜

ず
る
者
が
な
い
も
の
（
権
利
の
移
転
に
つ
い
て
登
配
又
は
登
録
（
以
下
「
挫
記
淳
一
と
い
う
。
）
を
要
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定

勉
子
移
転
財
産
権
」
と
い
う
。
）
の
没
収
の
裁
判
の
執
行
は
、
刑
事
飯
訟
法
第
四
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
特
定
砥
子
移
転
財
産
樋
を
検
察
官
に
移
転
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
当
咳
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
き
は
、
特
定
懲
子
移
転
財
産
権
の
権
利
者
（
名
義
人
が
異
な
る
場
合
は
、
名
義
人
を
含
む
。
第
三
十
条
の
二
第
二
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
れ
を
他
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
命
じ
て
、
特
定
勉
子
移

転
財
産
櫓
を
検
察
官
に
移
転
さ
せ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

（
没
収
の
裁
判
の
執
行
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
三
十
三
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
犯
罪
処
胴
法
第
十
八
条
の
三
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
命
令
に
遮
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
閲
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
嗣
金
刑
を
科

す
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
胴
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
朗
胱
」
を
「
朗
跣
又
は
同
法
第
三
百
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
愈
磁
的
記
録
の
内
容
の
朗
読
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
の
三
及
び
第
十
九
条
」
に
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
係

る
登
記
等
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
登
記
若
し
く
は
登
録
」
と
、
「
次
章
第
一
節
」
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。
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第
十
八
条
の
四
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

ぱ
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

４
没
収
保
全
命
令
又
は
附
裕
保
全
命
令
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が

当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
没
収
保
全
命
令
又
は
附
幣
保
全
命
令
を
番
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
余
命
令
を
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
期
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名

押
印
に
代
わ
る
措
澄
（
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏

名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

５
没
収
保
全
命
令
又
は
附
帯
保
全
命
令
を
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
尚
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
砥
子
計
算
槻
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い

う
。
）
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
関
係
書
類
」
の
下
に
「
（
睡
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
検
察
庁
の

第
十
九
条
第
二
項
中
「
抄
本
」
を
「
抄
本
（
裁
判
番
が
勉
磁
的
記
録
（
砿
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
昭
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
愈
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
酸
裁
判
書
に
肥
録
さ
れ
て
い
る
率
項
の
一
部
を
記
載
し
、

又
は
記
録
し
た
番
面
又
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
裁
判
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
率
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と

の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
蝕
磁
的
配
録
に
よ
る
通
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
鴎
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条
中
「
登
記
又
は
登
録
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ

た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
閲
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
剛
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
胴
金
刑
を
科

す
る
。
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さ
れ
た
当
麟
没
収
保
全
命
令
に
係
る
趣
磁
的
紀
録
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
』
に
、
「
以
下
」
を
「
裁
判
沓
が
愈
磁
的
配
録
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当
該
裁
判
書
に
係
る
咽
磁
的
記
録
．
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
書
面
」
を
「
番
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
登
記
覗
項
証
明
書
」
を
「
旨
及
び
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
率
項
」
に
、
「
送
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
肥
録
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
趣
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
）

第
三
十
条
の
二
特
定
瞳
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
は
、
そ
の
処
分
を
禁
止
す
る
旨
の
没
収
保
全
命
令
を
発
し
て
行
う
。

２
前
項
の
没
収
保
全
命
令
の
謄
本
及
び
更
新
の
裁
判
の
勝
本
は
、
特
定
勉
子
移
転
財
産
橘
の
梅
利
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば

掲
示
場
に
七
日
間
掲
示
し
て
」
を
「
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
涯
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
検
察
庁
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
検
察
庁
に
設
腫
し
た
電

子
計
節
槻
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
殴
を
と
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
密
面
又
は
蝕
磁
的
記
録
を
も
っ
て
更
新
の
裁
判
の
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勉
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
期
間
は
、
同
項
の
措
低
を
開
始
し
た
日
か
ら
七
日
間
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
命
令
に
」
を
「
没
収
保
全
命
令
に
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

当
麟
没
収
保
全
命
令
に
係
る
甑
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
節
二
項
中
「
及
び
」
を
「
（
没
収
保
全
命
令
が
唾
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

３
特
定
餓
子
移
転
財
産
権
の
没
収
保
全
命
令
の
執
行
は
、
特
定
愈
子
移
転
財
産
権
を
検
察
官
の
管
理
に
移
す
方
法
に
よ
り

行
う
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
危
子
移
転
財
産
権
の
楢
利
者
で
あ
っ
て
こ
れ
を

他
の
者
の
管
理
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
命
じ
て
、
特
定
敏
子
移
転
財
産
権
を
検
察
官
の
管
理
に
移
さ
せ
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
ら
な
い
。
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４
特
定
電
子
移
転
財
産
楢
の
没
収
保
全
の
効
力
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
定
趣
子
移
転
財
産
梅
が
検
察
官
の
管
理

に
移
さ
れ
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
告
知
が
さ
れ
た
時
に
生
ず
る
。

（
没
収
保
全
に
お
け
る
移
転
命
令
違
反
）

第
三
十
条
の
三
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
遮
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
胴
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
剛
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
嗣
金
刑
を
科

す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
三
十
条
の
・
一
」
に
、
「
財
産
権
（
」
を
「
財
産
に
係
る
権
利
（
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
謄
本
（
裁
判

害
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
麟
裁
判
番
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
内

容
が
当
餓
裁
判
勝
に
記
録
さ
れ
て
い
る
本
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
鉦
明
が
さ
れ
た
も
の
。
第
三
十
九
条
の
二
に
お
い
て
同

じ
．
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
決
定
の
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を

フ
ァ
イ
ル
に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
命
令
の
膳
本
」
を
「
附
術
保
全
命
令
の
騰
本
（
当
砿
附
帯
保
全
命
令
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
附
帯
保
全
命
令
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
附
術
保
全

命
令
に
配
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
｜
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
二
検
察
官
は
、
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
番
の
謄
本
の
提
出
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
附
帯
保
全
命
令
の
謄
本
の
提
出
に
代
え
て
、
最
商
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
咳
裁
判
密
又
は
当
咳

附
帯
保
全
命
令
に
係
る
事
件
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
梢
報
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
こ
れ
ら
の
謄
本
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
謄
本
の
提
出
に
代
わ
る
措
世
）
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第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
命
令
に
」
を
「
附
裕
保
全
命
令
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
中
「
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５
追
徴
保
全
命
令
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
が
当
骸
各
号
に
定
め
る

措
匿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
追
徴
保
全
命
令
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
追
徴
保
全
命
令
を
危
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
腫

（
追
徴
保
全
命
令
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
魯
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

６
追
徴
保
全
命
令
を
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
追
徴
保
全
命
令
の
謄
本
」
を
「
当
該
追
徴
保
全
命
令
の
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
当

麟
追
徴
保
全
命
令
に
係
る
愈
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
番
類
の
」
を
削
り
、
「
第
百
条
第
二
項
、
第
一
編
第
五
章
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
及
び
第

百
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
九
条
の
四
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
．
同
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
中
「
受
既
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
裁
判
所
」
と
醜
み
替
え
る

第
五
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
脈
舩
法
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
示
送
達
以
外
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
そ

の
経
過
に
よ
り
送
逮
の
効
力
が
生
ず
る
期
間
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
日
間
と
す
る
。

第
五
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
没
収
保
全
及
び
追
徴
保
全
の
鮒
求
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
腓
舩
法
第
五
十
四
条
の
三
の
規

定
は
準
用
せ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
五
十
四
条
の
四
の
規
定
の
準
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
申
立
て
等
が
、

も
の
と
す
る
。
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第
二
十
四
条
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

・
え
ス
話

２
傍
受
令
状
は
、
番
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砒
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
閉
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

造
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
（
裁
判
」
を
「
若
し
く
は
同
法
第
九
十
五
条
の
二
（
愈
子
計
算
機
損
壊
等
公
務
執
行
妨

害
）
の
罪
（
裁
判
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
二
号
ヌ
中
「
有
印
公
文
密
偽
造
」
を
「
有
印
公
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
公
文
櫓
変
造
」
を
「
有
印
公
文

書
等
変
造
」
に
、
「
有
印
私
文
書
偽
造
」
を
「
有
印
私
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
私
文
書
変
造
」
を
「
有
印
私
文
書
等
変

造
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

番
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
及
び
当
該
申
立
て
等
が
同
項
た
だ
し
櫓
に
砿

当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
咳
申
立
て
等
」
と
あ
る
の
は
「
没
収
保
全

又
は
追
徴
保
全
の
諭
求
が
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
舗
求
」
と
、
「
当
該
書
面
に
記
戦

さ
れ
、
又
は
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
肱
」
と
跣
み
椿
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
求
め
る
」
を
「
求
め
、
又
は
電
磁
的
記
録
の
保
管
者

若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
電
磁
的
記
録
の
提
出
を
求
め
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
書
面

で
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
配
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
刑
砺

斫
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
二
攻
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
、
第
八
条
の
一
言
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
没
収
保
全
及
び
追
徴
保
全
の
舗
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表
第
一
第
四
号
中
「
有
印
公
文
書
偽
造
」
を
「
有
印
公
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
公
文
書
変
造
」
を
「
有
印
公
文
書

等
変
造
」
に
、
「
有
印
私
文
書
偽
造
」
を
「
有
印
私
文
書
等
偽
造
」
に
、
「
有
印
私
文
魯
変
造
」
を
「
有
印
私
文
書
等
変
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し
な
け
れ
ば
」
』

各
号
を
加
え
る
。

一
傍
受
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
傍
受
の
処
分
に
落
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
傍

受
令
状
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二
傍
受
令
状
が
睡
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後
は
傍
受
の
処
分
に
着
手
す
る
こ
と
が
で

き
ず
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
（
入
出
力
装
澄
を
含
む
。
以
下
同
じ
．
）
か
ら
傍
受
令
状

を
消
去
す
る
こ
と
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
骸
措
置
を
と
っ
た
旨
を
記
録
し
た

賦
磁
的
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

第
六
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、
「
記
戦
す
る
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
傍
受
令
状
の
記
載
事
項
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
有
効
期
間
及
び
そ
の
期
間
経
過
後

は
傍
受
の
処
分
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
傍
受
令
状
は
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
砺
項
」
に
、
「
裁
判
官
が
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録

し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
記
載
す
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

２
傍
受
令
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
世
を
と
ら
な
け
れ
ば

一
傍
受
令
状
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
傍
受
令
状
が
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
世
（
傍
受
令
状
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
亀
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
裁
判
官
の
氏
名
が
表

示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
・

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
裁
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
を
も
っ
て
裁
判
密
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
前
項
の
裁
判
書
に
は
、
延
長
す
る
期
間
及
び
理
由
を
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
裁
判
官
が
当
該
各
号
に
定
め
る
措
瞳
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
裁
判
笹
を
書
面
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

な
ら
な
い
。
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加
え
、
「
示
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
傍
受
令
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
傍
受
令
状
を
示
す
こ
と
。

二
傍
受
令
状
が
趣
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
傍
受
令
状
に
記
録
さ
れ
た

蛎
項
及
び
第
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
裁
判
官
の
氏
名
を
、
電
子

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
又
は
通
信
管
理
者
等
を
し
て
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
さ
せ
て
示
す
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
と
き
は
、
傍
受
令
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
と
き
は
、
傍
受
令
状
又
は
同
項

の
裁
判
書
に
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
に
記
載
さ
れ
た
傍
受
が
」
を
「
又
は
第
七
条
第

二
項
の
裁
判
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
傍
受
が
』
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ

れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

２
前
項
の
規
定
は
、
傍
受
が
で
き
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
の
裁
判
盤
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
第
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
七
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
航
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．
’

第
十
四
条
第
一
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
中
「
記
戦
さ
れ
て
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
記
載
す
る
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
に
記
載
さ
れ
た
一
を
「
又
は
第
七
条
第
二
項
の
裁
判
密
に
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
一
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
の
記
載
す
る
」
を
「
又
は
第
七
条
第
二
項
の
裁
判
番
の
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
八
項
中
「
実
施
は
、
傍
受
令
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
実
施
は
、
傍
受
令
状
又
は
第
七
条
第
二
項
の
裁
判

二
前
項
の
裁
判
書
を
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置

（
同
項
の
裁
判
書
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
番
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ

て
裁
判
官
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
九
条
各
号
中
「
記
較
」
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
改
め
る
．

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
傍
受
令
状
等
の
提
示
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
傍
受
令
状
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
」
を
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第
二
十
五
条
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
世
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
訟
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
冠
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
醜
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も

の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
咳
電
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、

こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す

る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
後
段
、
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
請
求
番
」
の
下
に
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
記
載
」
を
「
記
載
又
は
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
妃
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
審
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
香
面
又
は
餓
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
、
「
を
す
る
時
」
を
「
を
舗
求
す

る
時
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
密
面
」
を
「
番
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
蟻
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
記
載
し
た
密
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
鐘
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
へ
中
「
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
』
を
「
第
二
百
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
卜
中
「
第
二
百
四
十
六

条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
六
条
」
に
、
「
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
率
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
瞳
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
」
を
「
記
戦
又
は
記
録
」
に
、
「
書
画
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に

改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
記
載
」
を
「
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、

又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
地
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
『
記
載
し
た
」
を
「
記
録
し
た
」
に
、
「
記
載
は
」
を

「
記
録
は
』
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
一
に
、
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
配
録
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く

は
抄
本
の
交
付
又
は
和
解
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
諭
求
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
餉
求
を
す
る
」

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
謄
写
」
を
「
、
謄
写
及
び
複
写
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
非
電
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
和
解
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
和
解
記
録
を
除
い
た
部
分
の
閲
覧
若
し
く

は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
。
）
の
舗
求

二
電
磁
的
和
解
記
録
（
和
解
記
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
第
三
十
二
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
部

分
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た

書
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
砿
磁
的
記
録
の
提
供
（
同
項
に
お
い
て
「
趣
磁

的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
諭
求

三
和
解
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
咳
事
項
を
証
明
し
た
愈
磁
的
配
録
の
提
供
の
諭
求

第
二
十
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
和
解
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付

又
は
和
解
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
の
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
第
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま

で
」
を
「
第
九
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４
臨
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一
危
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
砿
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の

を
閲
覧
す
る
方
法
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が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
麟
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６
和
解
に
関
す
る
那
項
を
証
明
し
た
勉
磁
的
記
録
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
咳
砺
項
を
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て

裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

趣
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
す
る
方

法
そ
の
他
の
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
（
第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
一
を
削
り
、
同
条
の
表
第
百
三
十
三
条
第
二

項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
三
項
の
項
中
「
に
つ
い
て
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
郡
（
非
愈

磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
地
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は

趣
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
百

三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
に
係
る
」
を

削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第

百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記

二
趣
磁
的
和
解
記
録
の
複
写
勉
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

勉
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
と
を
愈
気

通
侶
回
線
で
接
続
し
た
融
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
そ
の
者

の
使
用
に
係
る
勉
子
針
算
機
に
伽
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

三
電
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
電
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
の
全
部
又
は
一
部
を
記
載
し
た
密
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
骸
書

面
の
内
容
が
愈
磁
的
和
解
肥
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

四
愈
磁
的
和
解
記
録
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
趣
磁
的
記
録
の
提
供
趣
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
肥
録
し
た
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
当
肱
電
磁
的
妃
録
の
内
容
が
電
磁
的
和
解
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も

の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法

５
和
解
に
関
す
る
率
項
を
鉦
明
し
た
瞥
面
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
麟
亭
項
を
記
載
し
た
番
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
害
記
官
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録
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
起
跡
状
抄
本
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
が
な
い
も

の
」
を
削
り
、
「
除
く
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
除
く
」
に
、
「
勝
因
変
更
等
調
求
書
面
（
同
法
第
三

百
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訴
因
変
更
等
請
求
書
面
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ

た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
訴
因
変
更
等
舗
求
番
面
抄
本
等
｛
同
法
第
三
百
十
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
因
変
更
等
訓
求
魯
面
抄
本
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
配
戦
が

な
い
も
の
（
同
法
第
三
百
十
二
条
の
二
第
四
項
一
を
「
（
同
条
第
四
項
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
百
三
十
三
条

の
四
一
を
「
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
四
一
に
改
め
、
同
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項

中
「
に
係
る
所
舩
記
録
等
の
閲
覧
等
」
を
「
脈
舩
肥
録
等
の
閲
覧
等
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
脳
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄

本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
非
触
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
非
愈
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は
電
磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
趣

磁
的
和
解
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
配
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
閲
覧
若
し
く
は
謄

写
又
は
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
七

項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。
・

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
起
所
状
に
配
載
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
改
め
、
「
（
同

法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
特
定
砺
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
起
脈
状
抄
本
等
（
同
法
第
二
百
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項

愈
磁
的
斫
訟
記
録
等
か
ら

愈
磁
的
訴
舩
記
録
等
（
電
磁
的
脈
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
に
係
る

部
分

趣
磁
的
和
解
配
録
か
ら
．

電
磁
的
和
解
記
録
（
犯
罪
被
害
者
等

の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

刑
覗
手
続
に
付
随
す
る
措
皿
に
関
す

る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
愈
磁
的
和
解
記
録



第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
項
中
「
記
載
さ
れ
た
一
を
「
記
録
さ
れ
た
一
に
改
め
、
同
表
第

百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
紀
戦
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄

本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
和
解
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
伺
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
七
項
の
項
中
「
肥
載
さ
れ

た
」
を
「
紀
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
削
除

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
の
記
録
の
閲
覧
若

し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
当
該
駆
件
に
関
す
る
車
項
の
鉦
明
魯
の
交
付
を
謂
求
す
る
」

を
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
柾
拠
収
築
処
分
申
立
事
件
」
と
い
う
。
）
の
記
録
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
餉
求
を
す

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
非
勉
磁
的
処
分
記
録
（
証
拠
収
集
処
分
申
立
事
件
の
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
愈
磁
的
処
分
記
録
を
除
い
た
部
分
を

い
う
．
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
閲
覧
等
（
非
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ

の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
．
）
の
諦
求

二
危
磁
的
処
分
記
録
（
証
拠
収
築
処
分
申
立
蛎
件
の
肥
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
覗
項
に
係
る
部
分
を
い
う
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た

書
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
趣
磁
的
記
録
の
提
供
（
第
四
項
に
お
い
て
「
趣

磁
的
処
分
妃
録
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
硝
求

三
証
拠
収
梨
処
分
申
立
砺
件
に
閲
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
砿
事
項
を
証
明
し
た
勉
磁
的
記
録
の
提

供
の
謂
求

畑
閉
敞
甑
舩
駈
釘
等
（
剛
囲
倣
馴
舩
副
聞
雌
称
鯛
駈
得
〔
犯
罪
被
智
者
鑓

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
面
に
関
す

配
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
車
項
に
係
る
ろ
法
律
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
ｒ

邸
分
規
定
す
る
砿
滋
杓
和
解
記
愚
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第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下
「
損
害
賠
償
命
令

事
件
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
対
し
」
を
「
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は

謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
詞
求
す

る
」
を
「
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
舗
求
を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
『
同
項
に
規
定
す
る
記
録
」
を
「
非
電
磁
的
処
分
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
に

規
定
す
る
」
を
「
証
拠
収
築
処
分
申
立
率
件
の
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、
複
写
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

》
（
》
。

４
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
晒
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
証
拠
収
集
処
分
申
立
事

件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
当
該
事
項
を
証
明
し
た
電
磁
的
記
録
の

提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
削
除

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
記
戦
し
た
決
定
書
」
を
「
記
録
し
た
愈
磁
的
記
録
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
師
子
決

定
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
決
定
書
」
を
「
魎
子
決
定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
決
定
書
」
を
「
愈
子
決
定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
頃
中
「
調
書
に
記
戦
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
電
子
鯛
啓
（
期
日
又
は

期
日
外
に
お
け
る
手
続
の
方
式
、
内
容
及
び
経
過
等
の
記
録
及
び
公
証
を
す
る
た
め
に
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に

よ
り
裁
判
所
魯
記
官
が
作
成
す
る
愈
磁
的
配
録
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

一
非
姓
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
配
録
（
損
害
賠
償
命
令
砺
件
の
記
録
中
次
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事

件
記
録
を
除
い
た
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
等
（
非
電
磁
的
損
害
賠
償
命
令

車
件
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
い
う
．
）
の
鯖
求

二
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
車
件
肥
録
（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
配
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
部
分
を
い
う
。
）
の
閲
覧
若
し
く
は
複
写
又
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

証
明
し
た
番
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
電
磁
的
記
録
の
提
供
（
第
九
項
に
お

い
て
「
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
車
件
肥
録
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
餉
求

三
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
を
証
明
し
た
密
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
を
証
明
し
た
砥
磁
的
記
録
の
提
供
の
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

愈
磁
的
斫
訟
記
録
等
か
ら

趣
磁
的
和
解
記
録
か
ら



章
（
第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
三
第
二
項
を
除
く
。
）
」
を
「
、
第
七
章
及
び
第

八
章
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
一
条
第
三
項
、
」
及
び
「
、
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、

第
百
八
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二

百
三
十
二
条
の
二
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
」
を
「
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
」
に
改

め
、
「
、
第
二
百
五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
を
削
り
、
「
、
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
」
を

「
及
び
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
五
項
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
一
を
「
第
三
十

九
条
第
二
項
一
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
の
一
を
「
に
つ

い
て
の
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
舗
求
又
は
同
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
表
踊
九
十
二
条
第
一
項
の
項
中

「
に
係
る
」
及
び
「
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の

正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
」
を
『
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧
等
（
非
電
磁
的
損
害
賠
償

命
令
事
件
肥
録
の
閲
覧
等
（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
瞳
に
関
す
る
法

律
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
賦
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
．
）
又
は
砥
磁
的
損
害

賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
餓
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
」
に

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
」
を
「
非
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
若
し
く
は
謄
写
」
を
「
、
膳
写
若
し
く
は
複
写
」
に
、
「
交
付
」
を
「
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
証
明
し
た
番
面
の
交
付
若
し
く
は
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
晒
磁
的
配
録
の
提
供
』
に
、

「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
閲
覧
等
」
を
「
刑
事
関
係
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及

び
第
五
項
中
「
そ
の
閲
覧
等
」
を
「
刑
車
関
係
記
録
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
」
を
「
、
複
写
及
び
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
損
害
賠

償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
を
柾
明
し
た
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
当
骸
郡
項
を
証
明
し
た
危
磁

的
配
録
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
単
用
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
（
第
七
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。
）
」
、
「
、
第
八
十
七
条
の
二
」
及
び
「
、
第
九
十
二
条
第
九
項
及

び
第
十
項
、
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第
四
節
第
三
款
、
第
百
十
一
条
、

第
百
十
六
条
並
び
に
」
を
「
第
百
十
六
条
及
び
」
に
改
め
、
「
第
百
三
十
二
条
の
六
第
三
項
及
び
」
を
削
り
、
「
及
び
第
八

舗
求

－201－－202－

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
班
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
閲
覧

等
、
非
鐘
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
愈
磁
的
処
分
配
録
の
閲
覧
等
を
い

う
。
）
又
は
瞳
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
．
）
」
に
改

め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、

「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
膳
写
又
は
そ
の
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記

録
等
の
閲
覧
等
一
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
の
三
第
一

項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
表
第
百
十
二
条
第
一
項
本
文
の
項
か
ら
第
百
十
三
条
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
第
百
二
十
八
条
第
二
項
の

項
中
「
決
定
書
」
を
「
勉
子
決
定
谷
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
三
十
三
条
第
三
項

の
項
中
「
に
つ
い
て
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ

第
四
十
五
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項

危
磁
的
所
舩
配
録
等
（
勉
磁
的
脈
舩

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
砺
件
記
録
等

（
電
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録

又
は
電
磁
的
処
分
記
録
（
犯
罪
被
害
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第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項

第
九
十
二
条
第
九
項

危
磁
的
所
舩
配
録
か
ら

趣
磁
的
所
舩
記
録
中

砿
磁
的
損
害
賠
償
命
令
本
件
記
録
か

ら 電
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随

す
る
措
匿
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁

的
損
害
賠
償
命
令
恵
件
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
中

第
百
三
十
二
条
の
三
第
一
項

腓
訟
記
録
等
の
閲
覧
等

損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲

覧
等



に
記
較
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
腓
因
変
更
等
舗
求
書
面
抄
本
等
に
記
戦

が
な
い
も
の
」
を
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
醜
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り

通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
．
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
百
三
十
三
条
の
四
」
を
「
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
四
」

に
改
め
、
同
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百

三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
一
を
「
以
下
一
に
、
「
に
係
る
所
舩
配
録
等
の
閲
覧
等
一
を
「
腓
舩
配
録
等

の
閲
覧
等
一
に
、
「
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
一
を
「
損
害
賠
償

命
令
事
件
の
配
録
等
の
閲
覧
等
（
非
勉
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
非
愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
享
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
、
蝕
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
（
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
、
非
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同
法
第

三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
又
は
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
（
同

項
第
二
号
に
規
定
す
る
趣
磁
的
処
分
記
録
の
閲
覧
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
流
条
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交

付
又
は
そ
の
複
製
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
表
第
百
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
百

三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
項
か
ら
第
二
百
六
十
七
条
の
二
節
一
項
の
項
ま
で
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
起
脈
状
に
記
載
さ
れ
た
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
」
に
、
「
の
う
ち
起

瞬
状
抄
本
等
に
妃
載
が
な
い
も
の
が
同
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
（
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
通

知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
所
因
変
更
等
鯖
求
書
面

百
等
の
櫓
剰
覗
益
の
保
甑
を
区
る
《

の
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
Ｆ

脚
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
監
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第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
第
百
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
項
中
「
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
疋
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄

本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
」
を
「
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
等
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
あ
っ
て
、
第
三

十
九
条
第
一
項
」
を
「
あ
っ
て
、
同
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
三
千
円
」
を
「
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
．

｜
損
害
賠
償
の
餉
求
の
原
因
と
す
る
脈
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
砺
実
の
数
に
二
千
円
を
乗
じ
て
得
た
顛

二
千
七
百
円
（
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
解
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
趣
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
百
円
）

第
四
十
八
条
節
三
項
中
「
額
を
」
を
「
額
（
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
部
分
に
限
る
．
）
を
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
解
舩
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
砥

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
申
立
て
は
、
民
砺
所
詮
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
申
立
て
と
み
な
す
。

六

項

－

■■■■■■■■■■

か
ら

－
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第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項

愈
磁
的
瞬
訟
記
録
等
か
ら

愈
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
等

か
ら

飽
磁
的
訴
舩
記
録
等
（
趣
磁
的
脈
訟

記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の

記
録
中
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
に
係
る

部
分

晒
磁
的
損
害
賠
償
命
令
覗
件
記
録
等

（
趣
磁
的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保

醗
を
図
る
た
め
の
刑
率
手
続
に
付
随

す
る
措
睡
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
砥
磁

的
損
害
賠
償
命
令
事
件
記
録
を
い

う
。
）
又
は
趣
磁
的
処
分
記
録
（
同

法
第
三
十
一
◇
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
砿
磁
的
処
分
記
録
を
い

ロ
ブ
。
）



（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
通
知
」
を
「
蝕
磁
的
記
蝿
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
記
職
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同

じ
。
）
並
び
に
通
知
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
に
関
係
魯
類
を
添
付
し
」
を
「
（
砥
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
関
係
書
類
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
十
条

第
三
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。

第
六
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
麟
職
員
は
、
そ
の
面
前
で
、
受
入
受
刑
者
を
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措

置
を
と
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

一
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
率
項
を
記
載
し
た
書
面
に
署
名
押
印

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
前
項
の
審
査
の
餉
求
は
、
啓
面
に
よ
り
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
電
子
傭
報
処
理
組
織
（
東
京
地
方
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
蹴
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
．
以
下
こ
の
項
及
び

第
十
九
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
の
使
用
に
係
る
危
子
計
算
機
と
を
趣
気
通

信
回
線
で
接
観
し
た
矼
子
傭
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
砿
審
査
の
謂
求
に
係
る
事
項
を
東
京
地
方
裁
判
所

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
嬢
に
揃
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
す
る
方
法
若
し

く
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
併
せ
て
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
第
一
項
の
審
査
の
謂
求
は
、
当

麟
審
査
の
謂
求
に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
第
一
項
の
審
査
の
請
求
が
第
二
項
の
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判

所
書
記
官
は
、
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

二
前
号
に
規
定
す
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
法
務
省
令
で
定
め
る
署
名
押
印
に
代
わ
る
措
低
を
と
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。
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蛎
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
配
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
砺
憎
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
騰
本
」
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に
係
る
敏

磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
鋪
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
又
は
憩
磁
的
記
録
を
も
っ
て
裁
判
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
た
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
一
に
、
「
勝
本
一
を
「
謄
本
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
裁
判
書
に

係
る
趣
磁
的
記
録
」
に
、
『
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
十
三
条
の
命
令
は
、
嘗
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
餓
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
関
係
書
類

の
謄
本
又
は
関
係
番
類
に
配
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
危
磁
的
記
録
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
十
三
条
の
命
令
の
啓
面
又
は
砿
磁
的
記
録
に
は
、
受
入
受
刑
者
の
氏
名
、
年
齢
、
裁
判
国
の
名
称
、
受
入
移
送
犯
罪

の
名
称
、
外
国
刑
の
刑
期
、
引
渡
し
を
受
け
る
日
及
び
場
所
並
び
に
引
致
す
べ
き
刑
事
施
設
を
紀
載
し
、
又
は
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
十
三
条
の
命
令
の
書
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
法
務
大
臣
が
当
咳
各

号
に
定
め
る
措
匠
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
三
条
の
命
令
が
書
面
に
よ
る
場
合
記
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
第
十
三
条
の
命
令
が
砿
磁
的
配
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
妃
名
押
印
に
代
わ
る
措
瞳
を
と
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
前
段
中
「
裁
判
所
」
を
「
同
項
前
段
中
「
裁
判
所
」
に
改
め
、
「
刑
事

施
殴
」
と
』
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
の
規
則
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
省
令
で
」
と
、
「
第
六
十
四
条
第
一
・

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
睡
に
係
る
裁
判
長
又
は
受
命
裁
判
官
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑

者
移
送
法
第
十
九
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察

第
十
四
条
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
受
入
移
送
命
令
の
方
式
）
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第
二
十
一
条
中
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
一
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
五
百
十

三
条
の
二
」
に
、
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
『
書
面
で
」
を
「
魯
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
配
録
し
た
冠

磁
的
配
録
に
法
務
省
令
で
定
め
る
鳴
名
押
印
に
代
わ
る
措
腔
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
し

た
」
を
「
署
名
押
印
し
、
又
は
同
頃
の
蝕
磁
的
記
録
に
署
名
押
印
に
代
わ
る
描
澄
を
と
っ
た
」
に
、
「
書
面
を
」
を
「
書
面

又
は
砿
磁
的
記
録
を
」
に
改
め
る
。

２
前
項
の
指
揮
は
、
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
に
よ
り
行
い
、
当
該
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
も
の
及
び
関
係
書
類
の
謄
本
又
は
関
係
番
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載

し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
魯
面
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
三
条
の
命
令
が
書
面
に
よ
る
場
合
当
鮫
書
面
の
謄
本

二
第
十
三
条
の
命
令
が
趣
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
当
該
命
令
に
係
る
蛎
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
嘗
面
又
は
趣

◇
』
ｐ
和
〃

官
」
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
勾
引
状
」
を
「
勾
引
状
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
伺
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を

「
又
は
配
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
頃
の
吹
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
の
受
入
収
容
状
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
東
京
地
方
検
察
庁
の
検
察
官
が
当
骸
各
号

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
受
入
収
容
状
が
番
面
に
よ
る
場
合
配
名
押
印
す
る
こ
と
。

二
受
入
収
容
状
が
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
法
務
省
令
で
定
め
る
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
（
受
入
収
容
状
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
と
き
に
、
併
せ
て
検
察
官
の
氏
名
が
表
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
受
入
収
容
状
は
、
醤
面
に
よ
る
ほ
か
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
愈
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で

第
二
十
条
第
二
項
を
吹
の
よ
う
に
改
め
る
。

き
る
。磁

的
記
録
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第
三
十
五
条
中
「
醤
面
で
」
を
「
書
面
又
は
芯
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
、
節
三
項
及
び
第
四
項
」
を
『
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
引
渡
の
」
を
「
引
渡
し
の
」

に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
示
し
て
」
を
「
と
っ
て
」

に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
で
』
を
「
魯
面
又
は
愈
磁
的
配
録
に

よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
引
渡
の
」
を

「
引
渡
し
の
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
示
し
て
」

を
「
と
っ
て
一
に
改
め
る
。

（
心
神
喪
失
導
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
碑
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
戒
年
法

律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
鍼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
。
）
、
」
に
、
「
結
果
を
記
蛾
し
た
替
面
」
を
「
結
果
を
記
載
し
、

又
は
配
録
し
た
書
面
又
は
勉
磁
的
妃
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
中
「
・
捜
索
」
を
「
（
刑
本
所
舩
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
愈
磁
的
配
録
提
供
命
令

（
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
捜
索
、

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
妃
録
提
供
命
令
（
同
号
口
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
単
に
「
危
磁
的
記
録
提
供
命
令
一
と
い
う
。
）
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
捜
索
一
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命

令
、
捜
索
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
餓
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

第
二
十
四
条
の
二
検
察
官
及
び
付
添
人
は
、
申
立
て
、
鮒
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
で
あ
っ
て
こ
の
爺
に

規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
場
合
を
除

き
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
趣
子
憎
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用

に
係
る
敏
子
計
算
機
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
立
て
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
勉
子
計
算
機
と
を

第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
中
「
記
戦
さ
れ
た
」
を
「
記
戦
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
記
載
し
た
書
面
、
」
を
「
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
愈
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
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難
な
率
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿

磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
第
四
項
中
「
こ
れ
を
当
餓
対
象
者
に
示
し
た
」
を
「
対
象
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
鮫
各
号
に
定
め
る
措
図
を
と
っ
た
一
に
改
め
、
「
の
場
所
に
一
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一
同
行
状
が
書
面
で
あ
る
場
合
同
行
状
を
示
す
こ
と
。

二
同
行
状
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
行
状
に
記
録
さ
れ
た
砺
項

を
勉
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
て
示
す
こ
と
。

第
二
十
八
条
第
五
項
中
「
を
所
持
し
な
い
た
め
こ
れ
を
示
す
」
を
「
に
つ
い
て
前
項
各
号
に
定
め
る
措
腫
を
と
る
』
に
、

「
前
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
定
め
る
措
鯉
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
所
書
紀
官
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
）

第
二
十
四
条
の
三
申
立
て
等
が
、
魯
面
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
遮
反
し
て
さ
れ
た
と
き
を
除

く
．
）
、
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
申
立
て
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
提
出

す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
鮫
杏
面
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
骸
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
肥
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
骸
事
項
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
に
つ
き
困

蝕
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
恂
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
咳
申
立
て
等
に
係
る
率
項
を
裁
判
所
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
術
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
ヲ
ア
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録

す
る
方
法
又
は
当
咳
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
勉
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
当
該
申
立
て
等

に
係
る
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
付
添
人
が
、
同
項
の
駐
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
敵
子
針
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
そ

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
率
由
に
よ
り
、
同
項
の
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。
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第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
）

第
三
十
一
条
の
二
裁
判
所
は
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
対
象
者
の
精
神
障
害
の
状
態
、
審
判

第
三
十
一
条
の
二
裁
判
所
は
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
対
象
者
の
精
神
障
害
の
状
態
、
審
判

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
．

３
処
遇
砺
件
の
記
録
又
は
証
拠
物
を
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
閲
覧
し
若
し
く
は
脇
写
す
る
場
合
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
閲
覧
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
記
録
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
愈
磁

的
配
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ

る
も
の
と
し
、
当
鮫
趣
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く

は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
こ
の
節
に
規
定
す
る
審
判
に
つ
い
て
の
節
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
対
象
者
又

は
そ
の
保
謹
者
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
察
官
及
び
」
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
六
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
而
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
第
三
項
の
呼
出
状
及
び
前
二
項
の
同
行
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
晒

磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
状
況
そ
の
他
の
率
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
対
象
者
又
は
そ
の
保
硬
者
若
し
く
は
付
添
人
の
意
見
を
聴

き
、
対
象
者
が
入
院
し
て
い
る
医
療
機
関
そ
の
他
の
同
一
構
内
（
裁
判
官
及
び
精
神
保
健
審
判
員
が
審
判
期
日
に
お
け
る

審
判
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
）
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
適
当
と
認
め
る
も
の
に

対
象
者
を
在
席
さ
せ
、
映
倣
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
昭
餓
し
な
が
ら
通
垢
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
対
象
者
は
、
そ
の
審

判
期
日
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
保
謹
者
又
は
付
添
人
は
、
裁
判
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
を
行
う
と
き
は
、
対
象
者
が
在
席

す
る
場
所
に
在
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
付
添
人
は
、
そ
の
審
判
期
日
に

出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
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第
二
十
八
条

正
す
る
。

第
八
十
諏
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
脇
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
含

む
」
の
下
に
「
。
第
九
十
六
条
第
四
項
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
九
十
条
第
一
項
中
「
記
戦
し
た
書
面
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
番
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
第
百
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
十
八
条

第
四
項
か
ら
」
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
か
ら
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
第
二
項
中
「
記
載
す
る
」
を
「
配
戦
し
、
又
は
肥
録
す
る
」
に
改
め
る
。

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

二
十
八
条
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
補
充
裁
判
員
は
、
訴
訟
に
関
す
る
密
類
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

脇
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
針
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
証
拠
物

（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
骸
脈
訟
に
関
す
る
瞥
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
愈
磁
的
配
録
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
趣
磁
的
記
録
の

閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
」
を
『
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
裁
判
所
は
、
裁
判
貝
等
選
任
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
腿
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
意
見
を

聴
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
被
告
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を

相
互
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
被
告
人
は
、
そ
の
裁
判
員
等
避
任
手
続
の
期
日
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な

一す
e

裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
が
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
あ
っ
て
、
同
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項
」
の
下
に
「
、
第
三
百
十
六
条
の
七
第
三
項
」
を
加
え
、
同
表
第
百
五
十
七
条
の
四
、
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第

三
百
十
六
条
の
三
十
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
百
三
十
五
条
第
七
号
た
だ
し
香
の
項
中
「
第
百
五
十
七
条
の
四
」

を
「
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
百
八

十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
百
十
六
条
の
三
十
四
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二

十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
．

第
六
十
五
条
の
見
出
し
中
「
記
録
媒
体
合
を
「
勉
磁
的
肥
録
と
し
て
一
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
記
録
媒
体
（
映
像

及
び
音
声
を
同
時
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
」
を
「
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法

に
よ
り
砥
磁
的
記
録
と
し
て
』
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
記
録
媒
体
に
」
を
「
砥
磁
的
記
録
と
し
て
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
莊
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
紀
録
媒
体
は
、
脈
舩
記
録

に
添
付
し
て
」
を
「
趣
磁
的
記
録
は
、
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
敏
子
計
算
機
（
入
出
力
装
世
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
（
第
八
十
二
条
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十

条
第
二
項
、
節
百
八
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
、
第
百
八
十
条
第
三
項
及
び
第
三

百
七
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
所
訟
記
録
に
添
付
し
て
」
を
削
り
、
「
記
録
媒
体
」
を
「
砥
磁
的
記
録
」
に
、
「
第
三
百

第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
、
第
百
八
条
第
三

項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
第
一
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
二
百
七
十
八
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
九
十
七
条
第
二
項
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
の
項
中
『
第
二
百
九
十
七
条
第
一
．

一
構
内
（
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
瑛
人
が
裁
判
員
等
避
任
手
続
を
行
う
た
め
に
在
席
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も
の

二
他
の
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
場
所
そ
の
他
の
同
一
構
内
以
外
に
あ
る
場
所
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
適
当
と
認
め
る
も

の

第
三
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
裁
判
所
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
閉
め
る
と
き
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
謹

人
の
意
見
を
聴
き
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
に
裁
判
員
候
補
者
の
全
部
又
は
一
部
を
在
席
さ
せ
、

映
像
と
音
声
の
送
受
侭
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
囎
職
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
裁

判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
在
席
し
た
鏡
判
員
候
補
者
は
、
そ
の
裁

判
貝
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
も
の
と
み
な
す
。

－223－－224－



第
三
十
条
【

改
正
す
る
。

五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
瞥
中
「
鯛
番
」
を
「
公
判
調
書
」
に
、
「
整
理
す
れ
ば
」
を

「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
整
理
さ
れ
た
鯛
密
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調

書
」
に
、
「
整
理
が
で
き
た
」
を
「
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
中
「
を
配
載
し
た
書
面
」
を
削
る
。

（
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一

部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
旨
を
』
を
「
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
画
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
」
に
、
「
掲
示
す
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
当
該
検

察
庁
に
般
置
し
た
砿
子
計
算
機
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
描
凹
を
と
る
」
に
、
「
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
当
該
措
回
を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
又
は
」
を
「
（
勉
磁
的
紀
録
（
芯
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鯉
厳
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同

じ
。
）
を
含
む
。
）
又
は
一
に
、
「
に
関
係
書
類
を
添
付
し
』
を
「
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
に
関
係
書
類
（
餓
磁
的
記
録
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
一
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
戦
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
吐
磁
的
配
録
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
の
提
供
」
を
「
（
砥
磁
的
記
録
を
含
む
．
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
」
に
、
『
そ

の
啓
類
」
を
「
そ
の
訴
訟
に
関
す
る
書
類
」
に
、
「
書
面
」
を
「
香
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
魯
面
」
を
「
書
面
又
は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
の
証
明
書
」
の
下
に
「
（
危
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
替
面
」
を
「
番
面
又
は
晒
磁
的
記
録
」
に
、
「
当
該
番
類
」
を
「
当
骸
訴
訟
に
関
す
る
密
類
」
に
、

（
国
際
刑
車
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

一
十
条
国
際
刑
車
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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「
謄
本
」
を
「
謄
本
若
し
く
は
当
骸
斫
訟
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
砺
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面

若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
当
該
所
訟
に
関
す
る
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の

証
明
が
さ
れ
た
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
中
「
書
面
」
を
「
書
面
又
は
勉
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
一
条
ノ
ー
第
一
項
第
二
号
中
「
記
載
シ
タ
ル
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
配
戟
シ
又
ハ
配
録

シ
タ
ル
書
面
又
ハ
愈
磁
的
記
録
（
砥
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
其
ノ
他
人
ノ
知
覚
ヲ
以
テ
認
職
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
方
式

二
依
り
作
ラ
ル
ル
記
録
ニ
シ
テ
瞳
子
計
算
機
二
依
ル
情
報
処
理
ノ
用
二
供
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ヲ
調
う
第
三
号
及
第
四
号
二
於

テ
同
ジ
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
肥
載
シ
タ
ル
魯
面
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
シ
又
ハ
記
録
シ
タ
ル
書
面
又
ハ
電
磁
的
肥

録
」
と
、
「
添
附
シ
タ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
添
ヘ
タ
ル
」
と
、
同
項
節
四
号
中
「
嘱
舵
番
」
と
あ
る
の
は
『
同
際
刑
事
裁

判
所
ガ
発
ス
ル
協
力
諭
求
書
（
蹴
磁
的
記
録
ヲ
含
ム
）
」
と
、
「
関
係
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
書
類
（
砥
磁
的
記
録

ヲ
含
ム
）
」
と
、
「
添
附
ス
ル
」
と
あ
る
の
は
「
添
ヘ
ル
」
と
鮫
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
『
瞥
面
又
は
晒
磁
的
配
録
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
第
五
条
第
三

項
中
「
謂
求
国
の
名
称
、
有
効
期
間
」
を
「
第
五
条
第
四
項
中
「
引
渡
犯
罪
名
、
納
求
国
の
名
称
」
に
、
「
「
有
効
期
間
」

を
「
「
引
渡
犯
罪
名
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
↓
条
第
二
項
中
「
第
三
項
一
の
下
に
「
、
第
八
条
の
二
並
び
に
第
八
条
の
三
一
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
条
の
二
中
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
・
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
謄
本
」
及
び
「
（
平
成
十
九
年
法
律

第
三
十
七
号
）
」
を
削
り
、
「
又
は
第
三
号
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑

率
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
『

第
十
八
条
第
一
項
中
「
受
領
許
可
証
」
の
下
に
「
（
勉
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
番
面
」
を
「
書
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
節
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
一
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
数
判
所
に
対
す
る
協

力
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項
一
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
密
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
節
二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
並

び
に
第
二
十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
六
項
中
」
を
「
第
二
十
三

条
第
七
項
中
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
及
び
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
」

に
、
「
第
二
十
三
条
第
七
項
中
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
中
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二

加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
書
面
」
を

「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
第
五
条
第
三
項
中
「
帥
求
国
の
名
称
、
有
効
期
間
」
を
「
第
五
条
第
四
項
中
「
引
波
犯

罪
名
、
舗
求
国
の
名
称
」
に
、
「
「
有
効
期
間
」
を
「
「
引
渡
犯
罪
名
」
に
改
め
、
「
引
渡
し
の
諭
求
に
関
す
る
」
を
削

り
、
「
規
定
す
る
」
」
を
「
規
定
す
る
番
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
」
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協

力
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
決
定
の
」
を
「
決
定
に
つ
い
て
、
」
に
、
「
謄
本
」
を
「
脇
本
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
躯

用
す
る
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勉
磁
的
記
録
一
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
前
条

第
五
項
」
を
「
餉
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
務
大
臣
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
又
は
記
録
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
瞥
面
」
を
「
笹
面
又
は
愈
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

号
」
に
改
め
、
「
、
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
各
号
」
と
」
を
削
り
、
「
第
八
条
第
三
項
」
を

「
第
八
条
の
三
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
七
項
、
第
二
十
五
条
第
八
項
、
第
二
十
六
条
第
六
項
及
び
第
二
十
七
条
第
八
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。
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第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
撫
面
」
を
「
魯
面
又
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
敏
子
計
算
機
損
壊
等
職
務
執
行
妨
害
）

第
六
十
四
条
の
二
国
際
刑
事
裁
判
所
職
貝
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
唾
子
計
算
機
若
し
く

は
そ
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
趣
子
計
算
機
に
虚
偽
の
情
報
若
し
く
は

不
正
な
指
令
を
与
え
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
融
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又

は
使
用
目
的
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
剛
金
に
処
す
る
。

（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
四
条
に
吹
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
通
知
（
矼
気
通
侶
回
線
を
通
じ
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、

刑
事
施
殺
又
は
少
年
院
の
使
用
に
係
る
駐
子
計
算
機
（
入
出
力
装
匝
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
時
に
当
該
刑
本
施
般
又
は
少
年
院
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
蹴
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
密
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
証
明
書
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
蹴
磁
的
記
録
（
飽
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
鱒
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
、
「
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
（
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の

を
含
む
。
）
を
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

む
。
）
を
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
餉
求
犯
罪
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
瓶
項
第

二
号
中
「
蝕
子
計
算
機
」
と
あ
る
の
は
「
融
子
計
算
機
（
入
出
力
装
画
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第

六
項
中
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
に
補
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
」
と
」
を
加
え
る
．

第
四
十
七
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
、
第
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

。

た
だ
し
、
勉
磁
的
肥
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
証
明
書
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
磯
が
あ
る
と
き
は
、

す
る
こ
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第
六
十
三
条
第
七
項
中
「
第
六
十
四
条
、
」
を
「
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
六
十
四
条
、
」
に
、
「
と
、
同
法
第
六
十
四

条
第
一
項
」
を
「
と
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
（
第
七
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
刑
事
施
股
職
員
が
執
行
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
刑
礪
施
設
職
員
）
」
と
あ
る
の
は

「
保
護
観
察
官
（
更
生
保
護
法
第
六
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
執
行
を
嘱
託
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
保
瞳
観
察
官
及
び
警
察
官
）
」
と
、
同
号
、
同
条
第
二
項
及
び
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
「
書
面
で
」
を
「
啓
面
又
は
愈
磁
的
記
録
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
少
年
院
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
・
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
た
だ
し
笹
の
連
戻
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
餓
磁
的
記
録

（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
路
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
百
四
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
条
第
六
項
中
「
前
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
条
第
三
号
中
「
が
少
年
院
に
到
達
し
た
」
を
「
若
し
く
は
当
該
文
書
に
記
戦
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
記
録
媒

体
が
少
年
院
に
到
達
し
、
又
は
当
骸
覗
項
を
記
録
し
た
睡
磁
的
記
録
が
蝕
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
少
年
院
の
使
用
に
係
る
甑

子
計
算
機
（
入
出
力
装
殴
を
含
む
。
）
に
伽
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

（
少
年
艦
別
所
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
書
面
で
」
を
「
魯
面
又
は
趣
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
戯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
第
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
三
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
・
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
た
だ
し
書
の
連
戻
状
は
、
書
面
に
よ
る
ほ
か
、
赴
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
砿
磁
的
記
録
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
な
い
。
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（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本

国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
閲
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関

す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
吹
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
蝕
磁
的
配
録
（
砥
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
覗
腓
舩
法
第
一
↓
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
描
腫

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
所
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
匿
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
瞥
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
鞆
二
百

五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
肥
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
斫
訟
法
第
百
一
・
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
麟
趣
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
愈
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
地
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
」
を
「
趣
磁
的
記
録
提

供
命
令
又
は
検
証
』
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
書
類
又
は
旺
拠
物
」
を
「
書
類
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物

又
は
電
磁
的
記
録
一
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、

若
し
く
は
引
き
渡
す
一
を
「
次
に
掲
げ
る
措
凹
を
と
る
一
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

｜
そ
の
保
管
す
る
番
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
堪
磁
的
配
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
当
咳
勉
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
卒
項
を

記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
魯
面
若
し
く
は
蝕
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
趣
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
十
九
条
第
六
項
中
「
前
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。
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第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
芯
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
肢
砿
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
肥
戦
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を

有
す
る
者
に
そ
の
睡
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス

及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
電
磁
的
記
録
（
勉
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
鋸
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
妃
録
で
あ
っ
て
、
敵
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
率
豚
訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
腫

を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事
解
舩
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」
を
「
に
つ
い
て
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
匿
を
と
っ
て
、
一
に
改
め
‘
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
一
を
「
第
二
百

五
条
第
三
項
一
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
配
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む
」
を
「
刑
事
解
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
晒
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
当
麟
砿
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
趣
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
」
を
「
飽
磁
的
記
録
提

供
命
令
又
は
検
証
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
書
類
又
は
鉦
拠
物
」
を
「
書
類
等
」
に
改
め
、
同
条
中
『
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物

又
は
趣
磁
的
記
録
一
に
、
「
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
勝
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
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有
す
る
者
に
そ
の
電
磁
的
記
録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
嗣
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
倣
に
係
る
愈
磁
的
記
録
の
消
去

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
削
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
十
一
条
一
を
「
’
第
十
一
条
の
二
一
に
、
「
第
一
・
十
五
条
一
を
「
第
二
十
五
条
の
三
一
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
一
を
「
以
下
一
に
改
め
、

「
。
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ど
の
下
に
「
及
び
第
十
一
条
の
二
第
一
号
Ｅ
を
加
え
る
。

第
四
爺
第
二
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
対
象
醜
磁
的
記
録
の
複
写
不
許
可
決
定
）

第
十
一
条
の
二
検
察
官
は
、
保
管
蹴
磁
的
記
録
（
刑
覗
解
訟
法
第
二
百
十
八
条
第
一
項
又
は
第
五
百
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
蝕
磁
的
配
録
提
供
命
令
（
同
法
第
百
一
・
条
の
二
節
一
項
第
一
号
口
に
掲
げ
る
方
法
（
勉
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に

移
転
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
お

若
し
く
は
引
き
渡
す
』
を
「
次
に
掲
げ
る
措
低
を
と
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若

し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

二
そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
肝
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三
そ
の
保
管
す
る
砿
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
勝
写
を
許
し
、
又
は
当
咳
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
書
面
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管
す
る
砿
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
．
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
鮫
砿
磁
的
記
録

の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し

く
は
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
愈
磁
的
記
録
の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
楢
限
を
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と
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
。

イ
当
該
保
管
勉
磁
的
肥
録

ロ
当
骸
保
管
餓
磁
的
記
録
に
係
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
他
の
晒
磁
的
記
録
（
ハ
に
お
い
て

「
他
の
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
が
対
象
餓
磁
的
配
録
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
骸
対
象
趣
磁
的
紀
録

ハ
他
の
蹴
磁
的
配
録
が
大
趣
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
全
て
の
他
の
咽
磁
的
記
録
の
内
容
を
確
閉
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
号
冒
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
蝕
磁
的
記
録

第
十
二
条
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
（
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
蛸
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
又

は
同
法
第
五
百
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を

交
付
し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
検
察
官
は
、
保
管
趣
磁
的
記
録
が
鋪
十
一
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
勉
磁
的
記
録
に
該
当
す
る
と
思
料
す

る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
決
定
（
以
下
「
複
写
不
許
可
決
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
仮
に

当
談
保
管
電
磁
的
記
録
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
他
の
餓
磁
的
記
録
（
以
下
「
保
管
電
磁
的
記
録
等
」
と
い
う
。
）
の
複

い
て
単
に
「
愈
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
管
理
に
係
る

記
録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
危
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
検
察
官
が
保
管
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
一
号
に
掲
げ
る
蝕
磁
的
記
録
に
餓
当
す
る
と
き
は
、
次
節
に
定
め
る
手
統
に
従
い
、
第
二

号
に
掲
げ
る
措
睡
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
次
に
掲
げ
る
趣
磁
的
記
録

イ
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
愈
磁
的
紀
録

ロ
私
車
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
壹
項
ま
で
に
規
定
す

る
行
為
を
組
成
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
若
し
く
は
当
骸
行
為
を
組
成
し
、
若

し
く
は
当
麟
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
物
に
配
録
さ
れ
た
私
駆
性
的
画
像
記
録
又
は
こ
れ
ら
を
複
写

し
た
敵
磁
的
記
録

ハ
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
愈
磁
的
記
録

二
吹
に
掲
げ
る
砥
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
刑
率
瞬
訟
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
瀬
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
裡
写
を
許
さ
な
い
こ
と
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写
を
許
さ
な
い
こ
と
と
す
る
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
管
愈
磁
的
記
録
等
は
、
刑
事
訴
訟
法

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
の
完
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
よ
り
還
付
す
る
」
を
「
よ
る
還
付
（
同
法
第
百
二
土
一
・
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
交

付
し
、
又
は
趣
磁
的
記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
よ
り
還
付
す
る
」
を

「
よ
る
還
付
（
同
項
に
お
い
て
館
用
す
る
同
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
交
付
し
、
又
は
愈
磁
的

記
録
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
前
段
又
は
前
項
前
段
」
を
「
前
二

項
一
に
、
「
を
還
付
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
前
二
項
に
規
定
す
る
還
付
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
を
還
付
す

る
」
を
「
に
つ
い
て
刑
事
折
舩
法
の
規
定
に
よ
る
還
付
（
同
法
第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
『

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
交
付
し
、
又
は
電
磁
的
記
録
を
襖
写
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
す
る
」
に
改

め
る
。第

十
四
条
中
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
供
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
密
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
餓
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る
目
録
の
提
供
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
異
懸
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
『
（
消
去
等
決
定
等
の
名
宛
人
及
び
聴
聞
の
特
例
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
十

一
条
」
を
「
、
第
十
一
条
」
に
、
「
は
、
」
を
「
、
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
は
、
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
場
合
蹴
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け
た
者

第
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
消
去
命
令
』
を
「
、
消
去
命
令
又
は
複
写
不
許
可
決
定
一
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、

同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
一
を
「
前
項
一
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
消
去
命
令
一
を

「
、
消
去
命
令
又
は
複
写
不
肝
可
決
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項

を
第
六
項
と
す
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
｛
対
象
愈
磁
的
記
録
で
は
な
い
蝕
磁
的
記
録
の
複
写
）
」

を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
検
察
官
は
、
複
写
不
許
可
決
定
（
第
十
一
条
の
一
・
第
二
号
ハ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
者
か
ら
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
一
条
の
二
第
二
号
ロ
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四
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
場
合
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
者

第
二
十
条
第
三
項
中
「
旨
を
」
を
「
旨
を
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
」
に
、
「
掲
示
す
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
当
骸
検

察
庁
に
股
世
し
た
勉
子
計
算
機
（
入
出
力
装
腫
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
漣
く
措
図
を
と
る
」
に
、
「
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
当
該
措
世
を
側
始
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
四
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
保
管
愈
磁
的
記
録
等
の
複
写
の
許
可
等
）

第
二
十
五
条
の
二
検
察
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
芯
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
さ
な
け

第
二
十
五
条
の
こ

に
規
定
す
る
他
の
蹴
磁
的
記
録
を
特
定
し
て
こ
れ
の
複
写
を
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
、
当
麟
他
の
愈
磁
的
記
録
が
対
象

勉
磁
的
配
録
で
は
な
い
と
鰐
め
る
と
き
は
、
当
談
他
の
趣
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
は
、
吹
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
鮫
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写

を
許
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

｜
前
項
の
申
出
を
し
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
に
関
す
る
検
察
官
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

二
技
術
的
理
由
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
複
写
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
淫
め
ら
れ
る
と
き
。

三
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
申
出
が
権
利
の
濫
用
と
罷
め
ら
れ
る
と
き
。

３
検
察
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
申
出
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
罷
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
第
十
一
条
の
二
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
他
の
趣
磁
的
肥
録
を
砿
認
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
・

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
す
べ
き
愈
磁
的
記
録
の
範
囲
は
、
複
写
不
許
可
決
定
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
前
条
第
一
項
』
及
び
「
同
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
消
去
等
決
定
等
の
方
式
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
消
去
命
令
」
を
「
、
消
去

命
令
、
複
写
不
許
可
決
定
及
び
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
決
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
次
に
掲
げ
る
場
合
保
管
趣
磁
的
配
録
等

イ
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
を
行
っ
た
後
、
複
写
不
許
可
決
定
を
す
る
必
要
が
な
い
と
罷
め
た
場
合

ロ
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
複
写
不
許
可
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す

旨
の
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
の
提
起
が
な
く
て
そ
の
取
消
し
の
所
え
を
提
起
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よ
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
砿
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
公
告
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
て
も
複
写
の
謂
求
が
な
い

と
き
は
、
検
察
官
は
、
こ
れ
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
検
察
官
は
、
保
管
蹴
磁
的
記
録
等
の
う
ち
に
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
を
行
っ
た
者
以
外
の
者
に
複
写

さ
せ
る
ぺ
き
愈
磁
的
記
録
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
そ
の
者
に
複
写
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
項
の
規
定
は
、
民
事
訴
舩
の
手
続
に
従
い
、
利
害
関
係
人
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
複
写
許
可
に
係
る
蝕
磁
的
記
録
の
複
写
を
し
な
い
場
合
の
措
鯉
）

第
二
十
五
条
の
三
検
察
官
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
を
許
し
た
趣
磁
的
記
録
に

な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
複
写
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
消
去
命
令
」
を
「
、
消
去
命
令
、
複
写
不
許
可
決
定
又
は
第
十
二
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
決
定
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
文
書
」
を
「
文
書
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
つ
い
て
」
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
経
過
し
た
と
き
。

ハ
複
写
不
許
可
決
定
の
取
消
し
の
所
え
又
は
複
写
不
許
可
決
定
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
裁
決

の
取
消
し
の
所
え
に
係
る
鯆
求
を
關
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合

二
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
検
察
官
が
、
保
管
趣
磁
的
記
録
等
に
つ
い
て
、
保
管
の
必
要
が
な
い
と

認
め
た
場
合

二
複
写
不
許
可
決
定
（
第
十
一
条
の
二
第
二
号
イ
又
は
口
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
保
管
砿
磁
的
記
録

等
の
う
ち
当
骸
複
写
不
許
可
決
定
に
係
る
醜
磁
的
記
録
以
外
の
も
の

三
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
複
写
不
肝
可
決
定
の
一
部
を
取
り
消
し
、

又
は
変
更
す
る
旨
の
裁
決
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
鮫
裁
決
の
取
消
し
の
腓
え
の
提
起
が
な
く
て
そ
の
取
消
し
の

所
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
経
過
し
た
と
き
保
管
砿
磁
的
配
録
等
の
う
ち
、
一
部
が
取
り
消
さ
れ
、
又

は
変
更
さ
れ
た
後
の
複
写
不
許
可
決
定
に
係
る
砿
磁
的
記
録
以
外
の
も
の

２
検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
を
許
さ
れ
た
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
又
は
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
複
写
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
政
令
で
定
め
る
方
法
に

つ
い
て
、
複
写
を
許
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
複
写
を
許
さ
れ
た
者
が
そ
の
複
写
を
し
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
骸
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
附
則
第
三
条
第
四
項
、
第
五
条
第
四
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
公
布
の
日

二
第
一
条
の
う
ち
、
刑
砺
所
舩
法
第
三
百
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
中
同
条
を
第
三
百
七
条
の
三
と
し
、
第
三
百
七

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
五
十
条
の
二
十
四
第
一

項
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
、

第
二
十
三
条
中
組
織
的
な
犯
罪
の
処
刑
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
刑
法
」
と
い

改
め
る
。

う
．
）
別
表
第
一
第
四
号
及
び
第
十
号
並
び
に
別
表
第
三
第
二
号
ヌ
の
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
中
犯
罪
捜
査
の
た
め
の

通
侶
傍
受
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
条
中
国
際
刑
事
栽
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条

の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

三
第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
条
中
少
年
法
第
六
条
の
五
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規

定
、
第
九
条
中
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域

並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第

十
二
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特

別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑

率
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
中
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
改
正

規
定
、
第
二
十
一
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
砿
規
定
（
「
記
戦
し
た
密

面
」
」
を
『
記
戦
し
、
又
は
記
録
し
た
番
面
又
は
砿
磁
的
記
録
」
」
に
、
「
証
拠
沓
類
」
」
を
「
証
拠
書
類
（
晒
磁
的
記

録
を
含
む
。
）
」
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

第
四
十
四
条
第
一
号
中
「
の
申
出
」
を
「
又
は
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
申
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
文
番
」
を

「
文
魯
若
し
く
は
趣
磁
的
記
録
」
に
改
め
る
。

「
若
し
く
は
保
管
睡
磁
的
記
録
等
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
聾
」
を
「
文
書
若
し
く
は
麺
磁
的
記
録
」
に

附
則
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を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
三
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
の
見
出
し

を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法

第
二
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
四
節
に
二
条
を
加
え
る
改
派
規
定

並
び
に
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次

条
並
び
に
附
則
第
十
五
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
の
改
正
規
定

（
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
岡
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
並

び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
十
八
条
中
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
九
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四
第
八
条
中
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
十
三
条
の
三
及
び
第
七
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
条
の

規
定
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日

正
規
定
、
第
二
十
三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
第
十
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法

第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
組
織
的
犯
罪
処
刷
法

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条

の
改
正
規
定
（
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
七
条
中

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第

十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条

中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
第
六
十
五
条
第
二
項
の
改
砿
規
定
、
第
三
十
四
条
中
日
本
岡
の
自
衛
隊

と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
皿
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
五
条
中
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ

テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本

国
と
グ
レ
ー
ト
プ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定

並
び
に
第
三
十
六
条
中
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係

る
趣
磁
的
配
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
目
次
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
二
節
に
一
条
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五
第
二
十
三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
刑
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
民
事
関

係
手
続
等
に
お
け
る
梢
報
通
侭
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法

律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日

六
第
十
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
記
録
命
令
付
差
押
え
に
関
す
る
経
過
措
匿
）

第
二
条
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
十
五
条
に
お
い
て
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
．
）

前
に
第
一
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
刑
車
斫
訟
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
第
三
号
改
正
前
刑
事
脈
舩
法
」
と
い
う
。
）
、
第
五
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前

の
少
年
法
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
少
年
法
」
と
い
う
。
）
、
第
十
八
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に

限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
国
際
捜
査
共
助
法
」
と

い
う
。
）
、
第
二
十
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
（
同
項

に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
号
施
行
日
前
に
第
三
号
改
正
前
刑
蛎
所
訟
法
、
第
三
号
改
正
前
少
年
法
、
第
三
号
改

正
前
国
際
捜
査
共
助
法
、
第
三
号
改
正
前
組
織
的
犯
罪
処
胴
法
又
は
第
三
号
改
正
前
医
療
観
察
法
の
規
定
に
よ
り
記
録
命
令

付
差
押
え
に
係
る
令
状
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
骸
記
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
判
胴
書
等
に
関
す
る
経
過
措
憧
）

第
三
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
．
）
前
に
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
た
事
件
（
以
下
「
施
行
前
刑
覗

本
件
」
と
い
う
。
）
又
は
最
高
栽
判
所
の
定
め
る
刑
事
砺
件
（
以
下
「
特
定
刑
事
事
件
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
公
脈
の
提
起
が

あ
っ
た
も
の
（
以
下
「
特
定
日
前
刑
事
事
件
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
判
調
番
、
公
判
前
整
理
手
続
閲
替
及
び
期
日
間
整
理

手
続
調
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
判
調
書
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施

限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
観
察
法
（
同
項
に
お
い
て
「
第
三
号
改
正
前
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

記
録
命
令
付
差
押
え
（
第
三
号
改
正
前
刑
事
所
詮
法
第
九
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
記
録
命
令
付
差
押
え
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
麟
配
録
命
令
付
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
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第
四
条

う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正
後
刑
事
所
訟
法
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
覗
斫
舩
法
第
百
条
第
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
嚇
車
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
巾
件
を

併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
送
達
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
（
裁
判
所
等
に
対
す
る
申
述
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
申
立
て
、
諦
求
そ
の
他
の
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
長
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

『
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
刑
事
砺
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正

後
刑
事
餌
舩
法
第
五
十
四
条
の
二
か
ら
鋪
五
十
四
条
の
四
ま
で
（
こ
れ
ら
を
蝋
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
車
珈
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
率
件
以
外
の
刑
事

事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
審
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
公
判
鯛

魯
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
航
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
耶
砺
件
に
つ
い
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
刑
事
訴
訟
法
（
附
則
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
第
二
条
改
正
前
刑
礪
所
舩
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
前
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
公
判
鯛
魯
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
整
理
さ
れ
た
公
判
調
書
等
」
と
い
う
。
）
は
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に

揃
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
公
判
調
書
等
と
み
な

し
、
整
理
さ
れ
た
公
判
調
書
等
に
記
戦
さ
れ
た
解
舩
手
続
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
鯛
番
等
に
記
録
さ
れ
た
斫
舩
手

統
と
み
な
す
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
判
飼
魯
等
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
刑
班
訴
訟
法
（
以
下
「
節
二
条
改
正
後
刑
珈
所
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
二
第
一
項
、
第
百
八
十
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
七
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
刑
事
本
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信

技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
送
達
報
告
書
の
提
出
に
関
す
る
経
過
措
直
〉

四
条
施
行
前
刑
邸
本
件
又
は
特
定
刑
事
砺
件
（
特
定
日
以
後
に
お
い
て
は
、
特
定
日
前
刑
事
率
件
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
け
る
民
事
斫
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
条
第
一
項
の
書
面
（
以
下
『
送
途
報
告
笹
」
と
い
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は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
施
行
日
か
ら
特
定
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
告
所
及
び
告
発
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
並
び
に
自
首
並
び
に
刑
事
所

詮
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
硝
求
で
あ
っ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
刑
事
事
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
前
項
の
主
務
省
令
は
、
法
務
省
令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国

士
交
通
省
令
、
環
境
省
令
、
防
衛
省
令
及
び
財
務
省
令
と
す
る
。

４
法
務
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
、

防
衛
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
主
務
省
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活

用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
関
す
る
経
過
措
瞳
）

第
六
条
施
行
前
刑
車
事
件
、
特
定
刑
事
事
件
又
は
外
国
の
刑
事
事
件
（
特
定
日
以
後
に
お
い
て
は
、
特
定
日
前
に
国
際
捜
査

共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
の
舗
求
が
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通

訳
人
及
び
翻
訳
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
の
配
録
（
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
「
証
人
尋
問
等
の
紀
録
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又

は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
車
件
以
外
の
刑
蛎
車
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
鉦
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
第
二
条
改
正
前
刑
率
解
舩
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
錨
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
車
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
係
る
配
録
媒
体
の
騰
写

及
び
当
該
記
録
媒
体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
の
取
調
べ
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
証
拠
鯛
べ
を
終
わ
っ
た
証
拠
密
類
及
び
証
拠
物
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
施
行
前
刑
事
砺
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
車
件
に
係
る
証
拠
瞥
類
（
勉
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
証
拠
物
（
趣
磁
的
記
録

で
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
改
正
後
刑
事
解
訟
法
第
三
百
十
条
の
二
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
．
た
だ
し
、
施
行
前
刑
車
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
車
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併

せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
審
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
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後
）
に
証
拠
鯛
べ
を
終
わ
っ
た
証
拠
書
類
及
び
証
拠
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
八
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行

日
」
と
い
う
。
）
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び

同
項
に
お
い
て
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
五

条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
刑
法
第
九
十
五
条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項

及
び
第
百
五
十
九
条
第
一
項
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
砿
法
施
行
日
以
後
に
お
け

る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
新
刑
法
第
九
十
五
条
の
二
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
一
・

項
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
第
二
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
う

ち
、
刑
法
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
鋪
一
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
「
第
百
寂
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九

条
第
三
項
」
と
す
る
。

（
検
察
審
査
会
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
匠
）

第
九
条
施
行
日
か
ら
特
定
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
招
集
状
が
書
面
に
よ
り
検
察
審
査
員
及
び
補
充
貝
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た

と
き
に
お
け
る
検
察
審
在
会
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
疎
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
審
査
会
法
第
四
十
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
磯
決
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
雛
決
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
腫
）

第
十
条
申
立
て
、
硝
求
そ
の
他
の
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
申
述
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
前
保
壌
事
件
（
施
行
日
前
に
さ
れ
た
少
年
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
保
護
事
件
、
施
行
日
前
に
検
察
官
、
司
法
警
察
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第
十
一
条
施
行
前
保
護
事
件
又
は
特
定
日
前
保
護
事
件
に
係
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
施
行
前
保
護
事
件
又
は
特
定
日
前
保
護
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
保
護
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合

に
お
け
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
刑
事
補
償
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
世
）

第
十
二
条
施
行
前
刑
蛎
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
砺
事
件
に
関
す
る
補
償
鯖
求
の
手
続
に
係
る
申
立
て
淳
に
つ
い
て
は
、
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
補
償
法
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．
た
だ
し
、
当
咳
手
続

を
施
行
前
刑
覗
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
以
外
の
刑
平
事
件
に
関
す
る
補
償
謂
求
の
手
続
と
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け

る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
低
）

第
十
三
条
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
廷
淳
秩
序
維
持

法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
（
民
事
腓
舩
法
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
遜
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定

を
叩
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
Ｒ
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

員
、
警
察
官
、
都
道
府
県
知
率
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
た
保
謹
砺
件
及
び
施
行
日
前
に
同
法
第
五
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
保
餓
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
日
前
保
護
事
件
（
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
保
睡
事
件

で
あ
っ
て
、
特
定
日
前
に
さ
れ
た
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

に
係
る
も
の
、
特
定
日
前
に
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察
官
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
た
も

の
及
び
特
定
日
前
に
同
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正

後
の
少
年
法
第
五
条
の
四
及
び
第
五
条
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
保
謹
事
件
又
は
特
定
日
前
保
護

砺
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
保
膜
砺
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
最
高
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
磯
事
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
醗
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
情

報
通
信
技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す

る
｡
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う
場
合
に
お
け
る
旅
費
等
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
腫
）

第
十
五
条
第
三
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す

る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
不
正
競
争
防
止
法
第
一
・
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
晒
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
記
戦
し
た
笹
面
」
と
、
「
提
供
さ
せ
た
蝕
磁
的
記

録
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
さ
せ
た
蹴
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
一
と
す
る
。

（
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
第
二
十
三
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改

正
後
の
組
織
的
犯
罪
処
刑
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
組
織
的
犯
罪
処
嗣
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
公
腓
の
提
起
が
あ
っ
た
た
め
没
収
保
全
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
公
所
の
提
起
が
あ
っ
た
た
め
没
収
保
全
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

「
第
六
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
た
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
該
当
す
る
行
為

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
行
為
」
と
い
う
。
）
に
係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
証
人
の
尋
問

そ
の
他
の
証
拠
鯛
ぺ
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
六
号
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
対
象
行
為
に
係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る

手
続
に
お
け
る
証
人
の
尋
問
そ
の
他
の
証
拠
調
べ
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
新
法
廷
等
秩
序
維
持
法
第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
第
六
号
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
対
象
行
為
に

係
る
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
、
論
求
そ
の
他
の
申
述
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
刑
車
所
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
匿
）

第
十
四
条
施
行
前
刑
平
車
件
又
は
施
行
前
保
護
事
件
に
係
る
刑
嚇
脈
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号

十
四
条
施
行
前
刑
平
車
件
又
は
施
行
前
保
護
事
件
に
係
る
刑
嚇
脈
舩
費
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
費
等
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
と
施
行
日
以
後
に
公
脈
の
提
起
が
あ
っ
た
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
又
は
施

行
前
保
護
事
件
と
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
少
年
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
若
し
く
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
に
係
る
保
護
事
件
若
し
く
は
施
行
日
以
後
に
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察
官
、
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は

児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
保
謹
率
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
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第
十
七
条
施
行
前
刑
率
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
磯
を
図
る
た
め
の
刑
事
手

続
に
付
随
す
る
措
匿
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
一
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者

参
加
旅
費
等
の
舗
求
及
び
犯
罪
被
害
者
等
保
唆
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
弁
磯
士
の
選
定
の
脇
求
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
率
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事

享
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
鯆
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
保
唆
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
公
判
調
書
が
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
民
覗
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
所
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
適
用
し
、
附
則
第
三
条

２
第
二
十
三
条
の
規
定
｛
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
犯
罪
処
削
法
第

二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
没
収
保
全
の
登
記
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
没
収
保
全
の
登
記
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
新
組
織
的
犯
罪
処
閲
法
第
五
十
条
第
一
項
（
第
三
十
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
．
）

に
よ
る
改
正
後
の
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
新
国
際
刑
事
裁
判

所
協
力
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
に
お
い
て
単
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い

て
鵡
用
す
る
民
砺
所
舩
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追
徴
保
全
に
関
す
る
送
達
報
告
番
の
提
出
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
前
刑
事
卒
件
又
は
特
定
刑
率
砺
件
に
お
け
る
送
達
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
新

組
織
的
犯
罪
処
刑
法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
館
用
す
る
民
事
腓
舩
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．
た
だ

し
、
施
行
前
刑
事
、
件
又
は
特
定
日
前
刑
事
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る

送
達
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
新
組
織
的
犯
罪
処
削
法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
単
用
す
る
民
蛎
解
舩
法
第
百
十
一
条
か
ら
第
百
十
三
条
ま
で
の
規
定

過
措
世
）

は
、
施
行
日
以
後
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追
徴
保
全
に
関
す
る
公

示
送
達
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
没
収
保
全
命
令
又
は
追
徴
保
全
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
没
収
保
全
又
は
追

徴
保
全
に
関
す
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
膜
を
図
る
た
め
の
刑
覗
手
続
に
付
随
す
る
措
陞
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
公
判
關
書
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事

所
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
礪
事
件
に
係
る
新
犯
罪
被
害
者
等
保
膜
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
聯
砺

訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
本
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
謂
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
特
定
日
前
刑
礪
車
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
刑
事
亭
件
を
併
せ
て
審
判
す
る

場
合
に
お
け
る
当
骸
申
立
て
に
係
る
亭
件
の
記
録
の
閲
覧
等
の
開
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
施
行
前
刑
覗
那
件
に
係
る
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
前
損
害
賠
償
命
令
車

件
一
と
い
う
。
）
又
は
特
定
日
前
刑
車
享
件
に
係
る
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
率
件
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
日
前
損
害
賠
償
命
令
砺
件
』
と
い
う
．
）
に
関
す
る
手
続
及
び
そ
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

た
だ
し
、
施
行
前
損
害
賠
償
命
令
事
件
又
は
特
定
日
前
損
害
賠
償
命
令
事
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
損
害
賠
償
命
令
の
申

立
て
に
係
る
事
件
を
併
せ
て
審
判
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
及
び
そ
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
医
療
観
察
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
世
）

第
十
八
条
医
療
観
察
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
遇
砺
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
処
遇
事
件
」
と
い
う
．
｝

第
十
九
条
施
行
前
処
遇
蛎
件
又
は
特
定
日
前
処
遇
事
件
に
係
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
施
行
前
処
遇
事
件
又
は
特
定
日
前
処
遇
率
件
と
こ
れ
ら
の
覗
件
以
外
の
処
遇
事
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場

合
に
お
け
る
証
人
尋
問
等
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
前
処
遇
事

件
」
と
い
う
。
）
又
は
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
処
遇
車
件
で
あ
っ
て
特
定
日
前
に
医
療
観
察
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
日
前
処
遇
率
件
」
と
い
う
。
）
に
係
る
申
立
て
等
に
つ

い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
観
察
法
第

二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
前
処
遇
取
件
又
は
特
定
日
前
処
遇
事
件

と
こ
れ
ら
の
事
件
以
外
の
処
遇
事
件
の
審
判
を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
（
施
行
日
後
に
併
せ
て
行
う
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
以
後
）
の
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

最
商
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
処
遇
事
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
処
遇
蛎
件
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
情

報
通
信
技
術
の
活
用
の
段
階
的
か
つ
円
渦
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
逓
減
す
る
よ
う
適
切
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。
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条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
性
的
な
姿
態
を
擬
影
す
る
行
為
等
の
処
嗣
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
愈
磁
的
配
録
の
消
去

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
ほ
）

第
二
十
二
条
施
行
日
前
に
開
始
し
た
第
三
十
六
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
．
）
に
よ
る
改
正
前
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影

像
に
係
る
亀
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
航
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
節
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
性
的
な
姿
態
を
擬
影
す
る
行
為
等
の
処
削
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿

態
の
影
像
に
係
る
趣
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
法
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る
措
鯉
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
柚
に
当
皎
命
令
又
は
当
肱
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
逮
に
代
わ
る
措
憧
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

（
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十

二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
法
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達

に
代
わ
る
措
凹
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
裁
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
遮
に
代
わ
る
措
囲
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
新
国
際
刑
事
裁
判
所
協
力
法
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
車
用
す
る
新
組
織
的
犯
罪
処
刑
法
第
二
十
三
条
第

八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
六
十
一
条
１
に
規
定
す
る
審
理

が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
当
麟
審
理
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
通
知
に
代
わ
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
二
号
施
行
日
が
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
新
国
際
刑
事
裁
判
所
協
力
法
第
六
十
四
条
の
こ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、

「
懸
役
」
と
す
る
。
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同

に
よ
る
。
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第
百
条
第
二
項
中
「
謄
本
」
を
「
謄
本
（
判
決
が
愈
磁
的
記
録
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
亀
磁
的
記
録
）
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
判
決
の
勝
本
の
」
を
削
る
。

（
国
会
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
の
写
」
を
「
の
写
し
（
令
状
が
蹴
磁
的
記
録
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
腿
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
芯
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
状
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載

し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
。
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
百
条
第
二
項
中
「
の
写
」
を
「
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
し
た
」
を
「
付
し
た
」
に
改
め
る
．

（
検
察
官
の
取
り
調
べ
た
者
等
に
対
す
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
等
支
給
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
検
察
官
の
取
り
調
べ
た
者
等
に
対
す
る
旅
費
、
日
当
、
宿
泊
料
等
支
給
法
（
昭
和
一
↓
十
四
年
法
律
第
五
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
恩
赦
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
判
決
の
原
本
に
そ
の
旨
を
附
記
し
な
け
れ
ば
』
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
咳
各

号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
裁
判
香
が
得
面
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
魯
面
で
あ
る
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
当
骸
裁
判
書
又
は
当
咳
調

書
の
原
本
に
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。

二
裁
判
書
が
愈
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
昭
蹴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
悩
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
裁
判
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
調
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
当
該
裁
判
書
又
は

当
骸
稠
密
に
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
が
あ
っ
た
旨
を
記
録
す
る
こ
と
。

（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
砿
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
・
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
同
法
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中
「
裁
判
所
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得
肥
官
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
七
条
」
に
改
め
る
。

（
旅
券
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
破
壊
活
動
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
証
拠
物
」
を
『
（
醜
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
蹴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
傭
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
及
び
証
拠
物
（
愈
磁
的
肥
録
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改

め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
砺
件
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
全
部
又
は
一
部
が
砿
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
愈
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
の
求
」
を
「
の
求
め
」
に
改
め
る
。

（
民
事
脈
舩
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
及
び
第
五
百
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
、
第
五
百
十
一
条
の
二

及
び
第
五
百
十
三
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

一
民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
三
項

二
非
舩
砺
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
一
条
第
三
項

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
、
節
三
十
九
条
の
二
節
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
裁
判
所
」

を
「
裁
判
所
書
記
官
」
に
、
「
、
宿
泊
料
及
び
」
を
「
及
び
宿
泊
料
並
び
に
裁
判
所
が
そ
の
額
を
定
め
た
」
に
改
め
る
。

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
低
）

第
三
十
一
条
附
則
第
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
前
刑
事
事
件
又
は
施
行
前
保
護
事
件
に
係
る
総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
九
条

第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
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泊
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
一
条
第
四
号
中
「
が
刑
率
施
設
に
到
達
し
た
』
を
「
若
し
く
は
当
該
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
記

録
媒
体
が
刑
嚇
施
股
に
到
達
し
、
又
は
当
砿
事
項
を
配
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
融
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
勉
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
）
が
飽
気
通
伯
回
線
を
通
じ
て
刑
事
施
般
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
（
入
出
力
装
画
を
含
む
．
）

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
六
条
中
「
刑
事
瞬
訟
法
」
の
下
に
「
第
六
十
一
条
第
二
項
、
」
を
加
え
、
「
第
二
百
八
十
六
条
の
二
」
を

「
第
二
百
五
条
第
二
項
、
第
三
百
八
十
六
条
の
一
ご
に
、
「
並
び
に
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
」
を
『
、
第
四
百
八
十
一
条

第
二
項
並
び
に
第
四
百
九
十
四
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
砿
）

第
三
十
三
条
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
瞥
類
」
の
下
に
「
（
愈
磁
的
紀
録
（
敵
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
昭

隙
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
特
定
秘
密
の
保
態
に
関
す
る
法
律
及
び
蝕
要
経
済
安
保
情
報
の
保
硬
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
同
条
第
三
項
一
を
「
同
条
第
四
項
一
に
改
め
る
。

一
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ

ー
砿
要
経
済
安
保
傭
報
の
保
甑
及
び
活
用
に
閲
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に

改
正
す
る
．

第
四
百
五
十
八
条
第
七
項
中
「
新
刑
事
所
訟
法
」
を
『
刑
率
所
舩
法
」
に
、
「
第
四
百
八
十
四
条
」
を
「
第
四
百
八
十
四
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第
三
十
六
条
民
砺
関
係
手
続
等
に
お
け
る
梢
報
通
侶
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
二
条
中
少
年
法
目
次
の
改
正
規
定
を
削
り
、
同
法
第
五
条
の
三
を
削
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
中
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
る
．

第
三
十
七
条
学
校
股
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

第
九
十
二
条
中
少
年
法
本
則
に
一
軍
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。

第
九
十
三
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
目
次
の
改
正
規
定
を
削
り
、

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正
）

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
中
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
の
表
刑
事
研
訟
法
の
項
中
「
第
四
百
八
十
七
条
」
を

「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
梢
報
通
僧
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
規
定
を
削
る
。

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

一
部
改
正
）

（
学
校
設
腫
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
面
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
別

表
第
一
の
一
七
の
項
及
び
一
八
の
項
（
上
欄
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
三
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
」
を

「
、
別
表
第
一
の
四
五
の
項
及
び
五
一
の
項
並
び
に
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
中
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
一
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三

条
第
二
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
一
を
「
第
三
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
の
一
の
項
一
に
改
め
、
同
条
第
四
項
後
段
を

削
る
。

第
九
十
二
条
の
う
ち
犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
中
第
四
十
九
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
八
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
を
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第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
条
薯
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
財
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条
財
務
省
設
匠
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

三
十
八
条
財
務
省
設
匠
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

理
由

近
年
に
お
け
る
情
報
通
俗
技
術
の
進
展
及
び
普
及
の
状
況
等
に
鑑
み
、
刑
車
手
続
等
に
関
与
す
る
国
民
の
負
担
軽
減
並
び
に

手
続
の
円
滑
化
及
び
迅
速
化
に
資
す
る
た
め
、
手
続
に
お
い
て
取
り
扱
う
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
配
録
と
し
て
の
作
成
等
及
び

電
子
傭
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
る
発
受
並
び
に
対
面
で
行
わ
れ
る
手
続
に
つ
い
て
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ

り
行
う
こ
と
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
砥
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
に
対
す
る
信
頼
を
害
す
る
行

為
等
に
つ
い
て
の
処
刑
規
定
の
整
伽
、
犯
罪
収
益
の
新
た
な
没
収
の
裁
判
の
執
行
等
の
手
統
の
整
伽
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通

信
傍
受
の
対
象
率
件
の
範
囲
の
拡
大
等
の
措
腫
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

安
委
貝
会
規
則
、
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
、
環
境
省
令
及
び
防
衛
省
令
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
財
務
省
令
二
に
改
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
旺
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
、
捜
索
」
を
「
捜
索
、
同
法
第
百
二
条
の
一
↓
第
一
項
に
規
定
す

る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
百
四
十
一
条
及
び
」
を
「
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
説
み
替
え
る
も
の
」
を
「
、
同
法
第
五
百
十
七
条
中
「
、
国
家
公
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